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第１節 態勢 
 

第１ 目黒区 
 

１ 非常配備態勢基準及び非常配備指定区分等一覧 
 

（震災時）非常配備態勢基準及び非常配備指定区分等一覧 

  非
常

配
備

震
度

基
準

対
象
者

区
分

区
分
名
称

区
分
対
象
者

開
庁
時
間

（
8
：
3
0
-
1
7
：
1
5
）

開
庁
時
間
以
外

の
勤
務
時
間
中

勤
務
時
間
外

Ａ
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員

総
合
庁
舎

（
政
策
会
議
室
）

B
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員
以
外
の
危
機
管

理
室
職
員

生
活
安
全
課
・
防
災
課
の
一
般
職
員

C
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
災
対
本
部
初
動

補
助
）

Ａ
・
B
以
外
の
目
黒
区
及
び
近
隣
区
(品
川
区
・
大
田
区
・
渋
谷
区
・
世
田
谷
区
・
港
区
)に
居
住
す
る
職

員
の
う
ち
総
務
部
及
び
秘
書
課
に
勤
務
す
る
一
般
事
務
職
職
員

Ｐ
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
地
域
避
難
所
参
集
指
定
職
員

Ａ
か
ら
O
以
外
の
目
黒
区
に
居
住
す
る
職
員
(5
名
以
下
と
な
る
避
難
所
に
つ
い
て
は
指
定
さ
れ
た
近

隣
区
に
居
住
す
る
者
を
含
む
)

た
だ
し
、
A
か
ら
Ｏ
に
該
当
す
る
場
合
は
そ
の
区
分
と
す
る

D
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員
以
外
の
管
理
職

職
員
、
代
表
監
査
委
員

A
・
Ｍ
を
除
く
管
理
職

Ｅ
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
各
課
庶
務

各
課
の
庶
務
担
当
係
長
　
（
※
Ｃ
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
）

F
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
建
築
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

建
築
・
電
気
・
機
械
職
職
員

G
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
土
木
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

土
木
・
造
園
職
及
び
土
木
公
園
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員

H
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
情
報
機
器
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

情
報
課
に
勤
務
す
る
職
員

I
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
庁
舎
管
理
・
自
動

車
運
転
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

総
務
課
庁
舎
管
理
係
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
自
動
車
運
転
職
職
員

J
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
清
掃
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

清
掃
事
務
所
・
事
業
所
に
勤
務
す
る
職
員

K
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
広
報
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

広
報
課
、
区
民
の
声
課
に
勤
務
す
る
職
員

L
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
福
祉
保
健
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

健
康
福
祉
部
及
び
健
康
推
進
部
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
他
の
部
の
保
健
師
職
員

M
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
地
区
サ
ー
ビ
ス

事
務
所
）

地
区
サ
ー
ビ
ス
事
務
所
長
及
び
職
員

Ｎ
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
区
議
会
事
務
局
）
Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

区
議
会
事
務
局
に
勤
務
す
る
職
員

Ｏ

第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
地
域
避
難
所
・
補

完
避
難
所
・
福
祉
避
難
所
施
設
勤
務
者
・
指
定
管
理
避
難
所
施

設
統
括
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

勤
務
地
が
避
難
所
の
職
員
、
及
び
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
指
定
管
理
者
施
設
の
統
括
職
員

Ｑ
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員

A
か
ら
O
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
（
P
を

除
く
）

Ｒ
第
３
非
常
配
備
態
勢
要
員

第
１
（
区
分
Ａ
～
Ｐ
）
及
び
第
２
（
区
分
Ｄ
～
Ｑ
）
非
常
配
備
態
勢
職
員
、
か
つ
、
即
時
参
集
困
難
職
員

（
Ｓ
）
以
外
の
職
員

Ｓ
第
３
非
常
配
備
態
勢
要
員
（
即
時
参
集
困
難
職
員
）

・
職
員
本
人
に
身
体
的
障
害
が
あ
る
若
し
く
は
病
気
療
養
中
で
あ
り
発
災
時
の
状
況
で
は
直
ち
に
参

集
が
難
し
い
職
員

・
家
族
に
高
齢
者
や
障
害
者
、
乳
幼
児
が
お
り
他
に
代
わ
っ
て
面
倒
を
見
る
者
が
い
な
い
職
員

対
象
者
の

勤
務
場
所

※
１

Ｖ
第
３
非
常
配
備
態
勢
要
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）

（
新
設
）

―

対
象

外

右
表
区
分

Ｔ
Ｔ

派
遣
職
員
、
興
津
自
然
学
園
に
勤
務
す
る
職
員

※
１
　
参
集
可
能
状
態
に
な
り
次
第
、
参
集
す
る
。
　
　
※
２
　
対
象
者
の
勤
務
時
間
内
に
限
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
内
か
ら
引
き
続
き
、
勤
務
時
間
外
に
災
害
対
策
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

対
象
者
の
勤
務
場
所

総
合
庁
舎
（
生
活
安
全
課
）
／
防
災
セ
ン
タ
ー

指
定
の
地
域
避
難
所

２
震
度

５
強

右
表
区
分

A
～
Q

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

総
合
庁
舎
（
本
部
員
自
席
）

総
合
庁
舎
（
生
活
安
全
課
）
／
防
災
セ
ン
タ
ー

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

３

震
度

６
弱

以
上

右
表
区
分

A
～
S

Ｖ

①
非
常
配
備
態
勢
基
準

②
非
常
配
備
指
定
区
分
及
び
対
象
者
と
発
災
時
参
集
場
所

１
震
度

５
弱

右
表
区
分

A
・
B
・
C
・
P

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所 ―

対
象
者
の
勤
務
場
所

※
２
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第１節 態勢 
 

第１ 目黒区 
 

１ 非常配備態勢基準及び非常配備指定区分等一覧 
 

（震災時）非常配備態勢基準及び非常配備指定区分等一覧 

  非
常

配
備

震
度

基
準

対
象
者

区
分

区
分
名
称

区
分
対
象
者

開
庁
時
間

（
8
：
3
0
-
1
7
：
1
5
）

開
庁
時
間
以
外

の
勤
務
時
間
中

勤
務
時
間
外

Ａ
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員

総
合
庁
舎

（
政
策
会
議
室
）

B
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員
以
外
の
危
機
管

理
室
職
員

生
活
安
全
課
・
防
災
課
の
一
般
職
員

C
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
災
対
本
部
初
動

補
助
）

Ａ
・
B
以
外
の
目
黒
区
及
び
近
隣
区
(品
川
区
・
大
田
区
・
渋
谷
区
・
世
田
谷
区
・
港
区
)に
居
住
す
る
職

員
の
う
ち
総
務
部
及
び
秘
書
課
に
勤
務
す
る
一
般
事
務
職
職
員

Ｐ
第
１
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
地
域
避
難
所
参
集
指
定
職
員

Ａ
か
ら
O
以
外
の
目
黒
区
に
居
住
す
る
職
員
(5
名
以
下
と
な
る
避
難
所
に
つ
い
て
は
指
定
さ
れ
た
近

隣
区
に
居
住
す
る
者
を
含
む
)

た
だ
し
、
A
か
ら
Ｏ
に
該
当
す
る
場
合
は
そ
の
区
分
と
す
る

D
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員
以
外
の
管
理
職

職
員
、
代
表
監
査
委
員

A
・
Ｍ
を
除
く
管
理
職

Ｅ
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
各
課
庶
務

各
課
の
庶
務
担
当
係
長
　
（
※
Ｃ
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
）

F
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
建
築
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

建
築
・
電
気
・
機
械
職
職
員

G
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
土
木
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

土
木
・
造
園
職
及
び
土
木
公
園
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員

H
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
情
報
機
器
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

情
報
課
に
勤
務
す
る
職
員

I
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
庁
舎
管
理
・
自
動

車
運
転
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

総
務
課
庁
舎
管
理
係
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
自
動
車
運
転
職
職
員

J
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
清
掃
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

清
掃
事
務
所
・
事
業
所
に
勤
務
す
る
職
員

K
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
広
報
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

広
報
課
、
区
民
の
声
課
に
勤
務
す
る
職
員

L
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
福
祉
保
健
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

健
康
福
祉
部
及
び
健
康
推
進
部
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
他
の
部
の
保
健
師
職
員

M
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
地
区
サ
ー
ビ
ス

事
務
所
）

地
区
サ
ー
ビ
ス
事
務
所
長
及
び
職
員

Ｎ
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
区
議
会
事
務
局
）
Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

区
議
会
事
務
局
に
勤
務
す
る
職
員

Ｏ

第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
指
定
業
務
職
員
（
地
域
避
難
所
・
補

完
避
難
所
・
福
祉
避
難
所
施
設
勤
務
者
・
指
定
管
理
避
難
所
施

設
統
括
）

Ａ
か
ら
E
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち

勤
務
地
が
避
難
所
の
職
員
、
及
び
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
指
定
管
理
者
施
設
の
統
括
職
員

Ｑ
第
２
非
常
配
備
態
勢
要
員

A
か
ら
O
以
外
の
目
黒
区
及
び
他
の
特
別
区
、
狛
江
市
、
調
布
市
、
川
崎
市
に
居
住
す
る
職
員
（
P
を

除
く
）

Ｒ
第
３
非
常
配
備
態
勢
要
員

第
１
（
区
分
Ａ
～
Ｐ
）
及
び
第
２
（
区
分
Ｄ
～
Ｑ
）
非
常
配
備
態
勢
職
員
、
か
つ
、
即
時
参
集
困
難
職
員

（
Ｓ
）
以
外
の
職
員

Ｓ
第
３
非
常
配
備
態
勢
要
員
（
即
時
参
集
困
難
職
員
）

・
職
員
本
人
に
身
体
的
障
害
が
あ
る
若
し
く
は
病
気
療
養
中
で
あ
り
発
災
時
の
状
況
で
は
直
ち
に
参

集
が
難
し
い
職
員

・
家
族
に
高
齢
者
や
障
害
者
、
乳
幼
児
が
お
り
他
に
代
わ
っ
て
面
倒
を
見
る
者
が
い
な
い
職
員

対
象
者
の

勤
務
場
所

※
１

Ｖ
第
３
非
常
配
備
態
勢
要
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）

（
新
設
）

―

対
象

外

右
表
区
分

Ｔ
Ｔ

派
遣
職
員
、
興
津
自
然
学
園
に
勤
務
す
る
職
員

※
１
　
参
集
可
能
状
態
に
な
り
次
第
、
参
集
す
る
。
　
　
※
２
　
対
象
者
の
勤
務
時
間
内
に
限
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
内
か
ら
引
き
続
き
、
勤
務
時
間
外
に
災
害
対
策
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

対
象
者
の
勤
務
場
所

総
合
庁
舎
（
生
活
安
全
課
）
／
防
災
セ
ン
タ
ー

指
定
の
地
域
避
難
所

２
震
度

５
強

右
表
区
分

A
～
Q

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

総
合
庁
舎
（
本
部
員
自
席
）

総
合
庁
舎
（
生
活
安
全
課
）
／
防
災
セ
ン
タ
ー

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

３

震
度

６
弱

以
上

右
表
区
分

A
～
S

Ｖ

①
非
常
配
備
態
勢
基
準

②
非
常
配
備
指
定
区
分
及
び
対
象
者
と
発
災
時
参
集
場
所

１
震
度

５
弱

右
表
区
分

A
・
B
・
C
・
P

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所

対
象
者
の
勤
務
場
所 ―

対
象
者
の
勤
務
場
所

※
２
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（風水害時）非常配備態勢基準及び非常配備指定区分等一覧 

  非
常

配
備

参
集

基
準

対
象
者

区 分
区
分
名
称

区
分
対
象
者

業
務
内
容

ａ
第
１
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
危
機
管
理
室

危
機
管
理
室
に
所
属
す
る
職
員

ｂ
第
１
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
都
市
整
備
部

都
市
整
備
部
に
所
属
す
る
職
員

※
水
防
本
部
長
の
指
示
の
下
業
務
を
行
う
。

ｃ
第
１
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
広
報
課

企
画
経
営
部
広
報
課
に
所
属
す
る
職
員
の
う
ち
、
区
民
向
け
情
報
発
信
に
携
わ

る
職
員
（
広
報
課
長
含
む
）

ｄ
第
２
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員
災
害
対
策
本
部
条
例
施
行
規
則
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
管
理
職

（
各
部
長
・
担
当
部
長
及
び
総
務
課
長
）

ｅ
第
２
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
災
害
対
策
本
部
員

以
外
の
管
理
職
、
代
表
監
査
委
員

ａ
～
ｄ
以
外
の
管
理
職

ｆ
第
２
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
地
域
避
難
所
開

設
・
運
営
職
員

ａ
～
ｅ
以
外
の
目
黒
区
及
び
近
隣
区
（
品
川
区
・
大
田
区
・
渋
谷
区
・
世
田
谷
区
・

港
区
）
に
居
住
す
る
職
員

※
震
災
時
に
お
け
る
地
域
避
難
所
参
集
指
定
職
員
と
共
通
と
す
る
。

ｇ
第
２
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
避
難
所
施
設
勤
務

者
ａ
～
ｆ以
外
の
目
黒
区
及
び
近
隣
区
（
品
川
区
・
大
田
区
・
渋
谷
区
・
世
田
谷
区
・
港

区
）
に
居
住
す
る
職
員
の
う
ち
、
地
域
避
難
所
・
自
主
避
難
所
の
職
員

ｈ
第
２
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
／
水
防
本
部
・
災
害

対
策
本
部
補
助
職
員

ａ
～
ｇ
以
外
の
目
黒
区
に
居
住
す
る
職
員

※
家
賃
助
成
受
給
職
員
を
優
先
的
に
配
備
す
る
。

土
の
う
作
成
・
運
搬
や
警
戒
箇
所
点
検
・
巡
回
等
の

水
防
活
動
支
援
業
務
や
、
情
報
調
整
・
資
料
作
成
な

ど
の
本
部
支
援
業
務
、
地
域
避
難
所
・
自
主
避
難
所

の
運
営
補
助
な
ど
、
災
害
対
策
本
部
長
の
指
示
の

下
、
初
動
対
応
に
必
要
と
な
る
業
務
を
行
う
。

ｉ
第
３
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員

・
ａ
～
ｈ
、
ｊを
除
く
職
員

・
会
計
年
度
任
用
職
員
（
た
だ
し
、
職
の
設
置
の
目
的
、
職
責
等
に
よ
り
、
第
１
・
第

２
非
常
配
備
態
勢
に
属
す
る
こ
と
も
あ
る
）

ｊ
第
３
風
水
害
等
非
常
配
備
態
勢
要
員
（
即
時
参
集
困
難
職

員
）

・
職
員
本
人
に
身
体
的
障
害
が
あ
る
若
し
く
は
病
気
療
養
中
で
あ
り
発
災
時
の
状

況
で
は
直
ち
に
参
集
が
難
し
い
職
員

・
家
族
に
高
齢
者
や
障
害
者
、
乳
幼
児
が
お
り
他
に
代
わ
っ
て
面
倒
を
見
る
者
が

い
な
い
職
員

災
害

対
策

本
部

設
置

右
表

区
分

ａ
～
ｉ

気
象
情
報
の
収
集
や
、
避
難
情
報
の
提
供
、
区
民
か

ら
の
問
い
合
わ
せ
へ
の
対
応
、
避
難
所
や
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
、
支
援
物
資
の
運
搬
等
の
業
務
を
行

う
。

1 2

水
防

本
部

設
置

右
表

区
分

ａ
～
ｃ

右
表

区
分

ａ
～
ｇ

3

対
象
者
の
勤
務
場
所
で
、
災
害
対
策
本
部
長
の
指
示

の
下
、
指
定
さ
れ
た
業
務
に
従
事
す
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
中
に

発
災
し
た
場
合
に
、
そ
の
勤
務
場
所
で
災
害
対
応
業

務
に
従
事
す
る
。

風
水
害
等
の
自
然
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
り
、
災
害
対
策
本
部
に
よ
る
地
域
避
難

所
開
設
の
指
示
が
出
さ
れ
た
場
合
は
、
指
定
の
地
域

避
難
所
に
参
集
し
、
避
難
所
の
開
設
・
運
営
を
行
う
。

対
象
者
の
勤
務
場
所
で
、
災
害
対
策
本
部
長
の
指
示

の
下
、
指
定
さ
れ
た
業
務
に
従
事
す
る
。
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時時
期期

概概
要要

地地
域域

避避
難難
所所 区区
参参
集集
指指
定定
職職
員員
・・施施
設設
管管
理理
職職
員員

区区
災災
害害
対対
策策
本本
部部

防防
災災

区区
民民
組組
織織

避避
難難
所所

運運
営営
協協
議議
会会

施施
設設

管管
理理
者者

避避
難難
所所
参参
集集

指指
定定
職職
員員

施施
設設

管管
理理
者者

時時
間間
内内

時時
間間
外外

児児
童童
生生
徒徒
やや
施施
設設

利利
用用
者者
のの
安安
全全
確確
保保

鍵鍵
をを
持持
参参
しし
震震
度度
５５
弱弱

以以
上上
でで
自自
動動
参参
集集

施施
設設
（（小小

中中
学学
校校
等等
））

にに
参参
集集

避避
難難
所所
のの
鍵鍵
をを

持持
参参
しし
てて
いい
るる

主主
要要
メメ
ンン
ババ
ーー

のの
参参
集集

・・被被
害害
情情
報報
のの
収収
集集

→
区区
災災
害害
対対
策策
本本
部部
へへ
報報
告告

・・校校
庭庭
のの
開開
放放

・・避避
難難
者者
（（一一
時時
避避
難難
者者
））のの
受受
入入
れれ
（（応応
急急
危危
険険
度度
判判
定定
がが
終終
わわ
るる
まま
でで
はは
校校
庭庭
））

※※
簡簡
易易
受受
付付
簿簿
等等
をを
利利
用用
しし
、、
避避
難難
者者
のの
状状
況況
をを
把把
握握
しし
てて
くくだだ
ささ
いい
。。

関関
係係
者者
のの
参参
集集

・・被被
害害
状状
況況
のの
把把
握握

・・避避
難難
者者
（（一一
時時
避避
難難

者者
））のの

受受
入入
れれ

・・被被
害害
状状
況況
のの
把把
握握

・・被被
害害
情情
報報
のの
周周
知知

・・災災
害害
対対
策策
本本
部部
立立

ちち
上上
げげ

・・避避
難難
所所
のの
応応
急急
危危

険険
度度
判判
定定

緊緊 急急 期期 （（ ～～ ３３ 時時 間間 ））

・・避避
難難
者者
をを
中中
心心
とと
しし
たた
避避
難難
所所
運運
営営
体体
制制
にに
移移
行行
しし
まま
すす
。。

（（５５
世世
帯帯
程程
度度
のの
生生
活活
ググ
ルル
ーー
ププ
をを
編編
成成
しし
、、
各各
担担
当当
班班
業業
務務
をを
行行
いい
まま
すす
。。
））

※※
各各
担担
当当
班班
はは
、、
避避
難難
者者
とと
協協
力力
しし
てて
業業
務務
をを
行行
いい
まま
すす
。。

展展 開開 期期 （（ ４４ 日日 ～～ ））

組組
織織
的的
なな
避避
難難
所所
運運
営営

避避
難難
所所
運運
営営
本本
部部

施施
設設
・・安安

全全
班班

保保
健健
・・衛衛

生生
班班

総総
務務
・・情情

報報
班班

給給
食食
・・物物

資資
班班

・・地地
域域
避避
難難
所所
へへ
のの

物物
資資
のの
配配
送送

・・災災
害害
ボボ
ララ
ンン
テテ
ィィアア

セセ
ンン
タタ
ーー
のの
設設
置置

・・ララ
イイ
フフ
ララ
ンン
復復
旧旧
状状

況況
のの
把把
握握

・・避避
難難
所所
のの
開開
設設

・・避避
難難
所所
運運
営営
本本
部部
のの
設設
置置

・・避避
難難
者者
（（避避
難難
所所
生生
活活
者者
））のの
受受
入入
れれ
（（ああ
らら
かか
じじ
めめ
決決
めめ
たた
体体
育育
館館
等等
のの
施施
設設
））

（（負負
傷傷
者者
のの
応応
急急
救救
護護
・・避避
難難
行行
動動
要要
支支
援援
者者
のの
安安
否否
確確
認認
等等
））

・・避避
難難
所所
のの
開開
設設

・・避避
難難
所所
運運
営営
本本
部部

のの
立立
ちち
上上
げげ

・・避避
難難
所所
開開
設設
指指
示示

※※
被被
害害
にに
よよ
っっ
てて
はは

避避
難難
所所
開開
設設
しし
なな
いい

応応 急急 ・・ 復復 旧旧 期期

（（ ～～ ３３ 日日 ））

・・ 初初 期期 消消 火火 ・・ 応応 急急 手手 当当 ・・ 人人 命命 救救 助助 ・・ 避避 難難 誘誘 導導 ・・ 安安 否否 確確 認認 等等

※※ 発発 災災 害害 当当 初初 はは 、、 防防 災災 区区 民民 組組 織織 のの 活活 動動 をを 優優 先先 しし 、、 順順 次次 避避 難難 所所 運運 営営 にに 移移 行行

２ 地域避難所の開設・運営 
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時時
期期

概概
要要

地地
域域

避避
難難
所所 区区
参参
集集
指指
定定
職職
員員
・・施施
設設
管管
理理
職職
員員

区区
災災
害害
対対
策策
本本
部部

防防
災災

区区
民民
組組
織織

避避
難難
所所

運運
営営
協協
議議
会会

施施
設設

管管
理理
者者

避避
難難
所所
参参
集集

指指
定定
職職
員員

施施
設設

管管
理理
者者

時時
間間
内内

時時
間間
外外

児児
童童
生生
徒徒
やや
施施
設設

利利
用用
者者
のの
安安
全全
確確
保保

鍵鍵
をを
持持
参参
しし
震震
度度
５５
弱弱

以以
上上
でで
自自
動動
参参
集集

施施
設設
（（小小

中中
学学
校校
等等
））

にに
参参
集集

避避
難難
所所
のの
鍵鍵
をを

持持
参参
しし
てて
いい
るる

主主
要要
メメ
ンン
ババ
ーー

のの
参参
集集

・・被被
害害
情情
報報
のの
収収
集集

→
区区
災災
害害
対対
策策
本本
部部
へへ
報報
告告

・・校校
庭庭
のの
開開
放放

・・避避
難難
者者
（（一一
時時
避避
難難
者者
））のの
受受
入入
れれ
（（応応
急急
危危
険険
度度
判判
定定
がが
終終
わわ
るる
まま
でで
はは
校校
庭庭
））

※※
簡簡
易易
受受
付付
簿簿
等等
をを
利利
用用
しし
、、
避避
難難
者者
のの
状状
況況
をを
把把
握握
しし
てて
くくだだ
ささ
いい
。。

関関
係係
者者
のの
参参
集集

・・被被
害害
状状
況況
のの
把把
握握

・・避避
難難
者者
（（一一
時時
避避
難難

者者
））のの

受受
入入
れれ

・・被被
害害
状状
況況
のの
把把
握握

・・被被
害害
情情
報報
のの
周周
知知

・・災災
害害
対対
策策
本本
部部
立立

ちち
上上
げげ

・・避避
難難
所所
のの
応応
急急
危危

険険
度度
判判
定定

緊緊 急急 期期 （（ ～～ ３３ 時時 間間 ））

・・避避
難難
者者
をを
中中
心心
とと
しし
たた
避避
難難
所所
運運
営営
体体
制制
にに
移移
行行
しし
まま
すす
。。

（（５５
世世
帯帯
程程
度度
のの
生生
活活
ググ
ルル
ーー
ププ
をを
編編
成成
しし
、、
各各
担担
当当
班班
業業
務務
をを
行行
いい
まま
すす
。。
））

※※
各各
担担
当当
班班
はは
、、
避避
難難
者者
とと
協協
力力
しし
てて
業業
務務
をを
行行
いい
まま
すす
。。

展展 開開 期期 （（ ４４ 日日 ～～ ））

組組
織織
的的
なな
避避
難難
所所
運運
営営

避避
難難
所所
運運
営営
本本
部部

施施
設設
・・安安

全全
班班

保保
健健
・・衛衛

生生
班班

総総
務務
・・情情

報報
班班

給給
食食
・・物物

資資
班班

・・地地
域域
避避
難難
所所
へへ
のの

物物
資資
のの
配配
送送

・・災災
害害
ボボ
ララ
ンン
テテ
ィィアア

セセ
ンン
タタ
ーー
のの
設設
置置

・・ララ
イイ
フフ
ララ
ンン
復復
旧旧
状状

況況
のの
把把
握握

・・避避
難難
所所
のの
開開
設設

・・避避
難難
所所
運運
営営
本本
部部
のの
設設
置置

・・避避
難難
者者
（（避避
難難
所所
生生
活活
者者
））のの
受受
入入
れれ
（（ああ
らら
かか
じじ
めめ
決決
めめ
たた
体体
育育
館館
等等
のの
施施
設設
））

（（負負
傷傷
者者
のの
応応
急急
救救
護護
・・避避
難難
行行
動動
要要
支支
援援
者者
のの
安安
否否
確確
認認
等等
））

・・避避
難難
所所
のの
開開
設設

・・避避
難難
所所
運運
営営
本本
部部

のの
立立
ちち
上上
げげ

・・避避
難難
所所
開開
設設
指指
示示

※※
被被
害害
にに
よよ
っっ
てて
はは

避避
難難
所所
開開
設設
しし
なな
いい

応応 急急 ・・ 復復 旧旧 期期

（（ ～～ ３３ 日日 ））

・・ 初初 期期 消消 火火 ・・ 応応 急急 手手 当当 ・・ 人人 命命 救救 助助 ・・ 避避 難難 誘誘 導導 ・・ 安安 否否 確確 認認 等等

※※ 発発 災災 害害 当当 初初 はは 、、 防防 災災 区区 民民 組組 織織 のの 活活 動動 をを 優優 先先 しし 、、 順順 次次 避避 難難 所所 運運 営営 にに 移移 行行

２ 地域避難所の開設・運営 
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３ 災害対策事務引継書 
 

災害対策事務引継書 

 

本 

部 

組 

織 

職 氏   名 決定欄 

行 

政 

組 

織 

職 氏   名 決定欄 

部 長 
  

 
部 長 

  

課 長 
  

 
課 長 

  

係 長 
  

 
係 長 

  

担当者 
  

 
担当者 

  

引継年月日  

件   名  

引 

継 

事 

項 

 

問 

 

題 

 

点 

 

そ 

の 

他 

 

（注）記入にあたっては、なるべく箇条書きとすること。 
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４ 遺体処置関係書類一式 
 

様式 氏名札 様式 災害遺体送付票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式 遺体処置票 
災 害 遺 体 番 号 第    号 

死 
亡 
者 

氏   名（年齢） （  歳） 
場 所  
死 亡 年 月 日 年  月  日 
死 亡 原 因  
遺体発見の日時・場所  

引
取
人 

氏 名  
住 所  
死亡者との関係  
引 取 年 月 日  

遺
留
品 

処 理 番 号  

保 管 所 
 

備 考 

遺 体 収 容 所  
 

様式 遺留品処置票 
遺留品処理番号  

遺
留
品 

  

引
取
人 

氏 名  
住 所  
死亡者との関係  
引 取 年 月 日  

死
亡
者 

遺 体 番 号   第    号    年  月  日 
氏 名  
住 所  

備 考 

遺留品保管場所  

区災害   体 
 
第   号 
 
氏   名 

送付番号 
 

送  付  票 
区災害  体 第   号 
氏   名 を送付する。 

年 月 日 
区長名 

火葬場宛 

身元不明遺体の場合
は、備考欄にその旨記
入し、遺体の特徴、そ
の他参考となる事項を
詳しく記入の事。 
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４ 遺体処置関係書類一式 
 

様式 氏名札 様式 災害遺体送付票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式 遺体処置票 
災 害 遺 体 番 号 第    号 

死 
亡 
者 

氏   名（年齢） （  歳） 
場 所  
死 亡 年 月 日 年  月  日 
死 亡 原 因  
遺体発見の日時・場所  

引
取
人 

氏 名  
住 所  
死亡者との関係  
引 取 年 月 日  

遺
留
品 

処 理 番 号  

保 管 所 
 

備 考 

遺 体 収 容 所  
 

様式 遺留品処置票 
遺留品処理番号  

遺
留
品 

  

引
取
人 

氏 名  
住 所  
死亡者との関係  
引 取 年 月 日  

死
亡
者 

遺 体 番 号   第    号    年  月  日 
氏 名  
住 所  

備 考 

遺留品保管場所  

区災害   体 
 
第   号 
 
氏   名 

送付番号 
 

送  付  票 
区災害  体 第   号 
氏   名 を送付する。 

年 月 日 
区長名 

火葬場宛 

身元不明遺体の場合
は、備考欄にその旨記
入し、遺体の特徴、そ
の他参考となる事項を
詳しく記入の事。 
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第２ 目黒消防団 
 

１ 現勢 
 

項目 
分団名 

定数 
可搬ポンプ 
（車両） 

主な管轄区域 摘   要 

本  部 １２ ０   目黒区全域  
第１分団 ３８ ３(１) 駒場、大橋、青葉台、東山  
第２分団 ３８ ３(１) 上目黒、東山  
第３分団 ４２ ３(１) 中目黒、上目黒  
第４分団 ３８ ３   三田、目黒  
第５分団 ４３ ３(１) 下目黒、中町 目黒消防団地域活動センター 
第６分団 ４３ ３(１) 五本木、祐天寺  
第７分団 ４１ ３   鷹番、碑文谷、中央町  
第８分団 ４１ ３(１) 目黒本町  
第９分団 ４０ ３(１) 原町、洗足、南  
第 10 分団 ４２ ３   自由が丘、緑が丘、大岡山  
第 11 分団 ４１ ３   平町、中根  
第 12 分団 ４１ ３(１) 柿の木坂、八雲、東が丘  

計 ５００ ３６(８)  防災資器材格納庫３６棟 

（ ）は可搬ポンプ積載車 

 

 

２ 分団本部の位置及び受持区域 
 

分団名 分団本部の位置 分 団 受 持 区 域 
第１分団 大橋２丁目１８番６３号 

 
駒場１.２.３.４丁目、大橋１.２丁目、青葉台２丁目（19
～21 番を除く）、青葉台３.４丁目、東山１丁目（30～35
番）、東山２丁目（21～26番を除く）、東山３丁目 

第２分団 上目黒１丁目 17 番４号 
 

青葉台１丁目、青葉台２丁目（19～21 番）、東山１丁目（30
～35番を除く）、東山２丁目（21～26番）、祐天寺１丁目（1
～8番）、上目黒１丁目（16～23番）、上目黒３.４.５丁目 

第３分団 中目黒３丁目１番６号 
 

上目黒１丁目（16～23 番を除く）、上目黒２丁目、 
祐天寺１丁目（1～8番を除く）、中目黒１丁目（1番の一部、
2～11番）、中目黒２丁目（1と２と 6 番の一部、3～5番、
8～10 番）、中目黒３丁目、中目黒４丁目（1～3 番.14～16
番）、中目黒５丁目（24～28 番を除く）、目黒３丁目（17
番の一部.19～21番） 

第４分団 三田２丁目７番１号 
三田防災街づくり会館内 

中目黒１丁目（1 番の一部）、中目黒２丁目（1 と 2 と 6 番
の一部.7番）、中目黒４丁目（1～3番.14～16番を除く）、
目黒１丁目、目黒２丁目（4番の一部.5～11番を除く）、目
黒３丁目（1～7番）、下目黒１丁目、三田１.２丁目 

第５分団 中町１丁目５番２７号 
 

下目黒２.３.４.５.６丁目、目黒２丁目（4 の一部.5～11
番）、目黒３丁目（8～16番.17番の一部.18番）、目黒４丁
目、中町１丁目（１～14番．16.24～29.40.41 番）、中町２
丁目（１～20．22.23.36～41番） 

第６分団 五本木２丁目 20 番 22 号 
 

中目黒５丁目（24～28 番）、祐天寺２丁目、中町１丁目
（15.17～23.30～39 番）、中町２丁目（21.24～35.42～50
番）、五本木１.２.３丁目（26～33番を除く）、中央町１丁
目（1.2番）、中央町２丁目（23～26番を除く） 

第７分団 碑文谷６丁目６番 20 号 
 

鷹番１.２.３丁目、五本木３丁目（26～33番）、 
中央町１丁目（1.2番を除く）、中央町２丁目（23～26番）、
目黒本町１.２丁目、目黒本町４丁目（13．14.21～25番）、
目黒本町６丁目（18．19 番）、碑文谷１.２.３丁目（４～
７番を除く）、碑文谷４丁目、碑文谷５丁目（28．29 番を
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分団名 分団本部の位置 分 団 受 持 区 域 
除く）、碑文谷６丁目 

第８分団 目黒本町６丁目 24 番 11 号 
 

目黒本町３丁目、目黒本町４丁目（13.14.21～25 番を除
く）、目黒本町５丁目、目黒本町６丁目（18．19 番を除く） 

第９分団 南１丁目 11 番 15 号 
 

原町１.２丁目、洗足１.２丁目、南１.２.３丁目、 
碑文谷３丁目（４～７番） 

第 10 分団 緑が丘２丁目７番 20 号 
 

大岡山１.２丁目、自由が丘１.２.３丁目、 
緑が丘１.２.３丁目 

第 11 分団 中根１丁目 10番 22 号 
 

平町１.２丁目、中根１.２丁目、 
八雲１丁目（４～７番.11．12番）、八雲２丁目（６～15.22
～25 番）、八雲３丁目（１～４番を除く）、柿の木坂１丁目
（30 番） 

第 12 分団 柿の木坂２丁目 14 番７号 
 

柿の木坂１丁目（30 番を除く）、柿の木坂２.３丁目、 
東が丘１.２丁目、碑文谷５丁目（28.29番）、 
八雲１丁目（４～７．11．12 番を除く）、八雲２丁目（６
～15．22～25番を除く）、八雲３丁目（１～４番）、八雲４.
５丁目 
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分団名 分団本部の位置 分 団 受 持 区 域 
除く）、碑文谷６丁目 

第８分団 目黒本町６丁目 24 番 11 号 
 

目黒本町３丁目、目黒本町４丁目（13.14.21～25 番を除
く）、目黒本町５丁目、目黒本町６丁目（18．19 番を除く） 

第９分団 南１丁目 11 番 15 号 
 

原町１.２丁目、洗足１.２丁目、南１.２.３丁目、 
碑文谷３丁目（４～７番） 

第 10 分団 緑が丘２丁目７番 20 号 
 

大岡山１.２丁目、自由が丘１.２.３丁目、 
緑が丘１.２.３丁目 

第 11 分団 中根１丁目 10番 22 号 
 

平町１.２丁目、中根１.２丁目、 
八雲１丁目（４～７番.11．12 番）、八雲２丁目（６～15.22
～25 番）、八雲３丁目（１～４番を除く）、柿の木坂１丁目
（30 番） 

第 12 分団 柿の木坂２丁目 14 番７号 
 

柿の木坂１丁目（30 番を除く）、柿の木坂２.３丁目、 
東が丘１.２丁目、碑文谷５丁目（28.29番）、 
八雲１丁目（４～７．11．12 番を除く）、八雲２丁目（６
～15．22～25 番を除く）、八雲３丁目（１～４番）、八雲４.
５丁目 
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第３ 災害救助法による応急救助 
 

１ 災害救助法上（災害の発生から終了まで）の流れ 
 

((災災害害のの発発生生かからら終終了了ままでで))  

 

災害の発生 

↓ 

各地区からの災害速報 

（防災市民組織・町会・自治会の情報連絡責任者⇒区市町村救助総括班） 

↓ 

被害状況調査班の編成派遣 

（区市町村災害対策本部長⇒区市町村被害状況調査班） 

↓ 

被害状況の把握・災害発生報告 

（区市町村被害状況調査班⇒区市町村救助総括班⇒区市町村災害対策本部長） 

↓ 

災害発生報告 

（区市町村救助総括班⇒都総務局） 

↓ 

災害救助法の適用申請 

（区市町村救助総括班⇒都総務局） 

↓ 

救助法の適用決定・公告 

（都総務局） 

↓ 

応急救助の実施〔日計表等帳票の作成〕 

（各局・区市町村の救助担当部課） 

↓ 

救助実施状況の報告 

（各局・区市町村の救助担当部課⇒区市町村救助総括班⇒市町村災害対策本部長） 

↓ 

救助日報の作成 

（区市町村救助総括班） 

↓ 

都への救助実施状況の報告〔災害中間報告・災害決定報告〕 

（区市町村救助総括班⇒都総務局） 

↓ 

繰替支弁金の交付申請 

（区市町村救助総括班⇒都総務局） 

↓ 

繰替支弁金の交付 

（都総務局⇒区市町村） 
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２ 各担当別災害救助関連必要帳票一覧 
 

救助実施担当 作成整備すべき帳票名 
１ 救助総括担当 体制整備 事前の体制整備に要す

るもの 
１ 災害救助実施組織表 
２ 被害状況調査実施組織表 
３ 世帯別被害状況調査表 

被害調査 被害状況の収集に伴う
もの 

１ 被害状況集計表 
２ 被災者台帳 
３ 世帯構成員別被害状況 

災害報告 災害報告に伴うもの １ 速報 
２ 発生報告 
３ 中間報告 
４ 決定報告 
５ 救助の種類別実施状況及び救助費概算額調 

救助実施 救助の実施に伴うもの １ 救助日報 
２ 被災世帯状況調 
３ 救助物資購入（配分）計画表 

繰替支弁
金 

繰替支弁金の請求に伴
うもの 

１ 災害救助費概算交付申請書 
２ 災害救助費精算交付申請書 

２ 被害状況調査担当 １ 世帯別被害状況調査表 
２ 被害状況集計表 
３ 世帯構成員別被害状況 

３ 各担当共通の
参考様式等 

救助実施 １ 救助実施記録日計表 
２ 救助関係物資等受払簿 
３ 救助に関する支出関係証拠書類 
４ 輸送記録簿 
５ 人夫雇上台帳 
６ 引渡書 
７ 受領書―――（※別紙物資引渡書） 

救助事務 出張命令簿・超勤命令簿・賃金台帳等応急救助事務に関する帳票等 
（救助事務に関する帳票等は経常事務のものとは厳に区別し作成する。） 

４ 避難所設置運営担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 避難所物資受払簿 
３ 避難所設置状況及び避難（住民等の）状況 
４ 避難所設置に要した物品受払証拠書類 

５ 炊出し等食品給与担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 炊き出しその他による食品給与物品受払簿 
３ 炊出しその他による給与状況 
４ 炊き出しその他による食糧購入代金等支払証拠書類 
５ 炊き出しその他による食品給与物品受払証拠書類 
６ その他必要な書類、帳簿等 

６ 飲料水供給担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 飲料水の供給用物品等受払簿 
３ 飲料水供給簿 
４ 飲料水供給のための支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

７ 被服・寝具等生活必需品給
与担当 

１ 救助実施記録日計票 
２ 物資受払簿 
３ 物資給与状況 
４ 物資購入及び払出関係証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 
物資購入(配分)のため
の参考様式 

１ 世帯構成員別被害状況 
２ 救助物資購入（配分）計画表 
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２ 各担当別災害救助関連必要帳票一覧 
 

救助実施担当 作成整備すべき帳票名 
１ 救助総括担当 体制整備 事前の体制整備に要す

るもの 
１ 災害救助実施組織表 
２ 被害状況調査実施組織表 
３ 世帯別被害状況調査表 

被害調査 被害状況の収集に伴う
もの 

１ 被害状況集計表 
２ 被災者台帳 
３ 世帯構成員別被害状況 

災害報告 災害報告に伴うもの １ 速報 
２ 発生報告 
３ 中間報告 
４ 決定報告 
５ 救助の種類別実施状況及び救助費概算額調 

救助実施 救助の実施に伴うもの １ 救助日報 
２ 被災世帯状況調 
３ 救助物資購入（配分）計画表 

繰替支弁
金 

繰替支弁金の請求に伴
うもの 

１ 災害救助費概算交付申請書 
２ 災害救助費精算交付申請書 

２ 被害状況調査担当 １ 世帯別被害状況調査表 
２ 被害状況集計表 
３ 世帯構成員別被害状況 

３ 各担当共通の
参考様式等 

救助実施 １ 救助実施記録日計表 
２ 救助関係物資等受払簿 
３ 救助に関する支出関係証拠書類 
４ 輸送記録簿 
５ 人夫雇上台帳 
６ 引渡書 
７ 受領書―――（※別紙物資引渡書） 

救助事務 出張命令簿・超勤命令簿・賃金台帳等応急救助事務に関する帳票等 
（救助事務に関する帳票等は経常事務のものとは厳に区別し作成する。） 

４ 避難所設置運営担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 避難所物資受払簿 
３ 避難所設置状況及び避難（住民等の）状況 
４ 避難所設置に要した物品受払証拠書類 

５ 炊出し等食品給与担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 炊き出しその他による食品給与物品受払簿 
３ 炊出しその他による給与状況 
４ 炊き出しその他による食糧購入代金等支払証拠書類 
５ 炊き出しその他による食品給与物品受払証拠書類 
６ その他必要な書類、帳簿等 

６ 飲料水供給担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 飲料水の供給用物品等受払簿 
３ 飲料水供給簿 
４ 飲料水供給のための支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

７ 被服・寝具等生活必需品給
与担当 

１ 救助実施記録日計票 
２ 物資受払簿 
３ 物資給与状況 
４ 物資購入及び払出関係証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 
物資購入(配分)のため
の参考様式 

１ 世帯構成員別被害状況 
２ 救助物資購入（配分）計画表 
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救助実施担当 作成整備すべき帳票名 
８ 医療救護担当 救護班 １ 救助実施記録日計票 

２ 医薬品衛生材料受払簿 
３ 救護班活動状況 

医療本部
担当 

１ 救助実施記録日計票 
２ 医薬品衛生材料受払簿 
３ 救護班活動状況（写） 
４ 医薬品衛生材料等購入関係支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

９ 助産担当 
（医療救護班） 

１ 救助実施記録日計票 
２ 衛生材料等受払簿 
３ 助産台帳 
４ 助産関係支出証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

10 救出担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 被災者救出用機械器具燃料等受払簿 
３ 被災者救出状況記録簿 
４ 被災者救出用関係支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

11 応急仮設住宅
設営担当 

委託工事
による場
合 

１ 救助実施記録日計票 
２ 応急仮設住宅台帳 
３ 応急仮設住宅用敷地貸借契約書 
４ 応急仮設住宅使用貸借契約書 
５ 応急仮設住宅建築工事契約書・設計書・仕様書、工事費支払証拠書類 
６ その他必要な書類、帳簿等 

直営工事 上記の外 
１ 工事材料受払簿 
２ 大工、人夫等出勤簿 
３ 輸送記録簿 

特別基準
設定 

（設置戸数引上げに要する参考様式） 
１ 被災住宅状況調 
２ 全壊世帯に対する住宅復旧計画 
３ 応急仮設住宅入居予定者名簿 

12 被災住宅の応
急修理担当 

委託工事
による場
合 

１ 救助実施記録日計票 
２ 住宅の応急修理記録簿 
３ 住宅の応急修理のための契約書・仕様書 
４ 住宅の応急修理関係支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

直営工事 上記の外 
１ 工事材料受払簿 
２ 大工、人夫等出勤簿 
３ 輸送記録簿 

特別基準
設定 

（修理戸数引上げに要する参考様式） 
１ 被災住宅状況調 
２ 半壊世帯に対する住宅復旧計画 
３ 住宅の応急修理予定者名簿 

13 学用品等給与担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 学用品の給与状況 
３ 学用品購入関係証拠書類 
４ 備蓄物資払出証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 
学用品購入（配分）のた
めの参考様式 

１ 学年別児童生徒数調査表 
（調査表及び調査方法は任意） 

２ 学用品購入（ 配分） 計画表 
３ 学用品受払簿 
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救助実施担当 作成整備すべき帳票名 
14 死体の捜索担当 １ 救助実施記録日計票 

２ 捜索用機械器具燃料等受払簿 
３ 捜索状況記録簿 
４ 捜索用関係支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

15 死体の処理担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 遺体処理台帳 
３ 遺体処理費関係支払証拠書類 
４ その他必要な書類、帳簿等 

16 死体の埋葬担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 埋葬台帳 
３ 埋葬費支出関係証拠書類 
４ その他必要な書類、帳簿等 

17 障害物除去担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 障害物の除去の状況 
３ 障害物の除去支出関係証拠書類 
４ その他必要な書類、帳簿等 
障害物除去対象世帯数
引上申請に要する参考
様式 

１ 被災住宅状況調 
２ 半壊・床上浸水世帯に対する障害物除去計画 
３ 障害物除去対象者名簿 

輸送・人夫関
係協力担当 

18 輸送担当 １ 救助実施記録日計表 
２ 輸送記録簿 
３ 燃料及び消耗品受払簿 
４ 輸送関係支払証拠書類 

19  労務供給
担当 

１ 救助実施記録日計表 
２ 輸送記録簿 
３ 燃料及び消耗品受払簿 
４ 輸送関係支払証拠書類 

 

〔救助協力班関係参考様式〕 

救助協力担当 20 物資調達
担当 

１ 物資等購入（ 配分）計画表 
２ 物資調達関係支払証拠書類 
３ 物資受払簿 
４ 引渡書 
５ 受領書 

21 救援物資
等受付配分
担当 

１ 救援物資等受付簿（様式任意） 
２ 救援物資等配分計画表 
３ 物資受払簿 
４ 引渡書 
５ 受領書 
６ 輸送記録簿 
７ 人夫雇上げ台帳 
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救助実施担当 作成整備すべき帳票名 
14 死体の捜索担当 １ 救助実施記録日計票 

２ 捜索用機械器具燃料等受払簿 
３ 捜索状況記録簿 
４ 捜索用関係支払証拠書類 
５ その他必要な書類、帳簿等 

15 死体の処理担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 遺体処理台帳 
３ 遺体処理費関係支払証拠書類 
４ その他必要な書類、帳簿等 

16 死体の埋葬担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 埋葬台帳 
３ 埋葬費支出関係証拠書類 
４ その他必要な書類、帳簿等 

17 障害物除去担当 １ 救助実施記録日計票 
２ 障害物の除去の状況 
３ 障害物の除去支出関係証拠書類 
４ その他必要な書類、帳簿等 
障害物除去対象世帯数
引上申請に要する参考
様式 

１ 被災住宅状況調 
２ 半壊・床上浸水世帯に対する障害物除去計画 
３ 障害物除去対象者名簿 

輸送・人夫関
係協力担当 

18 輸送担当 １ 救助実施記録日計表 
２ 輸送記録簿 
３ 燃料及び消耗品受払簿 
４ 輸送関係支払証拠書類 

19  労務供給
担当 

１ 救助実施記録日計表 
２ 輸送記録簿 
３ 燃料及び消耗品受払簿 
４ 輸送関係支払証拠書類 

 

〔救助協力班関係参考様式〕 

救助協力担当 20 物資調達
担当 

１ 物資等購入（ 配分）計画表 
２ 物資調達関係支払証拠書類 
３ 物資受払簿 
４ 引渡書 
５ 受領書 

21 救援物資
等受付配分
担当 

１ 救援物資等受付簿（様式任意） 
２ 救援物資等配分計画表 
３ 物資受払簿 
４ 引渡書 
５ 受領書 
６ 輸送記録簿 
７ 人夫雇上げ台帳 
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※別紙（甲） 物資引渡書 

引 渡 書 

    年  月  日 

殿 

引渡責任者 職氏名 

印 

下記物品を引き渡すので受領されたい。 

１ 引渡場所 

２ 引渡時間       年   月   日   時   分 

３ 引渡物品    下記のとおり 

品 名 等 単位呼称 数 量 備  考 

    

    

    

    

    
 

 

※別紙（乙） 物資受領書 

受 領 書 

    年  月  日 

殿 

受領責任者 職氏名 

印 

下記物品を確かに受領した。 

１ 受領場所 

２ 受領時間       年   月   日   時   分 

３ 受領物品    下記のとおり 

品 名 等 単位呼称 数 量 備  考 
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３ 災害報告の様式 
 

災害報告様式 

Ｎｏ．１ 被害概況速報 

地区名            

災 害 の 種 類  

災 害 の 発 生 地 区  

災 害 発 生 年 月 日  

報 告 の 時 限  

報 告 責 任 者  

人
的
被
害 

死 者  

行 方 不 明 者  

重 傷 者  

軽 症 者  

計  

道
路
の
被
害 

道路損壊 箇所 河
川
の
被
害 

河川決壊 箇所 そ
の
他
被
害 

がけ崩れ 箇所 

道路冠水 箇所 河川溢水 箇所   

通行不能 箇所 下水溢水 箇所   

その他の特記事項 
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３ 災害報告の様式 
 

災害報告様式 

Ｎｏ．１ 被害概況速報 

地区名            

災 害 の 種 類  

災 害 の 発 生 地 区  

災 害 発 生 年 月 日  

報 告 の 時 限  

報 告 責 任 者  

人
的
被
害 

死 者  

行 方 不 明 者  

重 傷 者  

軽 症 者  

計  

道
路
の
被
害 

道路損壊 箇所 河
川
の
被
害 

河川決壊 箇所 そ
の
他
被
害 

がけ崩れ 箇所 

道路冠水 箇所 河川溢水 箇所   

通行不能 箇所 下水溢水 箇所   

その他の特記事項 
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Ｎｏ．２ 被害状況調 区市町村名            

地区名 

被害の状況 

地区 地区 地区 地区 地区 

人
的
被
害 

死者      

行方不明      

負
傷 

重傷      

軽傷      

小計      

住
家
の
被
害 

棟
数 

全壊・全焼又は流失      

半壊又は半焼      

一部破損      

床上浸水      

床下浸水      

世
帯
及
び
人
員 

全壊・全焼

又は流失 

世帯      

人員      

半壊又は半

焼 

世帯      

人員      

一部破損 世帯      

人員      

床上浸水 世帯      

人員      

床下浸水 世帯      

人員      

災害発生年月日     年  月  日 
 

Ｎｏ．３ 世帯構成員別被害状況 

    年  月  日  時現在 

区市町村名            

世帯構 
成員別 

 
 
被害別 

１

人

世

帯 

２

人

世

帯 

３

人

世

帯 

４

人

世

帯 

５

人

世

帯 

６

人

世

帯  

７

人

世

帯 

８

人

世

帯 

９

人

世

帯 

10

人

世

帯 

計 小
学
生 

中
学
生 

高
校
生 

全壊・全焼               

流失               

半壊・半焼               

床上浸水               
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Ｎｏ．４ 災害救助費概算額調 

種目別区分 員数 単価 金額 備考 
１ 救助費  円 人  
（１）収容施設供与費     

避難所設置費 延 人    
応急仮設住宅設置費 戸    

（２）炊出しその他による食品給与費 延 人    
（３）飲料水供給費 延 人    
（４）被服寝具その他生活必需品給(貸)与費 世帯   員数内訳別表のとおり 

（５）医療費及び助産費 延 人    
医療費 延 人    
助産費 延 人    

（６）災害にかかった者の救出費 人    
（７）住宅の応急修理費 世帯    
（８）生業資金の貸与費 世帯    
（９）学用品の給与費 人   員数内訳別表のとおり 
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（12）死体の処理費 体    
（13）障害物の除去費 世帯    
（14）輸送費     
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２ 実費弁償費 人    
３ 扶助費 件    
４ 損失補償費 件    
５ 法第３４条の補償費     
６ 法第３５条の求償に対する支払費     

合   計     
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４
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９
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Ｎｏ．４ 災害救助費概算額調 

種目別区分 員数 単価 金額 備考 
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（１）収容施設供与費     
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応急仮設住宅設置費 戸    

（２）炊出しその他による食品給与費 延 人    
（３）飲料水供給費 延 人    
（４）被服寝具その他生活必需品給(貸)与費 世帯   員数内訳別表のとおり 

（５）医療費及び助産費 延 人    
医療費 延 人    
助産費 延 人    

（６）災害にかかった者の救出費 人    
（７）住宅の応急修理費 世帯    
（８）生業資金の貸与費 世帯    
（９）学用品の給与費 人   員数内訳別表のとおり 

小学校児童 人   うち教科書   円 

中学校生徒 人   うち教科書   円 

高等学校生徒 人   うち教科書   円 

（10）埋葬費 体    
大人 体    
小人 体    

（11）死体の捜索費 体    
（12）死体の処理費 体    
（13）障害物の除去費 世帯    
（14）輸送費     
（15）人夫費     
２ 実費弁償費 人    
３ 扶助費 件    
４ 損失補償費 件    
５ 法第３４条の補償費     
６ 法第３５条の求償に対する支払費     

合   計     
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４ 日毎の記録を整理するために必要な書類（様式例） 
 

Ｎｏ．１ 救助実施記録日計票 

救助の実施記録日計表 

救
助
の
種
類 

避 難 所 炊 出し 等 飲 料 水 生活必需品           区市町村  

責任者氏名           
医療救護 助 産 仮 設住 宅 住 宅 修理 

 救護班 学 用品 等 死 体捜 索 死 体 処理 

 本部班 死 体埋 葬 障害物除去 輸 送 

労務供給    

№        月  日  時  分  

員 数 （ 世 帯 ）  

品目（数量・金額）  

受 入 先  

払 出 先  

場 所  

方 法  

記 事  
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救助総括様式 Ｎｏ．２ 救助日報 

報告機関  受 信 機 関  

送 信 者  受 信 者  

報告期限 年   月   日   時現在 受 信 時 間 年   月   日   時現在 

避
難
場
所
開
設 

開設期間 開 設 日 時 日  時 

被
服
寝
具
生
活
必
需
品
給
与 

都より受入又は前日よ

りの繰越量 

点 

閉鎖予定日 月  日 

既存建物 箇 所 数 箇所 本
日
支
給 

全壊(焼) 世帯数 (  )世帯 

収 容 人 員 人 流失 世帯数 点 

野外施設 箇 所 数 箇所 半壊半焼 世帯数 (  )世帯 

収 容 人 員 人 床上浸水 世帯数 点 

炊
出
し 

炊出期間 開 始 月 日 月  日 翌 日 へ の 繰 越 量 点 

終了予定日 月  日 

医
療
・
助
産
救
助 

医
療
班 

医 療 班 出 動 ケ班 

炊 出 し 箇 所 数 箇所 救 助 地 区  

救出人員 朝 人 診療者数 医 療 人 

昼 人 助 産 人 

夜 人 医
療
機
関 

医 療 施 設 数 ケ所 

計 人 診療人員 人 

供 給 人 員 人 助 産 施 設 数 ケ所 

供 給 水 量 ℓ 救 助 終 了 予 定 月 日 月  日 

給水期間 開 始 月 日 月  日 

被
災
者
救
出 

救 出 地 区  

終了予定日 月  日 救 出 し た 人 員 人 

給水方法  今後救出を要する人員 人 

救 出 終 了 予 定 月 日 月  日 

救 出 の 方 法  
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救助総括様式 Ｎｏ．２ 救助日報 
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送 信 者  受 信 者  

報告期限 年   月   日   時現在 受 信 時 間 年   月   日   時現在 

避
難
場
所
開
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開設期間 開 設 日 時 日  時 

被
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具
生
活
必
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品
給
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都より受入又は前日よ
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既存建物 箇 所 数 箇所 本
日
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全壊(焼) 世帯数 (  )世帯 

収 容 人 員 人 流失 世帯数 点 

野外施設 箇 所 数 箇所 半壊半焼 世帯数 (  )世帯 

収 容 人 員 人 床上浸水 世帯数 点 
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出
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炊出期間 開 始 月 日 月  日 翌 日 へ の 繰 越 量 点 

終了予定日 月  日 

医
療
・
助
産
救
助 

医
療
班 

医 療 班 出 動 ケ班 

炊 出 し 箇 所 数 箇所 救 助 地 区  

救出人員 朝 人 診療者数 医 療 人 

昼 人 助 産 人 

夜 人 医
療
機
関 

医 療 施 設 数 ケ所 

計 人 診療人員 人 

供 給 人 員 人 助 産 施 設 数 ケ所 

供 給 水 量 ℓ 救 助 終 了 予 定 月 日 月  日 

給水期間 開 始 月 日 月  日 

被
災
者
救
出 

救 出 地 区  

終了予定日 月  日 救 出 し た 人 員 人 

給水方法  今後救出を要する人員 人 

救 出 終 了 予 定 月 日 月  日 

救 出 の 方 法  
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学
用
品
支
給 

都より受入又は前日よ

りの繰越量 

 

死
体
の
処
理 

死 亡 原 因 別 人 員 体 

死
体
処
理 

死 体 洗 浄 体 

小
学
生 

全壊(焼) 世帯 (  )人 死 体 縫 合 体 

  点 死 体 消 毒 体 

半壊(焼) 世帯 (  )人 死 体

保 存 

既存建物利用 ケ所 

床上浸水 世帯 点 仮 設 建 物 ケ所 

中
学
生 

全壊(焼) 世帯 (  )人 死 体 処 理 機 関  

  点 今後処理を要する死体 体 

半壊(焼) 世帯 (  )人 

床上浸水 世帯 点 

高
校
生 

全壊(焼) 世帯 (  )人 

  点 

半壊(焼) 世帯 (  )人 

床上浸水 世帯 点 

翌 日 ま で の 繰 越 量 点 死体処理終了予定日 月  日 

埋
葬 

前 日 ま で の 埋 葬 体 障
害
物
の
除
去 

要 障 害 物 除 去 戸 数 戸 

本 日 埋 葬 大 人 体 本 日 除 去 し た 戸 数 (計戸 )   戸 

小 人 体 今 後 除 去 す る 戸 数 戸 

計 体 除 去 終 了 予 定 月 日 月  日 

翌日以降の要埋葬数 体 

輸
送 

公 用 車 使 用 台 

埋葬終了予定年月日 月  日 借 上 車 使 用 台 

死
体
の
捜
索 

捜 索 地 区  
救
助
の
種
類 

 

死
体 

捜索を要する死体 体 

本 日 発 見 死 体 体 

今後の要捜索死体 体 

捜索の方法  

人
夫 

人夫雇上げ数 

捜索終了予定年月日 月  日 従 事 

作 業 

 

仮 設 住 宅 着工月日 戸  月  日 

竣工月日 戸  月  日 その他  

住 宅 修 理 着工月日 戸  月  日 備
考 

 

竣工月日 戸  月  日 
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Ｎｏ．３ 災害救助法に基づく救助措置及び救助費報告 

報告主管局 項目 救助措置 救助費（千円） 

福祉保健局 避難所 カ所・ 人  

都市整備局 応急仮設住宅 戸  

福祉保健局 炊出し カ所・ 人  

水道局 飲料水 人  

福祉保健局 被服寝具等 全壊・流失 半壊・床上  

世帯 世帯  

福祉保健局 医療 救護班 病院診療所 診療人員  

班 カ所 人  

助産 カ所・ 人  

総務局 救出 人  

都市整備局 住宅の修理 戸  

教育庁 学用品 教
科
書 

小学生 人 学
用
品 

小学生 人  

中学生 人 中学生 人  

建設局 埋葬 大 人    体 小 人    体  

総務局 死体捜索    

福祉保健局 死体の処理 洗浄 消毒 保存 検案  

体 体 体 体 

建設局 障害物の除去 戸  

各局 輸送 人  

人夫   

法第３４条の補償   

事務費  
 

（注）報告主管局は、項目ごとに、毎日正午までに区市町村別に前日分を取りまとめて報告すること。 

 

 

 



資

料

編

第

一

章

資料編 

第１章 震災対策資料 ／ 第１節 態勢 
20 

Ｎｏ．３ 災害救助法に基づく救助措置及び救助費報告 

報告主管局 項目 救助措置 救助費（千円） 

福祉保健局 避難所 カ所・ 人  
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（注）報告主管局は、項目ごとに、毎日正午までに区市町村別に前日分を取りまとめて報告すること。 
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５ 災害救助法による救助の程度・方法及び期間 
 

救助の種類 救助の対象 平成３０年度 費用の限度額 救助の期間 備考 
避難所の設
置 

現に被害を受け、又は被害を
受けるおそれのある者に供
与する。 

（基本額） 
 避難所設置費１日１人当たり 

320円以内 
 高齢者等の要援護者を収容する「福
祉避難所」を設置した場合、当該地域
における通常の実費支出でき、上記を
超える額を加算できる。 
 

災害発生の日から７
日以内 
 

１ 避難所設置費には
天幕借上げ、仮設便
所設置費等一切の経
費を含む。 

２ 輸送費は別途計上 
３ 避難所での生活が
長期にわたる場合等
においては、避難所
に避難している者の
健康上の配慮等によ
り、ホテル・旅館な
ど宿泊施設を借り上
げて実施することが
可能。 

応急仮設住
宅の供与 

住家が全壊、全焼、又は流失
し居住する住家が無い者で
あって、自らの資力では住家
を得ることができない者 

○ 建築型応急仮設住宅 
１ 規模 応急救助の趣旨を踏まえ、

実施主体が地域の実情、世帯
構成等に応じて設定 

２ 基準額 １戸当たり 
5,610,000円以内 

３ 建設型仮設住宅の供与終了に伴
う解体撤去及び土地の原状回復の
ために支出できる費用は、当該地域
における実費。 

災害発生の日から 20
日以内着工 
 

１ 設置に可克原材料
費、労務費、付帯設
備工事費、輸送費及
び建築事務費の一切
の 経 費 と し て
5,610,000 円以内で
あればよい。 

２ 同一敷地内に概ね
50 戸以上設置した
場合は、集会等に利
用するための施設を
設置できる。（50戸未
満であっても小規模
な施設を設置でき
る） 

３ 高齢者等の要援護
者等を数人以上収容
する「福祉仮設住宅」
を設置できる。 

４ 供与期間は2年以内 
 
○ 借上型仮設住宅 
 １ 規模  建設型仮設住宅に準じる 
 ２ 基準額  地域の実情に応じた額 

 
災害発生の日から速
やかに借り上げ、提供 

 
１ 費用は、家賃、共益
費、敷金、礼金、仲
介手数料、火災保険
等、民間賃貸住宅の
貸主、仲介業者との
契約に不可欠なもの
として、地域の実情
に応じた額とするこ
と。 

２ 供与期間は建設型
仮設住宅と同様。 

炊き出しそ
の他による
食品の給与 

１ 避難所に収容された者 
２ 住家に被害を受け、若し
くは災害により現に炊事
のできない者 

１人１日当たり 1,140円以内 
 

災害発生の日から７
日以内 
 

食品給与のための総経
費を延給食人員で除し
た金額が限度額以内で
あればよい。 
（1食は 1/3日） 

飲料水の供
給 

現に飲料水を得ることがで
きない者（飲料水及び炊事の
ための水であること。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から７
日以内 
 

輸送費、人件費は別途
計上 
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被服、寝具
その他、生
活必需品の
給与又は貸
与 

全半壊（焼）、流失、床上浸
水等により、生活上必要な被
服、寝具その他生活必需品を
喪失若しくは毀損等により
使用することができず、直ち
に日常生活を営むことが困
難な者 

１ 夏季（４月～９月）冬季（１０ 月
～３月）の季別は災害発生の日をも
って決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日から 10
日以内 
 

１ 備蓄物資の価格は
年度当初の評価額 

２ 現物給付に限るこ   
 と 

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 
6人以上 1
人まずご
とに加算 

全壊 
全焼 
流失 

夏 18,500 23,800  35,100 42,000 53,200 7,800 

冬 30,600 39,700 55,200 64,500 81,200 11,200 

半壊 
半焼 

床上浸水 

夏 6,000 8,100 12,200 14,800 18,700 2,600 

冬 9,800 12,800 18,100 21,500 27,100 3,500 

医療 医療の途を失った者（応急的
措置） 

１ 救護班 … 使用した薬剤、治療材
料、医療器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所 … 国民健康保険
診療報酬の額以内 

３ 施術者 … 協定料金の額以内 

災害発生の日から 14
日以内 
 

患者等の移送費は、別
途計上 

助産 災害発生の日以前又は以後
７日以内に分べんした者で、
災害のため助産の途を失っ
た者（出産のみならず、死産
及び流産を含み現に助産を
要する状態にある者） 

１ 救護班等による場合は、使用した
衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は､慣行料金の
100分の 80以内の額 

分娩した日から７日
以内 
 

妊婦等の移送費は、別
途計上 

被災者の救
出 

１ 現に生命、身体が危険な
状態にある者 

２ 生死不明の状態にある者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から３
日以内 
 

１ 期間内に生死が明
らかにならない場合
は、以後「死体の捜
索」として取り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、
別途計上 

被災住宅の
応急修理 

１ 住宅が半壊 （焼 ）し 、 
自 ら の資力により応急
修理をすることができな
い者 

２ 大規模な補修を行わなけ
れば居住することが困難
である程度に住家が半壊
（焼）した者 

居室、炊事場及び便所等日常生活に必
要最小限度の部分 
１世帯当たり 584,000円以内 

災害発生の日から１
ヵ月以内 
 

 

学用品の給 
与 

住宅が全壊（焼）、流失、半
壊（焼）又は床上浸水により、
学用品の喪失又は毀損等に
より使用することができず、
就学上支障のある小学校児
童、中学校生徒、義務教育学
校生と及び高等学校等生徒 

１ 教科書及び教科書以外の教材で、
教育委員会に届出又はその承認を
受けて使用している教材、又は正規
の授業で使用している教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、1 人当た
り次の金額以内 
小学校児童    4,400円 
中学校生徒    4,700円 
高等学校等生徒  5,100円 

災害発生の日から 
（教科書） 

1ヵ日以内 
（文房具及び通学用
品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 
２ 入進学時の場合は
個々の実情に応じて
支給する。 

埋葬 災害の際死亡した者を対象
にして実際に埋葬を実施
する者 

 

１体当たり 
大人（１２歳以上) 211,300円以内 
小人（１２歳未満) 168,900円以内 

災害発生の日から 10
日以内 
 

災害発生の日以前に死
亡した者であっても対
象となる。 

死体の捜索 行方不明の状態にあり、かつ
四囲の事情によりすでに死
亡していると推定される者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 10
日以内 
 

１ 輸送費、人件費は、
別途計上 

２ 災害発生後3日を経
過したものは一応死
亡した者と推定して
いる。 

死体の処理 災害の際死亡した者につい
て、死体に関する処理（埋葬

（洗浄、消毒等） 
１体当たり 3,400円 以内 

災害発生の日から 10
日以内 

１ 検案は原則として
救護班 
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を除く。）とする。 一時保存 
既存建物借上費 
通常の実費 

既存建物以外 
１体当たり 5,300円以内 
 

検案  救護班以外は慣行料金 

 ２ 輸送費、人件費は、
別途計上 

３ 死体の一時保存に
ドライアイスの購入
費等が必要な場合は
当該地域における通
常の実費を加算でき
る。 

障害物の除 
去 

２ 居室、炊事場、玄関等に
障害物が運びこまれてい
るため生活に支障をきた
している場合で自力では
除去することができない
者 

市区町村において障害物の除去を行
った一世帯当たりの平均 
    135,400円以内 
 

災害発生の日から 10
日以内 
 

 

輸送費及び
賃金 
職員等雇上
費 

１ 被災者の避難に係る支援 
２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 
４ 飲料水の供給 
５ 死体の捜索 
６ 死体の処理 
７ 救済用物資の整理配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認めら
れる期間以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 

第１章 震災対策資料 ／ 第１節 態勢 
24 

第４ 被害調査 
 

１ 災害の被害認定基準 
 

平成１ ３ 年６ 月２ ８ 日府政防第５ １ ８ 号 

内 閣 府 政 策 統 括 官 （ 防 災 担 当 ） か ら 

警 察 庁 警 備 局 長 、 消 防 庁 次 長 、 厚 生 労 働 省 

社 会 ・ 援 護 局 長 、 中 小 企 業 庁 次 長 、 

国 土 交 通 省 住 宅 局 長 あ て 通 知 

 

災 害 の 被 害 認 定 基 準 に つ い て 

 

災害の被害認定基準は、災害時の被害状況の報告のため、関係各省庁の通達等で定めていたものであるが、判断

基準について各省庁に差異があることから、昭和４３年６月に統一されたものである。 

しかしながら、災害の被害認定基準はその後既に３０数年が経過しており、特に住家の被害については、建築技

術の進歩による住宅構造や仕様の変化などから、最近の災害に係る住家の被害認定については実情に合わないので

はないかとの指摘がなされた。 

このような状況から、現行の被害認定基準のうち住家の全壊・半壊に係る認定基準について、関係省庁等の参加

の下、内閣府に設置された「災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会」において検討を行った結果、このたび

成案を得たので、内閣総理大臣官房審議室長通知「災害の被害認定基準の統一について（ 昭和４３年６月１４日

総審第１１５号）」において通知した統一基準を別紙のとおり改めることとした。 

従って、貴省庁におかれては、災害の被害状況の報告等の重要性にかんがみ、この方向で統一するようよろしく

お取り計らい願いたい。 

なお、この案に基づき、災害の被害認定基準に関する通達等において所要の改正を行われた場合には、当方にも通

知されるようお願いする。 

 

別紙 
被害種類 認定基準 

死者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認することができな
いが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 

重傷者 
軽傷者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、「重傷者」
とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは、１月未満で治療できる見
込みの者とする。 

住家全壊 
（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流
失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用す
ることが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積
がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素
の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に
達した程度のものとする。 

住家半壊 
（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚
だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がそ
の住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済
的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未
満のものとする。 

住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わ
ない。 

非住家 住家以外の建築物をいうものとする。 
なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これら

の施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 
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（注） 

（１）住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または完全に区

画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

（２）損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元

の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

（３）主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定され

た設備を含む。 

 

 

２ 被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について＜抜粋＞ 
 

平成２２年９月３日 府政防第６０８号 

内閣府政策統括官（防災担当）から 

各都道府県知事、財団法人都道府県会館理事長あて通知 

 

被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について＜抜粋＞ 

 

５ 大規模半壊世帯 

法第２条第２号二に定める世帯（大規模半壊世帯）については、「居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、

壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該

住宅に居住することが困難であると認められる世帯」としている。大規模半壊は、「構造耐力上主要な部分」の

補修が必要であるだけではなく、住宅における主要な居室、機能等を含む「大規模な補修」が必要である場合を

念頭においている。この趣旨を踏まえつつ、具体的には、「災害の被害認定基準について」（平成１３年６月２８

日府政防第５１８号内閣府政策統括官（防災担当）通知）による「住家半壊」の基準のうち、原則として下記に

従って「大規模半壊」の認定を行うこと。 

 

住家半壊の基準 うち「大規模半壊」 

損壊部分が延床面積の２０％以上７０％

未満のもの 

５０％以上７０％未満 

損害割合（経済的被害）が２０％以上５

０％未満のもの 

４０％以上５０％未満 

 

※「構造耐力上主要な部分」とは、令第２条により、建築基準法施行令第１条第３号に定めるものとする。 

具体的には、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分（基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、

土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの）、床版、屋根版又は横架材（はり、けた

その他これらに類するもの））等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小

階段等は含まない。 
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３ 浸水等による住宅被害の認定について 
 

府 政 防 第 ８４２ 号 

平成 16 年 10 月 28 日 

各都道府県知事 殿 

財団法人都道府県会館 理事長 殿 

 

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

浸水等による住宅被害の認定について 

 

標記については、新潟・福井豪雨災害以来続いている一連の豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害の状況等

を踏まえ、住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用を図ることにより、被災者生活再建支援

法の積極的活用を図る観点から、下記のとおり示すこととした。 

各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこれを積極的に活用し、被災者の支援に万全を期され

たい。なお、貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。 

記 

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応じ適切に認定を行うことが必要である。特に、床上

浸水等の被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被

災者生活再建支援法を積極的に活用されたい。 

（１）床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本来の機能を損失し、又は通常求められる住居の快適

性を著しく阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、以下の点について留意が必要である。具

体的には、各建材について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

② 浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

③ 浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

④ 浸水により、階段の床板等が汚損や浮きが生じた場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑤ 浸水により、フローリング材の層間剥離・浮き上がり等した場合には、「床」の損傷として取り扱うもので

あること。 

⑥ 浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により、壁の全面が膨張している場

合には、「内壁」全面の損傷として取り扱うものであること。 

⑦ 浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損や剥離等した場合には、「外壁」の損傷として取

り扱うものであること。 

⑧ 浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」の損傷として取り扱うものであること。 

⑨ 浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、「内壁」・「天井」の損傷として取り扱うもので

あること。 

⑩ 浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場合には、「屋根」の損傷として取り扱うものであ

ること。 

（２）また、住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水廻りの衛生設備等についても、住宅の構成

要素であることから、被害認定にあたっては、その損害を評価すること。特に、これら水廻りの衛生設備等に

ついては、一度浸水すると、使用できない場合があることから、これら水廻りの衛生設備等が、一見したとこ

ろ損傷していない場合においても、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認定にあたり、確認

する必要がある点に留意願いたい。具体的には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 浸水により、襖・障子・ドアが変形し、開閉が困難となった場合には、「建具」の損傷として取り扱うもの

であること。 

② 浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであること。 

③ 台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水により、衛生設備としての機能を損失する場合が

あり、その場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。 

（３）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばかりではなく強風による被害を伴う場合が多い。浸水

被害を認定する場合には、強風による被害についても併せて認定するよう留意願いたい。具体的には、屋根、

天井について、以下のとおり取り扱い願いたい。 
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３ 浸水等による住宅被害の認定について 
 

府 政 防 第 ８４２ 号 

平成 16 年 10 月 28 日 

各都道府県知事 殿 

財団法人都道府県会館 理事長 殿 

 

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

浸水等による住宅被害の認定について 

 

標記については、新潟・福井豪雨災害以来続いている一連の豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害の状況等

を踏まえ、住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用を図ることにより、被災者生活再建支援

法の積極的活用を図る観点から、下記のとおり示すこととした。 

各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこれを積極的に活用し、被災者の支援に万全を期され

たい。なお、貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。 

記 

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応じ適切に認定を行うことが必要である。特に、床上

浸水等の被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被

災者生活再建支援法を積極的に活用されたい。 

（１）床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本来の機能を損失し、又は通常求められる住居の快適

性を著しく阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、以下の点について留意が必要である。具

体的には、各建材について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

② 浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

③ 浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

④ 浸水により、階段の床板等が汚損や浮きが生じた場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑤ 浸水により、フローリング材の層間剥離・浮き上がり等した場合には、「床」の損傷として取り扱うもので

あること。 

⑥ 浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により、壁の全面が膨張している場

合には、「内壁」全面の損傷として取り扱うものであること。 

⑦ 浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損や剥離等した場合には、「外壁」の損傷として取

り扱うものであること。 

⑧ 浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」の損傷として取り扱うものであること。 

⑨ 浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、「内壁」・「天井」の損傷として取り扱うもので

あること。 

⑩ 浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場合には、「屋根」の損傷として取り扱うものであ

ること。 

（２）また、住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水廻りの衛生設備等についても、住宅の構成

要素であることから、被害認定にあたっては、その損害を評価すること。特に、これら水廻りの衛生設備等に

ついては、一度浸水すると、使用できない場合があることから、これら水廻りの衛生設備等が、一見したとこ

ろ損傷していない場合においても、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認定にあたり、確認

する必要がある点に留意願いたい。具体的には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 浸水により、襖・障子・ドアが変形し、開閉が困難となった場合には、「建具」の損傷として取り扱うもの

であること。 

② 浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであること。 

③ 台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水により、衛生設備としての機能を損失する場合が

あり、その場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。 

（３）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばかりではなく強風による被害を伴う場合が多い。浸水

被害を認定する場合には、強風による被害についても併せて認定するよう留意願いたい。具体的には、屋根、

天井について、以下のとおり取り扱い願いたい。 
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○強風により、屋根が損壊して浸水し、天井板等が吸水・膨張等した場合には、「屋根」・「天井」の損傷とし

て取り扱うものであること。 

（４）浸水被害をもたらす台風災害においては、堤防の決壊による水圧や土砂崩れになる土石や泥流の流入によっ

て、住宅に物理的な損傷が生じる事例も多い。特に、柱や基礎は、住宅の構造耐力上の重要な構成部位である

ことから、こうした損傷についても、浸水による被害と併せて認定するよう、特に留意願いたい。具体的には、

柱、基礎の損傷について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 泥流により、柱が損傷を受け変形等した場合等には、「柱」の損傷として取り扱うものであること。 

② 泥流により、基礎が流出・ひび割れ等した場合には、「基礎」の損傷として取り扱うものであること。 

２．１．に示した点に留意しつつ、適切な被害認定を行うことにより、浸水により畳が浸水し、壁の全面が膨張し

ており、さらに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失している場合等には、一般的に「大規模

半壊」又は「全壊」に該当することになるものと考えられる。 

また、施行令第２条第１号に基づき、「半壊」であっても、やむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同

様に取り扱うこととなるが、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を

解体する場合には、「やむを得ず解体」するものとして、「全壊」と同様に取り扱うものとする。 

 

 

４ 災害報告取扱要領 
（平成 11年４月 東京都総務局災害対策部） 

第第１１    総総    則則  

１１  趣趣    旨旨  

この要領は、災害に関する報告についてその形式及び方法を定めるものとする。 

２２  災災害害のの定定義義  

「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条に定める災害をいう。 

３３  報報告告義義務務  

災害対策基本法第 53 条及び消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 22 条の規定に基づき、区市町村長は

必要な報告を東京都知事に行い、東京都知事は、区市町村長の報告を整理して内閣総理大臣及び消防庁長官に

報告するものとする。 

なお、各区市町村は、被害状況の把握にあたっては、当該区市町村の警察署、消防署等と密接な連絡を保つ

ものとする。 

また、関係防災機関は、「東京都地域防災計画」に基づき、区市町村に準じて東京都知事に報告を行うもの

とする。 

４４  報報告告すすべべきき災災害害  

この要領に基づき報告すべき災害は、おおむね次のとおりとする。 

(１) 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

(２) 都道府県、又は区市町村が災害対策本部を設置したもの。 

(３) 災害が当初は軽微であっても、今後拡大発展するおそれのあるもの、又は２都道府県以上にまたがるもの

で、１の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じている

もの。 

(４) 災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの。 

(５) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要があると認められるもの。 

５５  報報告告のの種種類類・・期期日日等等  

(１) 報告の種類、入力期限、入力画面は次のとおりとする。 

報告の種類 入力期限 入力画面 

発災通知 即時 発災情報入力 

被害措置概況速報 即時及び都が通知する期限内 被害第一報入力、被害報告、態勢入

力、措置入力 

要請通知 即時 要請入力 

確定報告 応急対策を終了した後 20日以内 被害報告、態勢入力、措置入力 

災害年報 ４月 20日 被害報告、態勢入力 

(２) 「発災通知」は、被害の発生を確認後、直ちに発災情報入力画面により報告するものとする。 
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(３) 「被害措置概況速報」は、災害名命名後、直ちに被害第一報入力画面により報告し、その後の被害状況の

把握及び災害対応状況により、それぞれ被害報告、態勢入力及び措置入力画面により報告するものとする。 

なお、被害報告、態勢入力及び措置入力画面による報告については、都が入力について期限を指定する場

合もある。 

(４) 「要請通知」は、都に対し要請がある場合に要請入力画面により報告する。 

(５) 「確定報告」は、応急対策を終了した後 20 日以内に被害報告、態勢入力及び措置入力画面により報告す

るものとする。 

(６) 「災害年報」は、毎年１月１日から 12月 31日までの被害の状況について、翌年４月１日現在で明らかに

なったものを被害報告及び態勢入力画面により報告するものとする。 

(７) 「東京都災害情報システム」の端末が未設置の防災機関と端末等の障害によりデータの入力が出来ない機

関は、次表に示す様式に記入の上、災害対策部（本部）へ報告することとする。 

報告にあたってはファクシミリを使用することとし、使用が不可能な場合には、様式にしたがって、電話

等により口頭で報告することとする。 

報告内容 様式 

発災通知 第１号様式 

被害第一報 第２号様式 

被害報告 第３号様式 

活動態勢 第４号様式 

措置状況 第５号様式 

要請情報 第６号様式 

(８) 「東京都災害情報システム」の入力画面については、「東京都災害情報システム端末機操作マニュアル」

により、行うものとする。 

第第２２  災災害害報報告告入入力力（（記記入入））要要領領  

番号 項   目 定        義 

１ 

人 

的 

被 

害 

死者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認すること

はできないが、死亡したことが確実な者。 

２ 行方不明 当該再開が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者。 

３ 重傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月以上の治療を要する見込のものとする。 

４ 軽傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月未満で治療できる見込のもの。 

５ 

建 

物 

被 

害 

住 

宅 

被 

害 

住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

６ 全壊 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流失した部分の

床面積が、その住家の延べ面積の 70％以上に達したもの、又は住家の主要構

造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のもの。 

全焼 上記のうち、火災によるもの。 

７ 

建 

物 

被 

害 

住 

宅 

被 

害 

半壊 住家の損壊が甚しいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的に

は損壊部分が、その住家の延べ面積の 20％以上 70％未満のもの又は住家の主

要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のもの。 

半焼 上記のうち、火災によるもの。 

８ 一部損壊 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のも

の。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

一部損焼 上記のうち、火災によるもの。 

９ 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹

木のたい積等により一時的に居住することができないもの。 

10 床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 

11 棟 一つの独立した建物をいう。 
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(３) 「被害措置概況速報」は、災害名命名後、直ちに被害第一報入力画面により報告し、その後の被害状況の

把握及び災害対応状況により、それぞれ被害報告、態勢入力及び措置入力画面により報告するものとする。 

なお、被害報告、態勢入力及び措置入力画面による報告については、都が入力について期限を指定する場

合もある。 

(４) 「要請通知」は、都に対し要請がある場合に要請入力画面により報告する。 

(５) 「確定報告」は、応急対策を終了した後 20 日以内に被害報告、態勢入力及び措置入力画面により報告す

るものとする。 

(６) 「災害年報」は、毎年１月１日から 12 月 31 日までの被害の状況について、翌年４月１日現在で明らかに

なったものを被害報告及び態勢入力画面により報告するものとする。 

(７) 「東京都災害情報システム」の端末が未設置の防災機関と端末等の障害によりデータの入力が出来ない機

関は、次表に示す様式に記入の上、災害対策部（本部）へ報告することとする。 

報告にあたってはファクシミリを使用することとし、使用が不可能な場合には、様式にしたがって、電話

等により口頭で報告することとする。 

報告内容 様式 

発災通知 第１号様式 

被害第一報 第２号様式 

被害報告 第３号様式 

活動態勢 第４号様式 

措置状況 第５号様式 

要請情報 第６号様式 

(８) 「東京都災害情報システム」の入力画面については、「東京都災害情報システム端末機操作マニュアル」

により、行うものとする。 

第第２２  災災害害報報告告入入力力（（記記入入））要要領領  

番号 項   目 定        義 

１ 

人 

的 

被 

害 

死者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認すること

はできないが、死亡したことが確実な者。 

２ 行方不明 当該再開が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者。 

３ 重傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月以上の治療を要する見込のものとする。 

４ 軽傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月未満で治療できる見込のもの。 

５ 

建 

物 

被 

害 

住 

宅 

被 

害 

住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

６ 全壊 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流失した部分の

床面積が、その住家の延べ面積の 70％以上に達したもの、又は住家の主要構

造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のもの。 

全焼 上記のうち、火災によるもの。 

７ 

建 

物 

被 

害 

住 

宅 

被 

害 

半壊 住家の損壊が甚しいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的に

は損壊部分が、その住家の延べ面積の 20％以上 70％未満のもの又は住家の主

要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のもの。 

半焼 上記のうち、火災によるもの。 

８ 一部損壊 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のも

の。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

一部損焼 上記のうち、火災によるもの。 

９ 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹

木のたい積等により一時的に居住することができないもの。 

10 床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 

11 棟 一つの独立した建物をいう。 
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番号 項   目 定        義 

12 世帯 生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

13 人 世帯を構成している人員をいう。 

14 

非 

住 

家 

被 

害 

非住家 住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないもの。これら

の施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

全壊（焼）又は半壊（焼）の被害を受けたもののみを入力。 

15 公共建物 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用、又は公共の用に供する建

物。 

公立学校及び公立病院については、「その他教育」の「文教施設」及び「病

院」に入力。 

16 その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

17 ラ 

イ 

フ 

ラ 

イ 

ン 

被 

害 

水道 水道施設の被害により水道の給水が停止したことをいい、世帯数とする。 

18 下水道 下水道施設の被害により排水不能となった世帯数とする。 

19 電気 当該災害により停電した世帯数のうち最も多く停電した時点における世

帯数とする。 

20 ガス 一般ガス事業、又は簡易ガス事業で供給停止となっている世帯のうち最も

多く供給停止となった時点における世帯数とする。 

21 電話 当該災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

22 

そ 

の 

他 

の 

被 

害 

田の流失、埋没 田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったもの。 

23 田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったもの。 

24 畑の流失、埋没 「田の流失、埋没」に準じて取り扱う。 

25 畑の冠水 「田の冠水」に準じて取り扱う。 

26 文教施設 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護

学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

27 病院 医療法第１条第１項に規定する病院（患者 20 人以上の収容施設を有する

もの）をいう。 

28 砂防 砂防法（明治 30年法律第 29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３条

の規定によって同法が準用される砂防のための施設、又は同法第３条の２の

規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

29 清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

30 

そ 

の 

他 

の 

被 

害 

がけ崩れ 山崩れ、又はがけ崩れ、土石流等で、復旧工事を必要とする被害とする。 

31 被害船舶 ろがいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になっ

たもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行で

きない程度の被害を受けたもの。 

32 屋根がわらの落下 屋根がわらの落下があった棟数とする。 

33 倒木 街路樹、庭木等で林産被害以外のもの。 

34 窓ガラスの破損 窓ガラスの破損があった棟数とする。 

35 ブロック塀等 倒壊したブロック塀、又は石塀の箇所数とする。 

36 道路冠水 「道路損壊」に定める道路が降雨等により冠水し、車両の通行が困難とな

った状態をいう。 

37 道路損壊 高速自動車国道、一般国道、都道府県及び区市町村道が損壊し、車両の通

行が不能となった程度の被害を受けたもの、又は損壊には至らない程度に被

害を受けたもので、応急的に修理を要するもの。ただし、冠水による通行不

能は、「道路冠水」に含める。 

38 橋梁 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋をいい、橋の全部
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番号 項   目 定        義 

又は一部が流失し、一般の渡橋が不能となった程度の被 害を受けたもの、あ

るいは、橋の一部が損壊し、流失に至らない程度に被害を受けたもので、応

急的に修理を要するもの。 

39 鉄道不通 汽車、電車等の通行が不能となった程度の被害とする。 

40 港湾 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第２条第５項に規定する水域施設、外

かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨海交通施設とす

る。 

41 空港 航空法施行規則（昭和 27 年省令第 56 号）第 75 条に規定する飛行場とす

る。ただし、調布飛行場を含むものとする。 

42 河川 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される河川

若しくはその他の河川、又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、

水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するための防護することを必要

とする河岸とする。 

43 

被 

害 

額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

44 農林水産業施設 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25

年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農

業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

45 公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）による

国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、河岸、砂利施設、林

地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

46 その他の公共施設 公共施設、農林水産業施設及び公立土木施設以外の公共施設をいい、例え

ば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とす

る。 

47 農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニーハウス、農作物等の

被害とする。 

48 林産被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

49 

被 

害 

額 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

50 水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被害

とする。 

51 商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

52 その他 ３から 51 までに示されていない被害をいい、その内容については通信欄

に付記する。 

53 

措 

置 

状 

況 

報 

告 

活動態勢 災害対策本部、水防本部、情報連絡体制、その他の体制をとった場合に報

告する。配備人員、活動人員は延べ人員を報告する。 

54 避難 避難勧告及び解除した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で報告す

る。 

55 避難所開設 避難所を開設及び廃止した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で報

告する。 

56 医療救護 医療救護を開始及び終了した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で

報告する。 

57 飲料水供給 飲料水供給を開始及び終了した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄

で報告する。 

58 食料供給 食料供給を開始及び終了した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で

報告する。 
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番号 項   目 定        義 

又は一部が流失し、一般の渡橋が不能となった程度の被 害を受けたもの、あ

るいは、橋の一部が損壊し、流失に至らない程度に被害を受けたもので、応

急的に修理を要するもの。 

39 鉄道不通 汽車、電車等の通行が不能となった程度の被害とする。 

40 港湾 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第２条第５項に規定する水域施設、外

かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨海交通施設とす

る。 

41 空港 航空法施行規則（昭和 27 年省令第 56 号）第 75 条に規定する飛行場とす

る。ただし、調布飛行場を含むものとする。 

42 河川 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される河川

若しくはその他の河川、又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、

水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するための防護することを必要

とする河岸とする。 

43 

被 

害 

額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

44 農林水産業施設 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25

年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農

業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

45 公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）による

国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、河岸、砂利施設、林

地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

46 その他の公共施設 公共施設、農林水産業施設及び公立土木施設以外の公共施設をいい、例え

ば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とす

る。 

47 農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニーハウス、農作物等の

被害とする。 

48 林産被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

49 

被 

害 

額 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

50 水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被害

とする。 

51 商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

52 その他 ３から 51 までに示されていない被害をいい、その内容については通信欄

に付記する。 

53 

措 

置 

状 

況 

報 

告 

活動態勢 災害対策本部、水防本部、情報連絡体制、その他の体制をとった場合に報

告する。配備人員、活動人員は延べ人員を報告する。 

54 避難 避難勧告及び解除した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で報告す

る。 

55 避難所開設 避難所を開設及び廃止した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で報

告する。 

56 医療救護 医療救護を開始及び終了した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で

報告する。 

57 飲料水供給 飲料水供給を開始及び終了した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄

で報告する。 

58 食料供給 食料供給を開始及び終了した日時を報告する。なお、付記事項は通信欄で

報告する。 
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59 生活必需品供給 生活必需品供給を開始及び終了した日時を報告する。おな、付記事項は通

信欄で報告する。 

60 

通 

信 

欄 

等 

通信欄等 人的被害、建物被害、ライフライン被害、その他被害、措置状況報告につ

いて、その内容を報告する。 

報告例 １ 人的被害例 

 

 

 

 

２ 建物被害例 

 

 

 

 

 

３ 措置状況報告例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置状況 14 日（日）08 時 00 分、○○通り△△付近で道路 

が損壊したため、現在、土木課職員が応急復旧 

作業を実施中。15 時頃には復旧する見込み。 

建物被害 13 日（土）20 時 00 分、台風○号によるがけ崩れ 

○○町○○丁目○○番地、全壊○○棟 半壊○○棟 

△△町△△丁目△△番地、全壊△△棟 半壊△△棟 

××町××丁目××番地、全壊××棟 半壊××棟 

人的被害 10 日（水）19 時 40 分、○○町○○丁目○○番地、 

     台風○号によるがけ崩れ 

氏名 ○○ ○○、年齢○○歳、男、意識不明 
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第２節 施設・備蓄等 
 

第１ 避難所、備蓄倉庫等 
 

１ 避難所等施設一覧 
 

施設 管理所管 区分 備考 

災害対策本部関係 

目黒区総合庁舎 本館 総務課 災害対策本部 

物資集積場所 

  

 目黒区役所 総務課   

 目黒区保健所 健康推進課 －  

 東部地区サービス事務所 東部地区サービス事務所 －  

 東部地区包括支援センター 福祉総合課 －  

 目黒都税事務所 東京都 －  

総合庁舎別館       

  

  

３階・４階 社会福祉協議会 区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ   

３階・４階以外 総務課     

防災センター   災害対策本部   

  防災課       

  中央地区備蓄倉庫   備蓄倉庫   

地域避難所関係 

都立国際高等学校 東京都 地域避難所 

一時滞在施設 

災害時協定 

駒場小学校 教育政策課 地域避難所   

第一中学校 教育政策課 地域避難所   

都立駒場高等学校 東京都 地域避難所 

一時滞在施設 

災害時協定 

菅刈小学校 教育政策課 地域避難所 菅刈公園と一体で地域

避難所 

菅刈公園  道路公園課 地域避難所 菅刈小学校と一体で地

域避難所 

  菅刈公園和館 道路公園課 補完避難所   

東山中学校 教育政策課 地域避難所   

東山小学校 教育政策課 地域避難所   

 東山小学校内防災備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫と

兼用 

烏森小学校 教育政策課 地域避難所   

めぐろ学校サポートセンター めぐろ学校サポートセン

ター 

地域避難所   

  めぐろ歴史資料館 生涯学習課 ―   

中目黒小学校 教育政策課 地域避難所   

田道小学校 教育政策課 地域避難所   

  田道小学校内学童保育クラブ 子育て支援課 補完避難所   

下目黒小学校 教育政策課 地域避難所   

大鳥中学校 教育政策課 地域避難所   

不動小学校 教育政策課 地域避難所   
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第２節 施設・備蓄等 
 

第１ 避難所、備蓄倉庫等 
 

１ 避難所等施設一覧 
 

施設 管理所管 区分 備考 

災害対策本部関係 

目黒区総合庁舎 本館 総務課 災害対策本部 

物資集積場所 

  

 目黒区役所 総務課   

 目黒区保健所 健康推進課 －  

 東部地区サービス事務所 東部地区サービス事務所 －  

 東部地区包括支援センター 福祉総合課 －  

 目黒都税事務所 東京都 －  

総合庁舎別館       

  

  

３階・４階 社会福祉協議会 区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ   

３階・４階以外 総務課     

防災センター   災害対策本部   

  防災課       

  中央地区備蓄倉庫   備蓄倉庫   

地域避難所関係 

都立国際高等学校 東京都 地域避難所 

一時滞在施設 

災害時協定 

駒場小学校 教育政策課 地域避難所   

第一中学校 教育政策課 地域避難所   

都立駒場高等学校 東京都 地域避難所 

一時滞在施設 

災害時協定 

菅刈小学校 教育政策課 地域避難所 菅刈公園と一体で地域

避難所 

菅刈公園  道路公園課 地域避難所 菅刈小学校と一体で地

域避難所 

  菅刈公園和館 道路公園課 補完避難所   

東山中学校 教育政策課 地域避難所   

東山小学校 教育政策課 地域避難所   

 東山小学校内防災備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫と

兼用 

烏森小学校 教育政策課 地域避難所   

めぐろ学校サポートセンター めぐろ学校サポートセン

ター 

地域避難所   

  めぐろ歴史資料館 生涯学習課 ―   

中目黒小学校 教育政策課 地域避難所   

田道小学校 教育政策課 地域避難所   

  田道小学校内学童保育クラブ 子育て支援課 補完避難所   

下目黒小学校 教育政策課 地域避難所   

大鳥中学校 教育政策課 地域避難所   

不動小学校 教育政策課 地域避難所   
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施設 管理所管 区分 備考 

上目黒小学校 教育政策課 地域避難所   

都立目黒高等学校 東京都 地域避難所 災害時協定 

油面小学校 教育政策課 地域避難所   

目黒中央中学校 教育政策課 地域避難所   

五本木小学校 教育政策課 地域避難所   

  中央地区プール スポーツ振興課 ―   

鷹番小学校 教育政策課 地域避難所   

碑文谷公園 道路公園課 地域避難所 

応急仮設住宅 

碑文谷体育館と一体で

地域避難所 

  

  

  

碑文谷体育館（体育館・庭球場・野球場） スポーツ振興課 地域避難所  

ポニー舎 道路公園課 ―   

中央地区碑文谷体育館備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫と

兼用 

月光原小学校 教育政策課 地域避難所   

向原小学校 教育政策課 地域避難所   

第七中学校 教育政策課 地域避難所   

碑小学校 教育政策課 地域避難所   

  南部地区サービス事務所 南部地区サービス事務所 ― 小学校内南西側 

  南部包括支援センター 福祉総合課 ― 小学校内南西側 

  南部地区プール スポーツ振興課 ―   

原町小学校 教育政策課 地域避難所   

第九中学校 教育政策課 地域避難所   

第八中学校 教育政策課 地域避難所   

大岡山小学校 教育政策課 地域避難所   

中根小学校 教育政策課 地域避難所   

  中根小学校内学童保育クラブ 子育て支援課 補完避難所   

第十一中学校 教育政策課 地域避難所   

緑ヶ丘小学校 教育政策課 地域避難所   

  西部地区プール スポーツ振興課 ―   

自由ヶ丘学園高等学校 防災課 地域避難所 災害時協定 

宮前小学校 教育政策課 地域避難所   

  宮前小学校内学童保育クラブ 子育て支援課 補完避難所   

  西部地区備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫と

兼用 

めぐろ区民キャンパス   地域避難所 桜修館中等教育学校と

一体で地域避難所 

  八雲中央図書館 八雲中央図書館     

  めぐろパーシモンホール 文化・交流課     

  八雲体育館 スポーツ振興課     

 西部地区応急対策資機材等倉庫 防災課 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫と

兼用 

  心身障害者センターあいアイ館 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

  セレモニー目黒（区民斎場） 地域振興課 ―   

  めぐろ区民キャンパス公園 道路公園課 応急仮設住宅   

  めぐろ区民キャンパス広場 道路公園課 ―   

都立桜修館中等教育学校 東京都 地域避難所 

一時滞在施設 

めぐろ区民キャンパス

と一体で地域避難所 

災害時協定 
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施設 管理所管 区分 備考 

八雲小学校 教育政策課 地域避難所   

第十中学校 教育政策課 地域避難所   

東根小学校 教育政策課 地域避難所   

  東根学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

補完避難所関係 

駒場住区センター   補完避難所   

 駒場住区会議室 北部地区サービス事務所     

 駒場行政サービス窓口 北部地区サービス事務所 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

日本工業大学駒場中学校･高等学校 防災課 補完避難所 災害時協定 

都立芸術高校跡地 防災課 補完避難所 災害時協定 

菅刈住区センター   補完避難所   

 菅刈住区住民会議 北部地区サービス事務所     

 菅刈老人いこいの家 高齢福祉課     

 菅刈学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

東山住区センター   補完避難所   

 東山住区住民会議 北部地区サービス事務所     

 東山老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

東山地区センター   補完避難所   

 東山社会教育館 生涯学習課     

 東山児童館 子育て支援課 ―   

 東山学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

 東山第二学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

 東山住区会議室（レクリエーションホール） 北部地区サービス事務所     

  ひがしやま幼稚園 教育政策課 ―   

烏森住区センター   補完避難所   

 烏森住区住民会議 北部地区サービス事務所     

 烏森老人いこいの家 高齢福祉課     

 烏森住区センター児童館 子育て支援課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス 防災課 補完避難所 災害時協定 

中目黒ＧＴビル   補完避難所   

 中目黒ＧＴプラザホール 文化・交流課    

  中目黒駅前図書館 八雲中央図書館 ―   

目黒学院中学校・高等学校 防災課 補完避難所 災害時協定 

中目黒スクエア   補完避難所   

 男女平等･共同参画センター 人権政策課     

 中目黒住区会議室 東部地区サービス事務所     

 中目黒住区センター児童館 子育て支援課     

 中目黒住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課     

 青少年プラザ 生涯学習課     

  

 

めぐろボランティア・区民活動センター 社会福祉協議会 区ボランティアセンター

分室 

  

防災器具置場 防災課 防災器具置場  

田道ふれあい館   補完避難所   

 高齢者センター 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   
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施設 管理所管 区分 備考 

八雲小学校 教育政策課 地域避難所   

第十中学校 教育政策課 地域避難所   

東根小学校 教育政策課 地域避難所   

  東根学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

補完避難所関係 

駒場住区センター   補完避難所   

 駒場住区会議室 北部地区サービス事務所     

 駒場行政サービス窓口 北部地区サービス事務所 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

日本工業大学駒場中学校･高等学校 防災課 補完避難所 災害時協定 

都立芸術高校跡地 防災課 補完避難所 災害時協定 

菅刈住区センター   補完避難所   

 菅刈住区住民会議 北部地区サービス事務所     

 菅刈老人いこいの家 高齢福祉課     

 菅刈学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

東山住区センター   補完避難所   

 東山住区住民会議 北部地区サービス事務所     

 東山老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

東山地区センター   補完避難所   

 東山社会教育館 生涯学習課     

 東山児童館 子育て支援課 ―   

 東山学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

 東山第二学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

 東山住区会議室（レクリエーションホール） 北部地区サービス事務所     

  ひがしやま幼稚園 教育政策課 ―   

烏森住区センター   補完避難所   

 烏森住区住民会議 北部地区サービス事務所     

 烏森老人いこいの家 高齢福祉課     

 烏森住区センター児童館 子育て支援課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス 防災課 補完避難所 災害時協定 

中目黒ＧＴビル   補完避難所   

 中目黒ＧＴプラザホール 文化・交流課    

  中目黒駅前図書館 八雲中央図書館 ―   

目黒学院中学校・高等学校 防災課 補完避難所 災害時協定 

中目黒スクエア   補完避難所   

 男女平等･共同参画センター 人権政策課     

 中目黒住区会議室 東部地区サービス事務所     

 中目黒住区センター児童館 子育て支援課     

 中目黒住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課     

 青少年プラザ 生涯学習課     

  

 

めぐろボランティア・区民活動センター 社会福祉協議会 区ボランティアセンター

分室 

  

防災器具置場 防災課 防災器具置場  

田道ふれあい館   補完避難所   

 高齢者センター 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   
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施設 管理所管 区分 備考 

田道在宅ケア多機能センター 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）  

 田道住区センター（田道住区会議室） 東部地区サービス事務所     

 目黒エコプラザ 環境保全課     

  東部地区田道備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

三田フレンズ   補完避難所   

 田道住区会議室三田分室（レクリエーショ

ンホール） 

東部地区サービス事務所     

  東部地区三田フレンズ備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

三田防災街づくり会館 都市整備課 補完避難所   

田道住区センター三田分室   補完避難所   

 田道住区会議室 東部地区サービス事務所     

 三田分室老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

目黒区民センター   補完避難所   

 中小企業センター 産業経済・消費生活課     

 中小企業センターホール 産業経済・消費生活課     

 勤労福祉会館 産業経済・消費生活課     

 消費生活センター 産業経済・消費生活課     

 目黒区民センター社会教育館 生涯学習課     

 目黒区民センター図書館 八雲中央図書館 ―   

 目黒区美術館 文化・交流課 ―   

 目黒区民センター体育館 スポーツ振興課   体育館・プール（東部

地区プール）・庭球場 

 目黒区民センター児童館 子育て支援課     

 目黒区民センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課     

  目黒区民センター公園 道路公園課 応急仮設住宅   

下目黒住区センター   補完避難所   

 下目黒住区会議室 東部地区サービス事務所     

 下目黒老人いこいの家 高齢福祉課     

 防災器具置場 防災課 防災器具置場   

多摩大学目黒中学校･高等学校 防災課 補完避難所 災害時協定 

不動住区センター   補完避難所   

 不動住区会議室 東部地区サービス事務所     

 不動老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

宗教法人祐天寺 防災課 補完避難所 災害時協定 

上目黒住区センター   補完避難所   

 上目黒住区会議室 中央地区サービス事務所     

 上目黒住区センター児童館 子育て支援課     

 上目黒住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

油面住区センター   補完避難所   

 油面住区会議室 中央地区サービス事務所     

 油面住区センター児童館 子育て支援課     

 油面住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

中央町さくらプラザ   補完避難所   

 中央町社会教育館 生涯学習課     
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  五本木住区会議室（第４会議室・レクリエ

ーションホール） 

中央地区サービス事務所     

五本木住区センター   補完避難所   

 五本木住区会議室 中央地区サービス事務所     

 五本木住区センター児童館 子育て支援課     

  五本木住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

防災器具置場 防災課 防災器具置場  

アトリオドゥーエ碑文谷 防災課 補完避難所 災害時協定 

立正佼成会目黒教会 防災課 補完避難所 

一時滞在施設 

災害時協定 

鷹番住区センター   補完避難所   

 鷹番住区会議室 中央地区サービス事務所     

 鷹番老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

南部地区センター   補完避難所   

 目黒本町社会教育館 生涯学習課     

 目黒本町図書館 八雲中央図書館 ―   

 目黒本町保育園 保育課 ―   

 目黒本町学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

 南部地区備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

月光原住区センター   補完避難所   

 月光原住区会議室 南部地区サービス事務所     

  

  

月光原老人いこいの家 高齢福祉課     

防災器具置場 防災課 防災器具置場   

向原住区センター   補完避難所   

 向原住区会議室 南部地区サービス事務所     

 向原老人いこいの家 高齢福祉課     

 向原住区センター児童館 子育て支援課     

 向原住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

宗教法人円融寺 防災課 補完避難所 災害時協定 

碑住区センター   補完避難所   

 碑住区センター 南部地区サービス事務所     

 碑老人いこいの家 高齢福祉課     

  目黒区公園事務所 道路公園課 ―   

原町住区センター   補完避難所   

 原町住区会議室 南部地区サービス事務所     

 原町住区センター児童館 子育て支援課     

 原町住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

大岡山東住区センター   補完避難所   

 大岡山東住区会議室 南部地区サービス事務所     

 大岡山東老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

大岡山西住区センター   補完避難所   

 大岡山西住区会議室 西部地区サービス事務所     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

中根住区センター   補完避難所   
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  五本木住区会議室（第４会議室・レクリエ

ーションホール） 

中央地区サービス事務所     

五本木住区センター   補完避難所   

 五本木住区会議室 中央地区サービス事務所     

 五本木住区センター児童館 子育て支援課     

  五本木住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

防災器具置場 防災課 防災器具置場  

アトリオドゥーエ碑文谷 防災課 補完避難所 災害時協定 

立正佼成会目黒教会 防災課 補完避難所 

一時滞在施設 

災害時協定 

鷹番住区センター   補完避難所   

 鷹番住区会議室 中央地区サービス事務所     

 鷹番老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

南部地区センター   補完避難所   

 目黒本町社会教育館 生涯学習課     

 目黒本町図書館 八雲中央図書館 ―   

 目黒本町保育園 保育課 ―   

 目黒本町学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

 南部地区備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

月光原住区センター   補完避難所   

 月光原住区会議室 南部地区サービス事務所     

  

  

月光原老人いこいの家 高齢福祉課     

防災器具置場 防災課 防災器具置場   

向原住区センター   補完避難所   

 向原住区会議室 南部地区サービス事務所     

 向原老人いこいの家 高齢福祉課     

 向原住区センター児童館 子育て支援課     

 向原住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

宗教法人円融寺 防災課 補完避難所 災害時協定 

碑住区センター   補完避難所   

 碑住区センター 南部地区サービス事務所     

 碑老人いこいの家 高齢福祉課     

  目黒区公園事務所 道路公園課 ―   

原町住区センター   補完避難所   

 原町住区会議室 南部地区サービス事務所     

 原町住区センター児童館 子育て支援課     

 原町住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

大岡山東住区センター   補完避難所   

 大岡山東住区会議室 南部地区サービス事務所     

 大岡山東老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

大岡山西住区センター   補完避難所   

 大岡山西住区会議室 西部地区サービス事務所     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

中根住区センター   補完避難所   
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 中根住区住区会議室 西部地区サービス事務所     

 中根老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

緑が丘コミュニティセンター   補完避難所   

 緑が丘文化会館 生涯学習課     

  緑が丘図書館 八雲中央図書館 ―   

緑が丘コミュニティセンター別館      

 緑が丘行政サービス窓口 西部地区サービス事務所     

 緑が丘児童館 子育て支援課     

 緑が丘児童館学童保育クラブ 子育て支援課     

  みどりがおかこども園 教育政策課     

自由が丘住区センター   補完避難所   

 自由が丘住区会議室 西部地区サービス事務所     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

自由が丘住区センター宮前分室  補完避難所   

 自由が丘住区会議室宮前分室 西部地区サービス事務所     

 宮前分室老人いこいの家 高齢福祉課    

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

八雲住区センター   補完避難所   

 八雲住区会議室 西部地区サービス事務所     

 八雲老人いこいの家 高齢福祉課     

 八雲住区センター児童館 子育て支援課     

 八雲住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

八雲住区センター中根一丁目会議室 西部地区サービス事務所 補完避難所   

八雲学園中学校･高等学校 防災課 補完避難所 災害時協定 

東根住区センター   補完避難所  

 東根住区会議室 西部地区サービス事務所     

 東根老人いこいの家 高齢福祉課     

  防災器具置場 防災課 防災器具置場   

福祉避難所関係 

駒場苑 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

大橋えのき園 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

青葉台さくら苑 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

駒場保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

ひがしやまホーム 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

なかめぐろホーム 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

田道保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

  東部地区下目黒備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

下目黒福祉工房 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

目黒本町福祉工房 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

かみよん工房 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

中町保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

ひまわりプラザ   福祉避難所（障害者）   

  すくすくのびのび園 障害者支援課    

スマイルプラザ中央町 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

 中央町児童館 子育て支援課 ―   

  中央町児童館学童保育クラブ 子育て支援課 ―   
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目黒中央の家 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）  

清徳苑 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

南保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

八雲保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

ひがしがおかホーム 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

東が丘障害福祉施設 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

広域避難場所関係 

駒場東大一帯 道路公園課・教育政策課・

東京大学･日本近代文学

館・世田谷区・渋谷区 

広域避難場所 

  

中目黒公園一帯 道路公園課・渋谷区 広域避難場所 

応急仮設住宅 

  

世田谷公園一帯 道路公園課･北部地区ｻｰﾋﾞ

ｽ事務所･高齢福祉課･教育

政策課･世田谷区 

広域避難場所 

  

駒沢オリンピック公園一帯 東京都 広域避難場所 

一時滞在施設（総合運動場） 

応急仮設住宅 

大規模救出救助活動拠点 

 

東京工業大学 教育政策課・東京工業大学 広域避難場所   

林試の森公園 教育政策課・東京都・品川

区 

広域避難場所 

応急仮設住宅 

東京都給水拠点 

  

恵比寿ガーデンプレイス サッポロ不動産開発㈱ 広域避難場所   

駒場地区 道路公園課･ｽﾎﾟｰﾂ振興課･

教育政策課・東京都・筑波

大学付属駒場中学校高等

学校・駒場東邦中学校高等

学校・大学入試ｾﾝﾀｰ・世田

谷区 

広域避難場所 

 

その他施設 

駒場老人いこいの家 高齢福祉課     

上二老人いこいの家 高齢福祉課     

田道老人いこいの家 高齢福祉課     

上目黒老人いこいの家 高齢福祉課     

中町老人いこいの家 高齢福祉課     

五本木老人いこいの家 高齢福祉課     

原町老人いこいの家 高齢福祉課     

平町老人いこいの家 高齢福祉課     

自由が丘老人いこいの家 高齢福祉課     

駒場保育園 保育課     

菅刈保育園 保育課     

  北部地区備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

中目黒駅前保育園 保育課   アトラスタワー 

第二上目黒保育園 保育課     

目黒保育園 保育課     

不動保育園 保育課     

祐天寺保育園 保育課     
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目黒中央の家 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）  

清徳苑 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

南保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

八雲保育園 保育課 福祉避難所（乳幼児）   

ひがしがおかホーム 高齢福祉課 福祉避難所（高齢者）   

東が丘障害福祉施設 障害施策推進課 福祉避難所（障害者）   

広域避難場所関係 

駒場東大一帯 道路公園課・教育政策課・

東京大学･日本近代文学

館・世田谷区・渋谷区 

広域避難場所 

  

中目黒公園一帯 道路公園課・渋谷区 広域避難場所 

応急仮設住宅 

  

世田谷公園一帯 道路公園課･北部地区ｻｰﾋﾞ

ｽ事務所･高齢福祉課･教育

政策課･世田谷区 

広域避難場所 

  

駒沢オリンピック公園一帯 東京都 広域避難場所 

一時滞在施設（総合運動場） 

応急仮設住宅 

大規模救出救助活動拠点 

 

東京工業大学 教育政策課・東京工業大学 広域避難場所   

林試の森公園 教育政策課・東京都・品川

区 

広域避難場所 

応急仮設住宅 

東京都給水拠点 

  

恵比寿ガーデンプレイス サッポロ不動産開発㈱ 広域避難場所   

駒場地区 道路公園課･ｽﾎﾟｰﾂ振興課･

教育政策課・東京都・筑波

大学付属駒場中学校高等

学校・駒場東邦中学校高等

学校・大学入試ｾﾝﾀｰ・世田

谷区 

広域避難場所 

 

その他施設 

駒場老人いこいの家 高齢福祉課     

上二老人いこいの家 高齢福祉課     

田道老人いこいの家 高齢福祉課     

上目黒老人いこいの家 高齢福祉課     

中町老人いこいの家 高齢福祉課     

五本木老人いこいの家 高齢福祉課     

原町老人いこいの家 高齢福祉課     

平町老人いこいの家 高齢福祉課     

自由が丘老人いこいの家 高齢福祉課     

駒場保育園 保育課     

菅刈保育園 保育課     

  北部地区備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

中目黒駅前保育園 保育課   アトラスタワー 

第二上目黒保育園 保育課     

目黒保育園 保育課     

不動保育園 保育課     

祐天寺保育園 保育課     
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施設 管理所管 区分 備考 

中央町保育園 保育課     

原町保育園 保育課     

第二ひもんや保育園 保育課     

ひもんや保育園 保育課     

第三ひもんや保育園 保育課     

鷹番保育園 保育課     

大岡山保育園 保育課     

げっこうはらこども園 教育政策課    

駒場児童館 子育て支援課     

不動児童館 子育て支援課     

烏森住区センター児童館学童保育クラブ 子育て支援課   上目黒保育園 

不動学童保育クラブ 子育て支援課     

鷹番学童保育クラブ 子育て支援課     

ひもんや学童保育クラブ 子育て支援課     

大岡山学童保育クラブ 子育て支援課     

目黒土木公園事務所 道路公園サービス担当課     

  北部地区上目黒備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

碑文谷土木公園事務所 道路公園サービス担当課   

清掃事務所 清掃事務所     

清掃事業所 清掃事務所     

中央町リサイクルストックヤード 清掃事務所     

目黒区粗大中継所 清掃事務所     

中央地区五本木二丁目備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

目黒駅行政サービス窓口 南部地区サービス事務所 
  

ＪＲ東急目黒ビル地下

２階 

守屋図書館 八雲中央図書館     

洗足図書館 八雲中央図書館     

東京都写真美術館 東京都 一時滞在施設  

都立小山台高等学校 東京都 一時滞在施設  

都立深沢高等学校 東京都 一時滞在施設  

都立園芸高等学校 東京都 一時滞在施設  

クロスエアタワー       

  北部地区サービス事務所 北部地区サービス事務所     

  北部包括支援センター 福祉総合課     

  大橋図書館 八雲中央図書館     

食販ビル    食販ビル 

  中央地区サービス事務所 中央地区サービス事務所     

  中央包括支援センター 福祉総合課     

西部地区サービス事務所 西部地区サービス事務所     

  西部包括支援センター 福祉総合課     

中央体育館 スポーツ振興課 遺体収容所   

駒場体育館 スポーツ振興課 遺体収容所 駒場体育館・プール（北

部地区プール）・庭球

場・ゲートボール場 

砧野球場・サッカー場 スポーツ振興課   注：河川増水・冠水 

宮前公園庭球場 スポーツ振興課 臨時集積所   

碑文谷保健センター 碑文谷保健センター     

三田地区駐車場 都市整備課     
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施設 管理所管 区分 備考 

下目黒自転車集積場 土木管理課     

中町二丁目自転車集積場 土木管理課 ペット保護所   

五本木高架下自転車集積場 土木管理課     

目黒病院 健康推進課 緊急医療救護所   

碑文谷病院 健康推進課 緊急医療救護所  

日扇会第一病院 健康推進課 緊急医療救護所  

本田病院 健康推進課 緊急医療救護所  

東邦大学医療センター大橋病院 健康推進課 緊急医療救護所   

三宿病院 健康推進課 緊急医療救護所   

東京共済病院 健康推進課 緊急医療救護所   

厚生中央病院 健康推進課 緊急医療救護所   

国立病院機構東京医療センター 健康推進課 緊急医療救護所   

東京大学陸上競技場 東京大学 ヘリコプター離着陸候補地  

目黒清掃工場 東京二十三区清掃一部事

務組合 
大規模救出救助活動拠点 

 

公園・児童遊園  

松見坂公園 道路公園課 臨時集積所   

駒場野公園 道路公園課 広域避難場所 

瓦礫置場 

応急仮設住宅 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

   駒場野公園拡張部分                 道路公園課 応急仮設住宅  

  駒場野公園管理事務所 道路公園課 ―   

駒場三丁目もちの木公園 道路公園課    

駒場公園 道路公園課 広域避難場所   

 駒場公園管理事務所和館 道路公園課 ―   

西郷山公園 道路公園課 応急仮設住宅   

菅刈街かど公園 道路公園課    

青葉台四丁目街かど公園 道路公園課    

大坂緑地 道路公園課     

東山貝塚公園 道路公園課 臨時集積所   

東山街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

東山公園 道路公園課 広域避難場所 

応急仮設住宅 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

 北部地区東山公園備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫  

氷川さくら公園 道路公園課 臨時集積所   

けこぼ坂街かど公園 道路公園課   

中目黒しぜんとなかよし公園 道路公園課 
臨時集積所 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

伊勢脇公園 道路公園課 
臨時集積所 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

中目黒駅前街かど公園 道路公園課    

中目黒公園 道路公園課 広域避難場所 

応急仮設住宅 

地下貯留型型災害用ト

イレ整備 

 花とみどりの学習館 道路公園課 ―  

  東部地区中目黒公園備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

中目黒南緑地公園 道路公園課    

八幡公園 道路公園課 臨時集積所   

なべころ坂緑地公園 道路公園課 応急仮設住宅   
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施設 管理所管 区分 備考 

下目黒自転車集積場 土木管理課     

中町二丁目自転車集積場 土木管理課 ペット保護所   

五本木高架下自転車集積場 土木管理課     

目黒病院 健康推進課 緊急医療救護所   

碑文谷病院 健康推進課 緊急医療救護所  

日扇会第一病院 健康推進課 緊急医療救護所  

本田病院 健康推進課 緊急医療救護所  

東邦大学医療センター大橋病院 健康推進課 緊急医療救護所   

三宿病院 健康推進課 緊急医療救護所   

東京共済病院 健康推進課 緊急医療救護所   

厚生中央病院 健康推進課 緊急医療救護所   

国立病院機構東京医療センター 健康推進課 緊急医療救護所   

東京大学陸上競技場 東京大学 ヘリコプター離着陸候補地  

目黒清掃工場 東京二十三区清掃一部事

務組合 
大規模救出救助活動拠点 

 

公園・児童遊園  

松見坂公園 道路公園課 臨時集積所   

駒場野公園 道路公園課 広域避難場所 

瓦礫置場 

応急仮設住宅 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

   駒場野公園拡張部分                 道路公園課 応急仮設住宅  

  駒場野公園管理事務所 道路公園課 ―   

駒場三丁目もちの木公園 道路公園課    

駒場公園 道路公園課 広域避難場所   

 駒場公園管理事務所和館 道路公園課 ―   

西郷山公園 道路公園課 応急仮設住宅   

菅刈街かど公園 道路公園課    

青葉台四丁目街かど公園 道路公園課    

大坂緑地 道路公園課     

東山貝塚公園 道路公園課 臨時集積所   

東山街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

東山公園 道路公園課 広域避難場所 

応急仮設住宅 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

 北部地区東山公園備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫  

氷川さくら公園 道路公園課 臨時集積所   

けこぼ坂街かど公園 道路公園課   

中目黒しぜんとなかよし公園 道路公園課 
臨時集積所 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

伊勢脇公園 道路公園課 
臨時集積所 

下水道直結型災害用ト

イレ整備 

中目黒駅前街かど公園 道路公園課    

中目黒公園 道路公園課 広域避難場所 

応急仮設住宅 

地下貯留型型災害用ト

イレ整備 

 花とみどりの学習館 道路公園課 ―  

  東部地区中目黒公園備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫   

中目黒南緑地公園 道路公園課    

八幡公園 道路公園課 臨時集積所   

なべころ坂緑地公園 道路公園課 応急仮設住宅   
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施設 管理所管 区分 備考 

三田丘の上公園 道路公園課 広域避難場所 

臨時集積所 

  

三田公園 道路公園課 応急仮設住宅   

茶屋坂街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

目黒川田道街かど公園 道路公園課    

田道広場公園 道路公園課 応急仮設住宅   

大塚山公園 道路公園課 臨時集積所   

下二南街かど公園 道路公園課    

大鳥公園 道路公園課 臨時集積所   

不動公園 道路公園課 応急仮設住宅   

さくらの里街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

元競馬南泉公園 道路公園課    

油面公園 道路公園課 応急仮設住宅   

中町せせらぎ緑地公園 道路公園課    

三角山公園 道路公園課 応急仮設住宅   

田切公園 道路公園課 臨時集積所   

芦毛塚街かど公園 道路公園課    

五本木ふれあい街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

五本木二丁目街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

五本木西みどり街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

祐天寺一丁目ふれあい公園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

中央緑地公園 道路公園課 応急仮設住宅   

こなべ野公園 道路公園課 臨時集積所   

清水池公園 道路公園課 応急仮設住宅   

月光原公園 道路公園課 臨時集積所   

本町みなみ街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

金杉原南緑地公園 道路公園課 臨時集積所   

本町北公園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

向原西街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

西小山公園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

原町タンポポ公園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

洗足北街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

洗足ひだまり公園 道路公園課 臨時集積所   

南一丁目緑地公園 道路公園課 臨時集積所  

富士見台公園 道路公園課    

田向公園 道路公園課 応急仮設住宅   

すずめのお宿緑地公園 道路公園課 応急仮設住宅   

  古民家 生涯学習課 ―   

大岡山公園 道路公園課 臨時集積所   

境橋街かど公園 道路公園課    

自由が丘公園 道路公園課 臨時集積所   

中根公園 道路公園課 応急仮設住宅   

中根ねむの木公園 道路公園課 臨時集積所   

宮前公園 道路公園課 臨時集積所   
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八雲三丁目緑地 道路公園課     

衾町公園 道路公園課 応急仮設住宅   

衾町公園児童交通施設 道路公園課 臨時集積所   

やくも街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

東根公園 道路公園課 臨時集積所   

芳窪街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

駒場児童遊園 道路公園課    

日向児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

大坂上児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

小川児童遊園 道路公園課    

東山中児童遊園 道路公園課    

東山児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

氷川台児童遊園 道路公園課    

宮下児童遊園 道路公園課    

目黒銀座児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

烏森児童遊園 道路公園課    

上四児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

中目黒一丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

別所坂児童遊園 道路公園課    

三田西児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

茶屋坂児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

 東部地区三田二丁目備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫  

目黒東児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

下二児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

不動前児童遊園 道路公園課    

下五児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

下六児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

油面住区ｾﾝﾀ-児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

五本木児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

上目黒住区ｾﾝﾀ-児童遊園 道路公園課    

中央町一丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

唐ヶ崎児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

五本木東児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

清水東児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

清水町児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

月光町児童遊園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

東町南児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

東原児童遊園 道路公園課 臨時集積所 地下貯留型災害用トイ

レ整備 

向原町児童遊園 道路公園課 臨時集積所 地下貯留型災害用トイ

レ整備 

向原おもだか児童遊園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

原町児童遊園 道路公園課  下水道直結型災害用ト

イレ整備 

洗足二丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

碑文谷五丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   
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施設 管理所管 区分 備考 

八雲三丁目緑地 道路公園課     

衾町公園 道路公園課 応急仮設住宅   

衾町公園児童交通施設 道路公園課 臨時集積所   

やくも街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

東根公園 道路公園課 臨時集積所   

芳窪街かど公園 道路公園課 臨時集積所   

駒場児童遊園 道路公園課    

日向児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

大坂上児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

小川児童遊園 道路公園課    

東山中児童遊園 道路公園課    

東山児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

氷川台児童遊園 道路公園課    

宮下児童遊園 道路公園課    

目黒銀座児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

烏森児童遊園 道路公園課    

上四児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

中目黒一丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

別所坂児童遊園 道路公園課    

三田西児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

茶屋坂児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

 東部地区三田二丁目備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫  

目黒東児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

下二児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

不動前児童遊園 道路公園課    

下五児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

下六児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

油面住区ｾﾝﾀ-児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

五本木児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

上目黒住区ｾﾝﾀ-児童遊園 道路公園課    

中央町一丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

唐ヶ崎児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

五本木東児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

清水東児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

清水町児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

月光町児童遊園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

東町南児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

東原児童遊園 道路公園課 臨時集積所 地下貯留型災害用トイ

レ整備 

向原町児童遊園 道路公園課 臨時集積所 地下貯留型災害用トイ

レ整備 

向原おもだか児童遊園 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

原町児童遊園 道路公園課  下水道直結型災害用ト

イレ整備 

洗足二丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

碑文谷五丁目児童遊園 道路公園課 臨時集積所   
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施設 管理所管 区分 備考 

鷹番児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

三谷児童遊園 道路公園課    

桜森児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

平町児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

大岡山児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

緑が丘児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

緑が丘西児童遊園 道路公園課    

柿の木坂西児童遊園 道路公園課    

柿の木坂児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

曽根児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

第二曽根児童遊園 道路公園課    

八雲児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

宮前児童遊園 道路公園課 臨時集積所   

目黒川船入場 道路公園課 ボランティア待機場所等   

 川の資料館 道路公園課 目黒警察庁舎代替施設  

ふれあい橋 道路公園課     

不動ふれあい広場 道路公園課    

羅漢寺川ふれあい広場 道路公園課    

西小山ニコニコ広場 道路公園課 臨時集積所 下水道直結型災害用ト

イレ整備 

洗足駅前ふれあい広場 道路公園課 臨時集積所   

子の神ふれあい広場 道路公園課    

都立大学駅高架下広場 道路公園課    

駒場一丁目防災緑地 道路公園課     

上一防災ひろば 道路公園課     

合流点遊び場 道路公園課    

上目黒四丁目防災ひろば 道路公園課 臨時集積所   

目黒不動防災ひろば 道路公園課     

 東部地区目黒不動防災ひろば備蓄倉庫 防災課 備蓄倉庫  

ポケットオアシス清水 道路公園課 臨時集積所  

碑文谷一丁目遊び場 道路公園課     

都営碑文谷母子住宅遊び場 道路公園課     

碑文谷八幡宮児童遊び場 道路公園課     

熊野神社児童遊び場 道路公園課     

＊一時滞在施設は、東京都防災ホームページ掲載の「都立一時滞在施設情報（令和 5年 7 月 1日現在）」を引用 
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２ 避難所一覧 
 

地域避難所 

施設名  
 

所在地 指定避難所 
指定緊急避難場所 

地震 洪水 
内水 
氾濫 

崖崩れ 
大規模 
火災 

都立国際高等学校 駒場２－１９－５９ ○ ○    

※ 

駒場小学校 駒場３－１１－１３ ○ ○ ○ ○ ○ 
第一中学校 大橋２－１１－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
都立駒場高等学校 大橋２－１８－１ ○ ○    
菅刈小学校 青葉台３－３－２６ 

○ ○ 
○ ○  

菅刈公園 青葉台２－１１－２５    
東山中学校 東山１－２４－３１ ○ ○ ○ ○ ○ 
東山小学校 東山２－２４－２５ ○ ○ ○  ○ ○ 
烏森小学校 上目黒３－３７－２７ ○ ○ ○ ○ ○ 
めぐろ学校サポートセンター 中目黒３－６－１０ ○ ○ ○ ○ ○ 
中目黒小学校 中目黒３－１３－３２ ○ ○ ○ ○ ○ 
田道小学校 目黒１－１５－２８ ○ ○   ○ 
下目黒小学校 目黒２－７－９ ○ ○   ○ 
大鳥中学校 下目黒３－２３－１８ ○ ○ ○ ○ ○ 
不動小学校 下目黒６－１１－３５ ○ ○ ○ ○ ○ 
上目黒小学校 五本木１－１２－１３ ○ ○ ○ ○ ○ 
都立目黒高等学校 祐天寺２－７－１５ ○ ○    
油面小学校 中町１－５－４ ○ ○ ○ ○ ○ 
目黒中央中学校 中町２－３７－３８ ○ ○ ○ ○ ○ 
五本木小学校 五本木２－２４－３ ○ ○ ○ ○ ○ 
鷹番小学校 中央町１－２０－２６ ○ ○ ○ ○ ○ 
碑文谷公園 碑文谷６－９－１１ 

○ ○ 
   

碑文谷体育館 碑文谷６－１２－４３ ○ ○ ○ 
月光原小学校 目黒本町４－１５－３ ○ ○ ○ ○ ○ 
向原小学校 目黒本町６－７－１５ ○ ○   ○ 
第七中学校 碑文谷１－１－３３ ○ ○ ○ ○ ○ 
碑小学校 碑文谷１－１８－２ ○ ○ ○ ○ ○ 
原町小学校 原町２－１８－１２ ○ ○ ○ ○ ○ 
第九中学校 洗足１－２９－２６ ○ ○ ○ ○ ○ 
第八中学校 碑文谷４－１９－２５ ○ ○ ○ ○ ○ 
大岡山小学校 平町２－３－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
中根小学校 緑が丘１－１－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
第十一中学校 緑が丘１－８－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
緑ヶ丘小学校 緑が丘２－１３－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
自由ヶ丘学園高等学校 自由が丘２－２１－１ ○ ○    
宮前小学校 八雲３－１３－２１ ○ ○ ○ ○ ○ 
めぐろ区民キャンパス 八雲１－１－１ 

○ ○ 
○ ○ ○ 

都立桜修館中等教育学校 八雲１－１－２    
八雲小学校 八雲２－５－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
第十中学校 八雲５－２－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
東根小学校 東が丘１－２０－１ ○ ○ ○ ○ ○  

※ 震災時による火災現象による避難先は、東京都震災対策条例による避難場所（広域避難場所）。 

 

補完避難所 
施設名 所在地 

駒場住区センター（住区会議室） 駒場１－２２ー４ 

日本工業大学駒場中学校・高等学校 駒場１－３５ー３２ 

都立芸術高等学校跡地 大橋２－１８－５８ 

菅刈住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 青葉台２－１０-１８ 

菅刈公園和館 青葉台２－１１－２５ 

東山住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 東山２－２４－３０ 

東山地区センター（社会教育館） 東山３－２４－２ 
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２ 避難所一覧 
 

地域避難所 

施設名  
 

所在地 指定避難所 
指定緊急避難場所 

地震 洪水 
内水 
氾濫 

崖崩れ 
大規模 
火災 

都立国際高等学校 駒場２－１９－５９ ○ ○    

※ 

駒場小学校 駒場３－１１－１３ ○ ○ ○ ○ ○ 
第一中学校 大橋２－１１－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
都立駒場高等学校 大橋２－１８－１ ○ ○    
菅刈小学校 青葉台３－３－２６ 

○ ○ 
○ ○  

菅刈公園 青葉台２－１１－２５    
東山中学校 東山１－２４－３１ ○ ○ ○ ○ ○ 
東山小学校 東山２－２４－２５ ○ ○ ○  ○ ○ 
烏森小学校 上目黒３－３７－２７ ○ ○ ○ ○ ○ 
めぐろ学校サポートセンター 中目黒３－６－１０ ○ ○ ○ ○ ○ 
中目黒小学校 中目黒３－１３－３２ ○ ○ ○ ○ ○ 
田道小学校 目黒１－１５－２８ ○ ○   ○ 
下目黒小学校 目黒２－７－９ ○ ○   ○ 
大鳥中学校 下目黒３－２３－１８ ○ ○ ○ ○ ○ 
不動小学校 下目黒６－１１－３５ ○ ○ ○ ○ ○ 
上目黒小学校 五本木１－１２－１３ ○ ○ ○ ○ ○ 
都立目黒高等学校 祐天寺２－７－１５ ○ ○    
油面小学校 中町１－５－４ ○ ○ ○ ○ ○ 
目黒中央中学校 中町２－３７－３８ ○ ○ ○ ○ ○ 
五本木小学校 五本木２－２４－３ ○ ○ ○ ○ ○ 
鷹番小学校 中央町１－２０－２６ ○ ○ ○ ○ ○ 
碑文谷公園 碑文谷６－９－１１ 

○ ○ 
   

碑文谷体育館 碑文谷６－１２－４３ ○ ○ ○ 
月光原小学校 目黒本町４－１５－３ ○ ○ ○ ○ ○ 
向原小学校 目黒本町６－７－１５ ○ ○   ○ 
第七中学校 碑文谷１－１－３３ ○ ○ ○ ○ ○ 
碑小学校 碑文谷１－１８－２ ○ ○ ○ ○ ○ 
原町小学校 原町２－１８－１２ ○ ○ ○ ○ ○ 
第九中学校 洗足１－２９－２６ ○ ○ ○ ○ ○ 
第八中学校 碑文谷４－１９－２５ ○ ○ ○ ○ ○ 
大岡山小学校 平町２－３－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
中根小学校 緑が丘１－１－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
第十一中学校 緑が丘１－８－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
緑ヶ丘小学校 緑が丘２－１３－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
自由ヶ丘学園高等学校 自由が丘２－２１－１ ○ ○    
宮前小学校 八雲３－１３－２１ ○ ○ ○ ○ ○ 
めぐろ区民キャンパス 八雲１－１－１ 

○ ○ 
○ ○ ○ 

都立桜修館中等教育学校 八雲１－１－２    
八雲小学校 八雲２－５－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
第十中学校 八雲５－２－１ ○ ○ ○ ○ ○ 
東根小学校 東が丘１－２０－１ ○ ○ ○ ○ ○  

※ 震災時による火災現象による避難先は、東京都震災対策条例による避難場所（広域避難場所）。 

 

補完避難所 
施設名 所在地 

駒場住区センター（住区会議室） 駒場１－２２ー４ 

日本工業大学駒場中学校・高等学校 駒場１－３５ー３２ 

都立芸術高等学校跡地 大橋２－１８－５８ 

菅刈住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 青葉台２－１０-１８ 

菅刈公園和館 青葉台２－１１－２５ 

東山住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 東山２－２４－３０ 

東山地区センター（社会教育館） 東山３－２４－２ 
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烏森住区センター（住区会議室・老人いこいの家・児童
館） 

上目黒３－４４－２ 

東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス 上目黒１－９－１ 

中目黒ＧＴプラザホール 上目黒２－１－３ 

目黒学院高等学校 中目黒１－１－５０ 
中目黒スクエア（住区会議室・児童館・学童保育クラブ・
男女平等・共同参画センター・青少年プラザ） 

中目黒２－１０－１３ 

田道小学校内学童保育クラブ（目黒区民センター児童館
分室） 

目黒１－１５－２８ 

田道ふれあい館（住区会議室・エコプラザ） 目黒１－２５－２６ 

三田フレンズ（住区会議室レクリエーションホール） 三田１－１１－２６ 

三田防災街づくり会館 三田２－７－１ 
田道住区センター三田分室（住区会議室・老人いこいの
家） 

三田２－１０－３３ 

目黒区民センター（中小企業センター・中小企業センタ
ーホール・消費生活センター・勤労福祉会館・社会教育
館・体育館・児童館・学童保育クラブ） 

目黒２－４－３６ 

下目黒住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 下目黒２－２０－１９ 

多摩大学目黒中学校・高等学校 下目黒４－１０－２４ 

不動住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 下目黒６－８－２３ 

上目黒住区センター（住区会議室・児童館） 祐天寺２－６－６ 

宗教法人祐天寺 中目黒５－２４－５３ 
中央町さくらプラザ（社会教育館・住区会議室・レクリ
エーションホール） 

中央町２－４－１８ 

油面住区センター（住区会議室・児童館） 中町１－６－２３ 

アトリオドゥーエ碑文谷 碑文谷５－１３－１２ 

五本木住区センター（住区会議室・児童館） 中央町２－１７－２ 

鷹番住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 鷹番３－１７－２０ 

立正佼成会目黒教会 碑文谷５－５－８ 

月光原住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 目黒本町４－１６－１８ 

南部地区センター（社会教育館） 目黒本町２－１－２０ 

宗教法人円融寺 碑文谷１－２２－２２ 
向原住区センター（住区会議室・老人いこいの家・児童
館） 

目黒本町５－２２－１１ 

原町住区センター（住区会議室・児童館） 南１－８－９ 

碑住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 碑文谷２－１６－６ 

大岡山西住区センター（住区会議室） 平町１－１５－１２ 

大岡山東住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 碑文谷３－１５－５ 

中根小学校内学童保育クラブ（緑が丘児童館分室） 緑が丘１－１－１ 

中根住区センター（住区会議室・老人いこいの家）） 大岡山１－３７－２ 

自由が丘住区センター（住区会議室） 自由が丘１－２４－１２ 

緑が丘コミュニティセンター本館（緑が丘文化会館） 緑が丘２―１４－２３ 
宮前小学校内学童保育クラブ（八雲住区センター児童館
分室） 

八雲３－１３－２１ 

自由が丘住区センター宮前分室（住区会議室・老人いこ
いの家） 

八雲３－２２－１５ 

八雲住区センター中根一丁目会議室（住区会議室） 中根１－１０－２２ 
八雲住区センター（住区会議室・老人いこいの家・児童
館・学童保育クラブ） 

八雲１－１０－５ 

八雲学園中学校・高等学校 八雲２－１４－１ 

東根住区センター（住区会議室・老人いこいの家） 東が丘１－７－１４ 
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福祉避難所 
          施設名           所在地 

駒場苑 大橋２－１９－１ 

大橋えのき園 大橋２－１９－３８ 

青葉台さくら苑 青葉台３－２１－６ 

駒場保育園 駒場１－２２－１ 

ひがしやまホーム 東山３－２４－６ 

なかめぐろホーム 中目黒５－７－３５ 

田道ふれあい館（高齢者センター） 目黒１－２５－２６ 

田道ふれあい館（在宅ケア多機能センター） 目黒１－２５－２６ 

田道保育園 目黒３－４－４ 

さんホーム目黒 目黒３－２０－８ 

下目黒福祉工房 下目黒３－１０－２ 

こぶしえん（特別養護老人ホーム） 下目黒６－１８－２ 

こぶしえん（障害者支援施設） 下目黒６－１８－２ 

目黒本町福祉工房 目黒本町１－１４－２４ 
かみよん工房 上目黒４－１－２６ 
中町保育園 中町２－３７－１５ 

ひまわりプラザ（すくすくのびのび園） 中央町２－２３－２４ 

スマイルプラザ中央町 中央町２－３２－５ 

目黒中央の家 中央町２－３２－２３ 

清徳苑 目黒本町４－２－１ 

南保育園 南１－１８－３０ 

八雲保育園 八雲３－１０－１８ 

心身障害者センター あいアイ館 八雲１－１－８ 

ひがしがおかホーム 東が丘１－６－４ 

東が丘障害福祉施設 東が丘１‐２１‐１５ 
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福祉避難所 
          施設名           所在地 

駒場苑 大橋２－１９－１ 

大橋えのき園 大橋２－１９－３８ 

青葉台さくら苑 青葉台３－２１－６ 

駒場保育園 駒場１－２２－１ 

ひがしやまホーム 東山３－２４－６ 

なかめぐろホーム 中目黒５－７－３５ 

田道ふれあい館（高齢者センター） 目黒１－２５－２６ 

田道ふれあい館（在宅ケア多機能センター） 目黒１－２５－２６ 

田道保育園 目黒３－４－４ 

さんホーム目黒 目黒３－２０－８ 

下目黒福祉工房 下目黒３－１０－２ 

こぶしえん（特別養護老人ホーム） 下目黒６－１８－２ 

こぶしえん（障害者支援施設） 下目黒６－１８－２ 

目黒本町福祉工房 目黒本町１－１４－２４ 
かみよん工房 上目黒４－１－２６ 
中町保育園 中町２－３７－１５ 

ひまわりプラザ（すくすくのびのび園） 中央町２－２３－２４ 

スマイルプラザ中央町 中央町２－３２－５ 

目黒中央の家 中央町２－３２－２３ 

清徳苑 目黒本町４－２－１ 

南保育園 南１－１８－３０ 

八雲保育園 八雲３－１０－１８ 

心身障害者センター あいアイ館 八雲１－１－８ 

ひがしがおかホーム 東が丘１－６－４ 

東が丘障害福祉施設 東が丘１‐２１‐１５ 
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３ 備蓄倉庫一覧 
 

地 区 名 称 所 在 地 
面積 
（㎡） 

設置 
年度 

備  考 

北  部 
（710.56 ㎡） 

北部地区青葉台備
蓄倉庫 

青葉台 1－27－14 22.14 Ｒ３ 
新上六町会の防災資機
材格納庫の隣 

北部地区上目黒備
蓄倉庫 

上目黒２－48－
２ 

61.20 Ｓ53 目黒区土木事務所 

北部地区備蓄倉庫 
青葉台２－10－
27 

344.68 Ｓ55 菅刈保育園 

北部地区大坂橋下
備蓄倉庫 

青葉台３－６－
19 

26.56 Ｈ27  

北部地区東山公園
備蓄倉庫 

東山２－18－８ 202.50 Ｈ22  

東山小学校内防災
備蓄倉庫 

東山 2－24－25 53.74 Ｈ30 
東山小学校 
地域避難所防災倉庫と
兼用 

東  部 
（957.74 ㎡） 

東部地区田道備蓄
倉庫 

目黒１－25－26 173.68 Ｈ４ 田道ふれあい館 

東部地区下目黒備
蓄倉庫 

目黒３－４－４ 221.57 Ｈ５ 田道保育園 

東部地区中目黒公
園備蓄倉庫 

中目黒２－３－
14 

210.24 Ｈ14  

東部地区目黒不動
防災ひろば備蓄倉庫 

下目黒３－10－
22 

35.96 Ｈ22  

東部地区こぶしえ
ん備蓄倉庫 

下目黒６－18－
２ 

212.75 Ｒ２  

東部地区三田フレ
ンズ備蓄倉庫 

三田１－11－26 84.46 Ｈ25 三田フレンズ 

東部地区三田２丁
目備蓄倉庫 

三田２－６－３ 19.44 Ｈ25 茶屋坂児童遊園 

中  央 
（874.06 ㎡） 

中央地区備蓄倉庫 
中央町１－９－
７ 

402.31 Ｈ９ 防災センター 

中央地区目黒中
央の家備蓄倉庫 

中央町２－32－
23 

201.56 Ｒ１ 目黒中央の家内 

中央地区碑文谷体
育館備蓄倉庫 

碑文谷６－12－
43 

236.89 Ｈ13 
地域避難所防災倉庫と
兼用 

中央地区五本木二
丁目備蓄倉庫 

五本木２－20－
23 

33.30 Ｈ22  

南  部 
（316.89 ㎡） 

南部地区備蓄倉庫 
目黒本町 2－1－
20 

316.89 Ｓ56 南部地区センター 

西  部 
（691.37 ㎡） 

西部地区備蓄倉庫 八雲３－13－21 341.35 Ｓ59 
宮前小学校 
地域避難所防災倉庫と
兼用 

西部地区応急対策
資機材等倉庫 

八雲１－１－８ 350.02 Ｈ12 
めぐろ区民キャンパス 
地域避難所防災倉庫と
兼用 

地区備蓄倉庫合計 3,550.62   

地域避難所防災倉庫（35ヵ所） 744.81  備蓄倉庫利用は含まず 

総  合  計 4,295.43   

  



資料編 

第１章 震災対策資料 ／ 第２節 施設・備蓄等 
48 

４ 地域避難所防災倉庫一覧 
 

 地域避難所名等 倉庫面積 

（㎡） 

設置年度 備    考 

北 
 

部 

都立国際高等学校 14.4  平成 11年度   

駒場小学校 14.4  平成５年度  

第一中学校 14.4  平成３年度  

都立駒場高等学校 14.4  平成 10年度   

菅刈小学校 23.82  
平成５年度 

平成 30年度 

14.4 ㎡+4.71 ㎡+4.71 ㎡（菅刈公

園） 

東山中学校 14.4  平成３年度  

東山小学校 （53.74）  平成 30年度 東山小学校内防災備蓄倉庫利用 

烏森小学校 9.6  平成７年度  

東 
 

部 

めぐろ学校サポートセンター 14.4 平成４年度  

中目黒小学校 21.0  平成２年度 学校倉庫利用 

田道小学校 14.4  平成７年度   

下目黒小学校 24.33  
平成４年度 

平成 30年度 
14.4㎡+9.93㎡ 

大鳥中学校 20.97  
平成５年度 

平成 30年度 
14.4㎡+6.57㎡ 

不動小学校 14.4  平成４年度   

 

中 

               

央 

  

上目黒小学校 16.8  平成４年度 9.6㎡＋7.2㎡ 

都立目黒高等学校 14.4  平成 11年度  

油面小学校 78.4  平成５年度 空教室も利用 

目黒中央中学校 17.32  平成７年度  

五本木小学校 30.0  平成７年度 学校倉庫利用 

鷹番小学校 19.11  平成５年度 14.4㎡+4.71㎡(簡易倉庫も利用) 

碑文谷公園  4.71(236.89） 平成 13年度 4.71 ㎡+碑文谷体育館備蓄倉庫利

用 

南 

  

部  

月光原小学校 14.4  平成５年度   

向原小学校 13.71  平成５年度 学校倉庫利用＋簡易倉庫 

第七中学校 41.6  平成６年度 9.6㎡＋32.0㎡（空教室も利用） 

碑小学校 48.8  平成３年度 学校倉庫利用 

原町小学校 14.4  平成４年度   

第九中学校 73.6  平成７年度 9.6㎡＋64.0㎡（空教室も利用） 

第八中学校 14.4  平成４年度  

西 

  

部 

 

大岡山小学校 14.4  平成５年度   

中根小学校 20.6  平成２年度 中根住区センター倉庫利用 

第十一中学校 14.45  平成６年度 12.0 ㎡＋2.45 ㎡（簡易倉庫も利

用） 緑ヶ丘小学校 14.4  平成７年度   

自由ヶ丘学園高等学校 4.41 平成 30年度  

宮前小学校  （341.35） 昭和 59年度 西部地区備蓄倉庫利用 

めぐろ区民キャンパス・ 

都立桜修館中等教育学校 
(350.02) 平成 12年度 応急対策資機材等倉庫利用 

八雲小学校 14.4  平成６年度  

第十中学校 16.78  平成４年度 14.4㎡+2.38㎡(簡易倉庫も利用) 

東根小学校 28.8  平成４年度 14.4㎡２棟 

計 
７４４．８１㎡（備蓄倉庫利用は

含まず） 
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４ 地域避難所防災倉庫一覧 
 

 地域避難所名等 倉庫面積 

（㎡） 

設置年度 備    考 

北 
 

部 

都立国際高等学校 14.4  平成 11 年度   

駒場小学校 14.4  平成５年度  

第一中学校 14.4  平成３年度  

都立駒場高等学校 14.4  平成 10 年度   

菅刈小学校 23.82  
平成５年度 

平成 30 年度 

14.4 ㎡+4.71 ㎡+4.71 ㎡（菅刈公

園） 

東山中学校 14.4  平成３年度  

東山小学校 （53.74）  平成 30 年度 東山小学校内防災備蓄倉庫利用 

烏森小学校 9.6  平成７年度  

東 
 

部 

めぐろ学校サポートセンター 14.4 平成４年度  

中目黒小学校 21.0  平成２年度 学校倉庫利用 

田道小学校 14.4  平成７年度   

下目黒小学校 24.33  
平成４年度 

平成 30 年度 
14.4㎡+9.93㎡ 

大鳥中学校 20.97  
平成５年度 

平成 30 年度 
14.4㎡+6.57㎡ 

不動小学校 14.4  平成４年度   

 

中 

               

央 

  

上目黒小学校 16.8  平成４年度 9.6㎡＋7.2㎡ 

都立目黒高等学校 14.4  平成 11 年度  

油面小学校 78.4  平成５年度 空教室も利用 

目黒中央中学校 17.32  平成７年度  

五本木小学校 30.0  平成７年度 学校倉庫利用 

鷹番小学校 19.11  平成５年度 14.4㎡+4.71㎡(簡易倉庫も利用) 

碑文谷公園  4.71(236.89） 平成 13 年度 4.71 ㎡+碑文谷体育館備蓄倉庫利

用 

南 

  

部  

月光原小学校 14.4  平成５年度   

向原小学校 13.71  平成５年度 学校倉庫利用＋簡易倉庫 

第七中学校 41.6  平成６年度 9.6㎡＋32.0㎡（空教室も利用） 

碑小学校 48.8  平成３年度 学校倉庫利用 

原町小学校 14.4  平成４年度   

第九中学校 73.6  平成７年度 9.6㎡＋64.0㎡（空教室も利用） 

第八中学校 14.4  平成４年度  

西 

  

部 

 

大岡山小学校 14.4  平成５年度   

中根小学校 20.6  平成２年度 中根住区センター倉庫利用 

第十一中学校 14.45  平成６年度 12.0 ㎡＋2.45 ㎡（簡易倉庫も利

用） 緑ヶ丘小学校 14.4  平成７年度   

自由ヶ丘学園高等学校 4.41 平成 30 年度  

宮前小学校  （341.35） 昭和 59 年度 西部地区備蓄倉庫利用 

めぐろ区民キャンパス・ 

都立桜修館中等教育学校 
(350.02) 平成 12 年度 応急対策資機材等倉庫利用 

八雲小学校 14.4  平成６年度  

第十中学校 16.78  平成４年度 14.4㎡+2.38㎡(簡易倉庫も利用) 

東根小学校 28.8  平成４年度 14.4㎡２棟 

計 
７４４．８１㎡（備蓄倉庫利用は

含まず） 
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５ 防災区民組織 防災資機材格納庫一覧表 
 

組織名称 資機材格納庫 所在地 Ｃ級 Ｄ級 
救助 
資材 

設立 
年月 

青葉台日向町会防災区民組織 青葉台 1-6-48 青葉台一丁目アパート倉庫  1 1 54・02 
新上六町会防災区民組織 青葉台 1-27  1 1 52・11 

東山三丁目自治会防災部 
東山 3-13-16 東山三丁目防災器具置場   1 

51・04 
東山 3-16-7 東山貝塚公園  1  

上八町会防災区民組織 青葉台 3-6-19青葉台三丁目防災器具置場  1 1 52・03 

上八北自治会防災区民組織 
青葉台 4-7-29 大坂上児童遊園  1 1 

53・05 
大橋 2-10-16 大橋家族待機宿舎  1  

氷川台町会防災区民組織 大橋 2-16-4 都営アパート  1 1 50・06 

駒場町会防災隊 
駒場 1-22-4 駒場住区センター  1 1 

52・02 駒場 2-17-20 駒場野公園拡張部  1 1 
駒場 4-6-1 東大先端研究センター  1 1 

上四町会防災区民組織 上目黒 4-1-28 上四町会事務所  1 1 50・12 
目黒宿山町会防災部 上目黒 5-5-9 宿山交番跡地  1 1 50・12 

上三烏森町会防災区民組織 
上目黒 3-37-27 烏森小学校  1 1 

53・03 
上目黒 3-39-20 上目黒桜祐保育園  1  

上一東町会防災区民組織 上目黒 1-6 目黒川河川敷  1 1 51・08 
上二東町会防災隊 上目黒 2-14-9 目黒銀座児童遊園  1 1 58・03 
上目黒一丁目町会防災区民組
織 

南部地区備蓄倉庫に一時保管 1  1 50・12 

伊勢脇町会防災区民組織 上目黒 2-32-19 伊勢脇公園  1 1 56・03 
上三町会防災区民組織      －   1 55・03 
中目黒八幡町会防災区民組織 中目黒 4-15-21 八幡公園  1 1 55・03 

中二北町会防災隊 
中目黒 2-1-1 都中目黒職員住宅    

54・03 
中目黒 2-4-1 東京地方裁判所中目黒庁舎  1 1 

中二北町会婦人部防災隊 
中目黒 2-1-1 都中目黒職員住宅    

54・03 
中目黒 2-4-1 東京地方裁判所中目黒庁舎  1 1 

田道町会防災部 
三田 2-15-15 茶屋坂街かど公園  1  

55・11 
中目黒 4-13-9 中目黒南緑地公園  1 1 

一・一町会防災区民組織      －   1 61・03 
下目黒一丁目町会防災部 目黒 1-22-1 都営住宅内  1 1 56・03 
大鳥町会防災区民組織 下目黒 2-20-19 下目黒住区センター  1 1 54・03 
下二南防災隊 下目黒 2-14-10 下二南街かど公園  1 1 50・12 
下町町会防災部消火班 下目黒 2-6-1 下二児童遊園 1  1 49・12 

不動前町会第一消火隊 
下目黒 3-7-9 トーワマンション  1 1 

52・03 
下目黒 3-10-22 目黒不動防災ひろば  1 1 

目黒三田町会防災部 
三田 1-11-12 区道 311 号高架下  1 1 

54・09 
三田 2-6-3 三田二丁目防災器具置場  １   

下中町会防災隊 下目黒 3-21-9 不動公園  1  60・03 
小滝町会防災区民組織      －   1 55・10 
下五防災隊      －   1 57・03 

目黒原町会防災隊 
中町 1-6-23 油面住区センター    

49・12 
下目黒 6-16-3 下六児童遊園   1 

大塚山町会防災隊 目黒 4-5-28 大塚山公園  1 1 57・06 
中町東町会防災区民組織 中町 1-16-22 油面公園  1 1 54・11 
中目黒五丁目町会防災部 中目黒 5-21-11 区道路敷地  1 1 51・08 
祐天寺町会防災区民組織 祐天寺 1-21-7 祐天寺一丁目ふれあい公園  1 1 51・09 
五本木西町会消火隊 五本木 3-13-5 五本木西みどり街かど公園  1 1 54・03 
五本木中町会消火隊 五本木 2-24 五本木小学校隣  1 1 55・09 
五本木北町会防災区民組織 五本木 1-17-18 田切公園  1 1 53・03 
五本木東町会消火隊 中央町 2-17-2 五本木住区センター  1 1 50・12 

五本木上町会区民防災隊 
五本木 2-19-6 五本木ふれあい街かど公園  1 1 

58・03 
中町 2-45 桜レジデンス    
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組織名称 資機材格納庫 所在地 Ｃ級 Ｄ級 
救助 
資材 

設立 
年月 

祐天寺自治会防災隊 祐天寺 2-6-6 上目黒住区センター  2 1 55・03 
中央中町会中央中消火隊 中町 2-34-14 三角山公園 1  1 49・12 
中央中第二防災隊 中央町 2-24-1 唐ヶ崎児童遊園  1  59・03 
碑文谷六丁目自治会消火隊 碑文谷 6-9-11 碑文谷公園 1 1 1 50・12 
三谷北町会消火隊 鷹番 3-19-3 三谷児童遊園 1   50・12 
三谷北町会第二自治消防隊 鷹番 3-17-7 鷹番住区センター 1  1 H07・09 
碑文谷町会消火隊 碑文谷 2-11-18 目黒消防署碑文谷出張所 1  1 49・12 
鷹番一・二丁目消火隊 鷹番 2-17-9 鷹番町会会館 1 1 1 49・12 
中央町一丁目町会防災区民組
織 

中央町 1-10 中央町自転車集積所  1 1 51・10 

清水東町民消火隊 
目黒本町 1-6-25 ポケットオアシス清水  1  

56・03 
目黒本町 1-10-6 こなべ野公園  1 1 

清水町会消火隊 目黒本町 2-3-16 清水町児童遊園 1  1 49・12 
目黒本町東町会防災部 目黒本町 3-5-13 補助 26号線脇 1 1 1 50・12 
目黒本町五丁目西町会防災部 目黒本町 5-22-11 向原住区センター  1 1 50・12 

目黒本町五丁目南町会消火隊 
目黒本町 5-9-11 金杉原南緑地公園   1 1 

52・09 
目黒本町 5-4-16 本町みなみ街かど公園  1  

目黒本町北町会防災隊 目黒本町 5-17-15 ホーム月光原  1 1 52・03 
向原東町会第一防災隊 目黒本町 6-3-22 向原町児童遊園  1 1 49・12 
向原東町会第二防災隊 目黒本町 6-17-10 向原おもだか児童遊園  1 1 56・11 
向原西町会防災区民組織 目黒本町 6-13-14 向原西街かど公園  1 1 50・12 

月光町会防災隊 
目黒本町 3-13-18 月光原公園 1  1 

53・08 
目黒本町 4-3-5 月光町児童遊園  1  

碑一防災隊 
碑文谷 1-17-10 碑文谷一丁目遊び場  1 1 

52・10 
碑文谷 1-22-22 円融寺  1  

南二丁目防災団      －   1 53・02 
南三丁目町会防災部      －    57・03 
南三丁目東町会防災区民組織      －    59・03 

南一丁目町会防災部 
南 1-11 区営南一丁目住宅 1  1 

51・02 
南 1-22-7 南一丁目緑地公園  1  

洗足二丁目町会防災組織 洗足 2-18 洗足ひだまり公園   1 51・04 
洗足北町会防災隊 洗足 1-29-26 第九中学校 1  1 53・03 
洗足北町会婦人部防災隊 洗足 1-9-5 洗足北街かど公園  1  57・08 

原町一丁目町会防災部 
原町 1-3-16 西小山公園 1  1 

53・03 
原町 1-17-6 西小山ニコニコ広場  1  

原町西町会消火隊 
原町 1-24-10 原町たんぽぽ公園  1  

51・06 
原町 2-2-14 原町老人いこいの家避難路 1  1 

自由が丘町会防災部 
自由が丘 2-8-18 自由が丘公園  1 1 

49・12 
自由が丘 2-6-9 マンション内    

自由が丘商店街市民消火隊 自由が丘 1-24 熊野神社  1 1 52・11 
緑が丘自治会防災部 緑が丘 1-13-8 緑が丘児童遊園  1 1 54・05 
緑が丘西地区自治会本通隊 緑が丘 2-13-1 緑ヶ丘小学校  1 1 52・02 
グリーンロード隊 緑が丘 2-25、自由が丘 1-5 あいだ区道敷地  1 1 52・02 
中根東町会防災区民組織 中根 2-6-33 中根公園   1 53・02 
中根西町会防災区民組織 中根 1-20-13 町会事務所  1 1 H07・05 
平町会消火隊 平町 1-15-2 平町会事務所  1 1 49・12 
大岡山町会区民組織 大岡山 1-17-8 大岡山児童遊園   1 56・03 
大岡山西町会防災区民組織      －   1 56・03 
柿の木坂町会防災区民組織 柿の木坂 1-6-8 住友様方  1 1 59・03 
西柿の木坂町会災害防災隊 柿の木坂 2-29-1 柿の木坂児童遊園  1 1 53・03 
柿の木坂みどり町会消火隊 柿の木坂 3-6-9 曽根児童遊園  1  60・03 
柿の木坂西町会防災区民組織 柿の木坂 2-29-1 柿の木坂児童遊園  1 1 51・11 
宮前消火隊 八雲 3-22-15 自由が丘住区宮前分室  1 1 49・12 
八雲町会防災隊 八雲 5-7-2 衾町公園  1 1 51・05 
芳窪町会防災区民組織 東が丘 1-7-14 東根住区センター  1 1 56・08 
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組織名称 資機材格納庫 所在地 Ｃ級 Ｄ級 
救助 
資材 

設立 
年月 

祐天寺自治会防災隊 祐天寺 2-6-6 上目黒住区センター  2 1 55・03 
中央中町会中央中消火隊 中町 2-34-14 三角山公園 1  1 49・12 
中央中第二防災隊 中央町 2-24-1 唐ヶ崎児童遊園  1  59・03 
碑文谷六丁目自治会消火隊 碑文谷 6-9-11 碑文谷公園 1 1 1 50・12 
三谷北町会消火隊 鷹番 3-19-3 三谷児童遊園 1   50・12 
三谷北町会第二自治消防隊 鷹番 3-17-7 鷹番住区センター 1  1 H07・09 
碑文谷町会消火隊 碑文谷 2-11-18 目黒消防署碑文谷出張所 1  1 49・12 
鷹番一・二丁目消火隊 鷹番 2-17-9 鷹番町会会館 1 1 1 49・12 
中央町一丁目町会防災区民組
織 

中央町 1-10 中央町自転車集積所  1 1 51・10 

清水東町民消火隊 
目黒本町 1-6-25 ポケットオアシス清水  1  

56・03 
目黒本町 1-10-6 こなべ野公園  1 1 

清水町会消火隊 目黒本町 2-3-16 清水町児童遊園 1  1 49・12 
目黒本町東町会防災部 目黒本町 3-5-13 補助 26号線脇 1 1 1 50・12 
目黒本町五丁目西町会防災部 目黒本町 5-22-11 向原住区センター  1 1 50・12 

目黒本町五丁目南町会消火隊 
目黒本町 5-9-11 金杉原南緑地公園   1 1 

52・09 
目黒本町 5-4-16 本町みなみ街かど公園  1  

目黒本町北町会防災隊 目黒本町 5-17-15 ホーム月光原  1 1 52・03 
向原東町会第一防災隊 目黒本町 6-3-22 向原町児童遊園  1 1 49・12 
向原東町会第二防災隊 目黒本町 6-17-10 向原おもだか児童遊園  1 1 56・11 
向原西町会防災区民組織 目黒本町 6-13-14 向原西街かど公園  1 1 50・12 

月光町会防災隊 
目黒本町 3-13-18 月光原公園 1  1 

53・08 
目黒本町 4-3-5 月光町児童遊園  1  

碑一防災隊 
碑文谷 1-17-10 碑文谷一丁目遊び場  1 1 

52・10 
碑文谷 1-22-22 円融寺  1  

南二丁目防災団      －   1 53・02 
南三丁目町会防災部      －    57・03 
南三丁目東町会防災区民組織      －    59・03 

南一丁目町会防災部 
南 1-11 区営南一丁目住宅 1  1 

51・02 
南 1-22-7 南一丁目緑地公園  1  

洗足二丁目町会防災組織 洗足 2-18 洗足ひだまり公園   1 51・04 
洗足北町会防災隊 洗足 1-29-26 第九中学校 1  1 53・03 
洗足北町会婦人部防災隊 洗足 1-9-5 洗足北街かど公園  1  57・08 

原町一丁目町会防災部 
原町 1-3-16 西小山公園 1  1 

53・03 
原町 1-17-6 西小山ニコニコ広場  1  

原町西町会消火隊 
原町 1-24-10 原町たんぽぽ公園  1  

51・06 
原町 2-2-14 原町老人いこいの家避難路 1  1 

自由が丘町会防災部 
自由が丘 2-8-18 自由が丘公園  1 1 

49・12 
自由が丘 2-6-9 マンション内    

自由が丘商店街市民消火隊 自由が丘 1-24 熊野神社  1 1 52・11 
緑が丘自治会防災部 緑が丘 1-13-8 緑が丘児童遊園  1 1 54・05 
緑が丘西地区自治会本通隊 緑が丘 2-13-1 緑ヶ丘小学校  1 1 52・02 
グリーンロード隊 緑が丘 2-25、自由が丘 1-5 あいだ区道敷地  1 1 52・02 
中根東町会防災区民組織 中根 2-6-33 中根公園   1 53・02 
中根西町会防災区民組織 中根 1-20-13 町会事務所  1 1 H07・05 
平町会消火隊 平町 1-15-2 平町会事務所  1 1 49・12 
大岡山町会区民組織 大岡山 1-17-8 大岡山児童遊園   1 56・03 
大岡山西町会防災区民組織      －   1 56・03 
柿の木坂町会防災区民組織 柿の木坂 1-6-8 住友様方  1 1 59・03 
西柿の木坂町会災害防災隊 柿の木坂 2-29-1 柿の木坂児童遊園  1 1 53・03 
柿の木坂みどり町会消火隊 柿の木坂 3-6-9 曽根児童遊園  1  60・03 
柿の木坂西町会防災区民組織 柿の木坂 2-29-1 柿の木坂児童遊園  1 1 51・11 
宮前消火隊 八雲 3-22-15 自由が丘住区宮前分室  1 1 49・12 
八雲町会防災隊 八雲 5-7-2 衾町公園  1 1 51・05 
芳窪町会防災区民組織 東が丘 1-7-14 東根住区センター  1 1 56・08 
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組織名称 資機材格納庫 所在地 Ｃ級 Ｄ級 
救助 
資材 

設立 
年月 

大原町会防災組織隊 八雲 5-18-20 区営八雲五丁目アパート  1 1 54・02 
合  計 15 77 82  

 

 

６ 防災器具置場一覧 
 

住区センター別の防災器具置場一覧  

住区 施設名 所在地 防災器具置場使用団体等 

駒 場 駒場住区センター 駒場１－22－４ 駒場町会防災隊 

菅 刈 菅刈住区センター 青葉台２－10－27 備蓄倉庫（防災課） 

東 山 東山住区センター 東山 2－24－30  

烏 森 烏森住区センター 上目黒３－44－２ 消防団第２分団 

中 目 黒 中目黒住区センター 中目黒２－10－13  

田 道 
田道住区センター 目黒１－25－26  

田道住区三田分室 三田２－10－33  

下 目 黒 下目黒住区センター 下目黒２－20－19 大鳥町会防災区民組織 

不 動 不動住区センター 下目黒６－８－23 消防団第５分団 

上 目 黒 上目黒住区センター 祐天寺２－６－６ 
祐天寺自治会防災隊 

消防団第６分団 

油 面 油面住区センター 中町１－６－23 
目黒原町会防災隊 

消防団第５分団 

五 本 木 五本木住区センター 中央町２－17－２ 五本木東町会防災隊 

鷹 番 鷹番住区センター 鷹番３－17－20 三谷北町会消火隊 

月 光 原 月光原住区センター 目黒本町４－16－18  

向 原 向原住区センター 目黒本町５－22－11 
目黒本町五丁目西町会防災部 

消防団第８分団 

碑 碑住区センター 碑文谷２－16－６  

原 町 原町住区センター 南１－８－９  

大岡山東 大岡山東住区センター 碑文谷３－15－５  

大岡山西 大岡山西住区センター 平町１－15－12 
消防団第 11分団 

平町市民消火隊 

中 根 中根住区センター 大岡山１－37－２ 中根小学校 防災倉庫 

自由が丘 
自由が丘住区センター 自由が丘１－24－12 消防団第 10分団 

自由が丘住区宮前分室 八雲３－22－15 宮前消火隊 

八 雲 八雲住区センター 八雲１－10－５ 消防団第 11分団 

東 根 東根住区センター 東が丘１－７－14 
芳窪町会防災区民組織 

消防団第 12分団 

 

  



資料編 

第１章 震災対策資料 ／ 第２節 施設・備蓄等 
52 

住区センター以外の防災器具置場  

住区名 名称 所在地 防災器具置場使用団体等 

菅  刈 青葉台三丁目防災器具置場 青葉台 3－6－19   上八町会防災区民組織 

東  山 東山三丁目防災器具置場 東山３－13－16 

（東山児童遊園） 

東山三丁目自治会防災区民組織 

消防団第１分団 

田  道 

 

三田二丁目防災器具置場 三田２－６－３ 三田町会防災部 

三田防災街づくり会館 三田２－７－１ 三田町会防災部 

消防団第４分団 

月 光 原 目黒本町二丁目防災倉庫 目黒本町２－１－20 消防団第８分団 

自由が丘 緑が丘二丁目防災器具置場 緑が丘２－７－20 消防団第 10 分団 

八  雲 めぐろ区民キャンパス防災器具

置場 

八雲１－１－８ 消防団第 12 分団 
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住区センター以外の防災器具置場  

住区名 名称 所在地 防災器具置場使用団体等 

菅  刈 青葉台三丁目防災器具置場 青葉台 3－6－19   上八町会防災区民組織 

東  山 東山三丁目防災器具置場 東山３－13－16 

（東山児童遊園） 

東山三丁目自治会防災区民組織 

消防団第１分団 

田  道 

 

三田二丁目防災器具置場 三田２－６－３ 三田町会防災部 

三田防災街づくり会館 三田２－７－１ 三田町会防災部 

消防団第４分団 

月 光 原 目黒本町二丁目防災倉庫 目黒本町２－１－20 消防団第８分団 

自由が丘 緑が丘二丁目防災器具置場 緑が丘２－７－20 消防団第 10 分団 

八  雲 めぐろ区民キャンパス防災器具

置場 

八雲１－１－８ 消防団第 12 分団 
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第２ 広域避難場所 
 

１ 大地震火災時における目黒区の広域避難場所 
 

番号 避難場所 区域面積 避難有効面積 利用区 避難計画人口 

40 駒場東大一帯 394,096㎡ 222,874 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 
渋谷区 

42,653人 

41 中目黒公園一帯 197,428㎡ 104,368 ㎡ 
目黒区 

70,886人 

42 世田谷公園一帯 286,870㎡ 165,906 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 49,185人 

43 東京工業大学 259,195㎡ 109,739 ㎡ 
品川区 
目黒区 
大田区 

94,529人 

57 駒沢オリンピック公園一帯 492,406㎡ 314,497 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 

155,128人 

156 林試の森公園 181,033㎡ 106,136 ㎡ 
品川区 
目黒区 

98,859人 

158 恵比寿ガーデンプレイス 107,943㎡ 54,245 ㎡ 
目黒区 
渋谷区 

36,924人 

238 駒場地区 192,063 ㎡ 109,951 ㎡ 
目黒区 
世田谷区 

34,393人 

 

 

２ 避難地区割当 
 

避難場所 避難割当地区（丁目） 
駒場東大一帯 駒場 3,4   

世田谷区の一部、渋谷区の一部 

中目黒公園一帯 
上目黒 2  中目黒 3,4,5  三田 2  目黒 1,2,3,4  下目黒 1,2と 3,4,5,６の各一部 中
町 1,2  祐天寺 1,2  

世田谷公園一帯 
東山 1,2,3  上目黒 3,4,5  五本木 1,2,3 
世田谷区の一部 

東京工業大学 
原町 1,2  洗足 1,2  南 1,2,3  大岡山 1,2  緑が丘 1,2,3 
品川区の一部、大田区の一部 

駒沢オリンピッ
ク公園一帯 

中央町 1,2  目黒本町 2  碑文谷 1,2,3,4,5,6  鷹番 1,2,3  平町 1,2 
自由が丘 1,2,3   中根 1,2   柿の木坂 1,2,3  八雲 1,2,3,4,5  東が丘 1,2 
世田谷区の一部 

林試の森公園 
下目黒 3,4,5,6の各一部 目黒本町 1,3,4,5,6 
品川区の一部 

恵比寿ガーデン
プレイス 

三田 1 
渋谷区の一部 

駒場地区 
駒場 1,2 大橋 1,2 
世田谷区の一部 

 
 
※ 地区内残留地区 
 

地区内残留地区 所在地 

青葉台、目黒地区 青葉台 1,2,3,4 上目黒 1 中目黒 1,2 
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第３ 備蓄 
 

１ 備蓄倉庫及び地域避難所防災倉庫 食糧・生活必需品の備蓄状況 

 

備蓄状況一覧 単位 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫 防災拠点（住区センター） 補完避難所 福祉避難所 その他施設 施設利用者用
小中学校・こども園・幼稚園

施設利用者用
保育園

施設利用者用
学童・児童館 合計

ビスケット 食 168,320 56,576 7,040 4,480 0 1,536 42,752 2,048 9,600 292,352

α化米 食 176,950 0 0 0 0 450 0 3,450 0 180,850

クラッカー 食 13,650 3,920 350 0 0 12,810 0 0 0 30,730

ソフトビスケット 食 15,480 32,400 0 0 0 0 0 0 0 47,880

アレルギー対応クッキー 食 3,696 1,776 0 0 0 0 0 0 0 5,472

白粥 食 2,550 1,850 0 0 0 0 0 0 0 4,400

飲料水（500ml） 本 1,025,352 25,944 6,456 3,840 0 3,600 31,296 10,416 8,568 1,115,472

粉ミルク 缶 0 608 0 0 0 0 0 0 0 608

アレルギー対策粉ミルク 缶 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38

要援護者用リゾット 食 29,988 0 0 0 0 0 0 0 0 29,988

要援護者用サバイバルフーズ 食 33,480 0 0 0 0 0 0 0 0 33,480

【東京都寄託】α米（1箱100食入） 食 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000

【東京都寄託】α米（1箱50食入） 食 11,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11,600

【東京都寄託】ショートブレッド 食 41,700 0 0 0 0 0 0 0 0 41,700

燃料缶（ガソリン） 缶 250 1,160 0 190 210 0 0 0 0 1,810

燃料缶（灯油） 缶 0 1,140 0 250 0 0 0 0 0 1,390

電池（単1・単2・単3） 本 0 3,064 0 104 60 0 0 0 0 3,228

簡易トイレ 個 2,320 0 0 0 11,682 0 0 0 0 14,002

応急トイレ：し尿収納袋 個 20,800 29,600 0 1,600 0 0 0 0 0 52,000

肌着 枚 42,425 0 0 0 0 0 0 0 0 42,425

紙おむつ（大人用・子供用） 枚 90,203 1,980 0 0 0 0 0 0 0 92,183

ほ乳瓶(乳首付き） 本 0 1,520 0 30 0 0 0 0 0 1,550

ほ乳瓶用乳首 個 19 1,520 0 50 0 0 0 0 0 1,589

生理用品 個 396,350 4,224 0 0 0 0 0 0 0 400,574

ロールペーパー 個 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400

ポケットティッシュ 個 186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 186,000

D級ポンプ 台 3 38 0 0 0 0 0 0 0 41

給水架台（移動式蛇口1、三脚2） 式 1 72 0 4 0 0 0 0 0 77

発電機（550W） 台 3 9 0 2 0 0 0 0 0 14

発電機（900W） 台 13 195 0 15 40 0 0 0 0 263

発電機（1600W） 台 2 62 0 0 0 0 0 0 0 64

発電機（3500W） 台 7 16 0 7 0 1 0 0 0 31

コードリール 巻 81 419 0 59 84 0 0 0 0 643

電源延長コード 本 0 114 0 0 0 0 0 0 0 114

携行缶 個 29 78 0 18 0 0 0 0 0 125

投光機(LED) 台 80 760 0 12 92 0 0 0 0 944

投光機用三脚 本 80 760 0 56 92 0 0 0 0 988

大型炊飯器（本体＋バーナー） 機 3 37 0 11 0 0 0 0 0 51

下水道直結型トイレ（和式） 台 2 37 0 0 0 0 0 0 0 39

下水道直結型トイレ（洋式） 台 10 104 0 4 0 0 0 0 0 118

下水道直結型トイレ（車椅子対応：洋式） 台 36 38 0 4 0 10 0 0 0 88

トイレ（ベンクイックS型：和式） 台 90 3 0 0 0 0 0 0 0 93

トイレ（ベンクイックH型・H2型：洋式・車いす対応） 台 9 32 0 1 0 0 0 0 0 42

トイレ（ベンクイック男性用ストール：小用） 台 2 73 0 2 0 0 0 0 0 77

トイレ（六角パクト） 台 149 32 0 8 0 0 0 0 0 189

トイレパクト便層（六角パクト用） 組 44 516 0 24 0 0 0 0 0 584

簡易トイレ便座（スケットイレ用） 台 50 264 0 8 0 0 0 0 0 322
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第３ 備蓄 
 

１ 備蓄倉庫及び地域避難所防災倉庫 食糧・生活必需品の備蓄状況 

 

備蓄状況一覧 単位 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫 防災拠点（住区センター） 補完避難所 福祉避難所 その他施設 施設利用者用
小中学校・こども園・幼稚園

施設利用者用
保育園

施設利用者用
学童・児童館 合計

ビスケット 食 168,320 56,576 7,040 4,480 0 1,536 42,752 2,048 9,600 292,352

α化米 食 176,950 0 0 0 0 450 0 3,450 0 180,850

クラッカー 食 13,650 3,920 350 0 0 12,810 0 0 0 30,730

ソフトビスケット 食 15,480 32,400 0 0 0 0 0 0 0 47,880

アレルギー対応クッキー 食 3,696 1,776 0 0 0 0 0 0 0 5,472

白粥 食 2,550 1,850 0 0 0 0 0 0 0 4,400

飲料水（500ml） 本 1,025,352 25,944 6,456 3,840 0 3,600 31,296 10,416 8,568 1,115,472

粉ミルク 缶 0 608 0 0 0 0 0 0 0 608

アレルギー対策粉ミルク 缶 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38

要援護者用リゾット 食 29,988 0 0 0 0 0 0 0 0 29,988

要援護者用サバイバルフーズ 食 33,480 0 0 0 0 0 0 0 0 33,480

【東京都寄託】α米（1箱100食入） 食 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000

【東京都寄託】α米（1箱50食入） 食 11,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11,600

【東京都寄託】ショートブレッド 食 41,700 0 0 0 0 0 0 0 0 41,700

燃料缶（ガソリン） 缶 250 1,160 0 190 210 0 0 0 0 1,810

燃料缶（灯油） 缶 0 1,140 0 250 0 0 0 0 0 1,390

電池（単1・単2・単3） 本 0 3,064 0 104 60 0 0 0 0 3,228

簡易トイレ 個 2,320 0 0 0 11,682 0 0 0 0 14,002

応急トイレ：し尿収納袋 個 20,800 29,600 0 1,600 0 0 0 0 0 52,000

肌着 枚 42,425 0 0 0 0 0 0 0 0 42,425

紙おむつ（大人用・子供用） 枚 90,203 1,980 0 0 0 0 0 0 0 92,183

ほ乳瓶(乳首付き） 本 0 1,520 0 30 0 0 0 0 0 1,550

ほ乳瓶用乳首 個 19 1,520 0 50 0 0 0 0 0 1,589

生理用品 個 396,350 4,224 0 0 0 0 0 0 0 400,574

ロールペーパー 個 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400

ポケットティッシュ 個 186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 186,000

D級ポンプ 台 3 38 0 0 0 0 0 0 0 41

給水架台（移動式蛇口1、三脚2） 式 1 72 0 4 0 0 0 0 0 77

発電機（550W） 台 3 9 0 2 0 0 0 0 0 14

発電機（900W） 台 13 195 0 15 40 0 0 0 0 263

発電機（1600W） 台 2 62 0 0 0 0 0 0 0 64

発電機（3500W） 台 7 16 0 7 0 1 0 0 0 31

コードリール 巻 81 419 0 59 84 0 0 0 0 643

電源延長コード 本 0 114 0 0 0 0 0 0 0 114

携行缶 個 29 78 0 18 0 0 0 0 0 125

投光機(LED) 台 80 760 0 12 92 0 0 0 0 944

投光機用三脚 本 80 760 0 56 92 0 0 0 0 988

大型炊飯器（本体＋バーナー） 機 3 37 0 11 0 0 0 0 0 51

下水道直結型トイレ（和式） 台 2 37 0 0 0 0 0 0 0 39

下水道直結型トイレ（洋式） 台 10 104 0 4 0 0 0 0 0 118

下水道直結型トイレ（車椅子対応：洋式） 台 36 38 0 4 0 10 0 0 0 88

トイレ（ベンクイックS型：和式） 台 90 3 0 0 0 0 0 0 0 93

トイレ（ベンクイックH型・H2型：洋式・車いす対応） 台 9 32 0 1 0 0 0 0 0 42

トイレ（ベンクイック男性用ストール：小用） 台 2 73 0 2 0 0 0 0 0 77

トイレ（六角パクト） 台 149 32 0 8 0 0 0 0 0 189

トイレパクト便層（六角パクト用） 組 44 516 0 24 0 0 0 0 0 584

簡易トイレ便座（スケットイレ用） 台 50 264 0 8 0 0 0 0 0 322
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備蓄状況一覧 単位 備蓄倉庫 地域避難所防災倉庫 防災拠点（住区センター） 補完避難所 福祉避難所 その他施設 施設利用者用
小中学校・こども園・幼稚園

施設利用者用
保育園

施設利用者用
学童・児童館 合計

毛布 枚 14,943 27,810 250 1,400 0 0 0 0 0 44,403

サバイバルブランケット 枚 10,250 38,500 0 2,000 0 0 0 0 0 50,750

マット 枚 45,420 4,710 0 0 0 0 0 0 0 50,130

花ござ 枚 3,099 196 0 0 0 0 0 0 0 3,295

応急危険度判定用資材 組 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35

救助用資機材 組 2 38 0 9 0 0 0 0 0 49

スコップ 本 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

バール 本 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ツルハシ 本 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

電話機セット（特設公衆電話用） 箱 1 34 0 1 0 0 0 0 0 36

充電式ライト（電池不要） 個 7 42 0 2 4 0 0 0 0 55

トランジスタメガホン 台 8 153 0 25 18 0 0 0 0 204

ワンタッチパーテーション 台 1 38 0 1 0 0 0 0 0 40

避難所スペース仕切板 組 4,950 0 0 0 0 0 0 0 0 4,950

おんぶ帯 個 1 38 0 0 8 0 0 0 0 47

ブルーシート 枚 240 810 250 80 205 0 0 0 0 1,585

担架 台 4 76 220 14 0 0 0 0 0 314

三角巾 枚 0 3,800 0 200 0 0 0 0 0 4,000

救助用タオル 枚 48,000 5,100 0 0 0 0 0 0 0 53,100

アルミ食器 個 5,600 42,400 0 1,200 0 0 0 0 0 49,200

懐中電灯 個 2 532 0 14 4 0 0 0 0 552

遺体袋 袋 265 0 0 0 0 0 0 0 0 265

ろ水機 機 3 0 1 0 0 0 0 0 1 5

バケツ 個 600 38 0 0 0 0 0 0 0 638

ポリタンク 個 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ロンテナー 個 1,190 0 0 0 0 0 0 0 0 1,190

ウォーターパッカー 機 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

ウォーターパッカーフィルム 枚 60,010 0 0 0 0 19,343 0 0 0 79,353

ブランケット 枚 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000

パトロールベスト 着 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250

救助工具セット 組 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22

筆談器 個 0 0 220 0 0 0 0 0 0 220

寝袋型寝具 組 530 0 0 0 1,333 0 0 0 0 1,863

【東京都寄託】ロッジ型テント 台 69 1 0 0 0 0 0 0 0 70

【東京都寄託】風呂セット 組 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

【東京都寄託】応急給水用資器材 組 12 38 1 2 1 1 0 0 0 55

サージカルマスク 枚 174,000 152,000 0 0 24,000 0 0 0 0 350,000

モバイルルーター 個 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38

防犯ブザー 個 0 380 0 0 0 0 0 0 0 380

衛生用手袋 枚 0 19,000 0 0 0 0 0 0 0 19,000

ＵＳＢ充電器 個 4 76 2 0 0 2 0 0 0 84

充電ケーブル 個 20 380 10 0 0 5 0 0 0 415

ポリシート 本 0 76 0 0 24 0 0 0 0 100

フェイスガード 枚 0 1520 0 0 480 0 0 0 0 2,000

非接触型体温計 本 0 114 0 0 24 0 0 0 0 138

ペーパータオル 枚 0 76000 0 0 0 0 0 0 0 76,000

屋内テント 基 758 874 4 0 0 0 0 0 0 1,636

段ボールベッド 台 380 0 0 0 0 0 0 0 0 380

蓄電池 台 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38

太陽光パネル 台 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38

防護服（シューズカバー含む） 枚 0 1140 0 0 240 0 0 0 0 1,380

翻訳機 台 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
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２ 地域避難所防災倉庫備蓄品一覧 
（標準倉庫：面積 14.4 ㎡） 

 
※都立高校を除く  

備蓄物資名+F17B2:F17 数量 備蓄物資名 数量 備蓄物資名 数量

発電機（3500W）

（一部避難所のみ）
1台 Ｄ級ポンプ 1台 ビスケット 1,280食

発電機（1600W） 2台 移動式蛇口（給水架台含） 2式 ソフトビスケット 900食

発電機（900W） 6台
応急給水用資機材セット

（黄：応急給水専用）
1式

ライスクッキー（アレル

ギー対応）
48食

投光機（三脚含） 20式
応急給水用資器材セット

（青：消火栓用）
1式

粉ミルク（一般用16缶、ア

レルギー用1缶）
1箱

大型炊飯器（バーナー含） 1式
下水道直結型トイレ（和

式）（※）
1台 飲料水（粉ミルク用） 108ℓ

コードリール 11巻
下水道直結型トイレ（洋

式）（※）
3台 白粥（要配慮者用） 50食

電源延長コード 3本
下水道直結型トイレ（車椅

子用）（※）
1台 毛布 550枚

ガソリン缶詰（1ℓ） 30缶
トイレ工具セット（マン

ホール用フック等）（※）
1式 サバイバルブランケット 1,000枚

灯油缶詰（1ℓ） 30缶
災害用組立トイレ（貯留タ

イプ）
1台 パーテーション（テント） 2台

携行缶 2缶
災害用組立トイレ（男性小

用）
2台

避難所旗（地域避難所・救

護所）
6式

懐中電灯 14個
簡易便座（収納袋100袋含

む）
8式 三角巾 100枚

トランジスタメガホン 4台 幼児用便座 2個 消臭剤 5本

単二・単三電池 80本 救助用資機材 1式 アルミ食器 1,200個

特設公衆電話セット（※） 1式 担架 2台 ほ乳瓶 40本

応急危険度判定用資器材

（※）
1式

おんぶ帯・抱っこひも（大

人・子供用）
11個 ランタン(トイレ用) 5個

事務用品箱（避難者名簿

等）
1式 ブルーシート 20枚 防犯ブザー 10個

USB充電器（10口） 2個 ウェットティッシュ 200袋 ウェットタオル 10個

安否確認用資機材 1式 充電ケーブル 10本 救急箱 １箱

ペットケージ（大） 2個 ペットケージ（小） 1個 蓄電池 1台

衛生用手袋 500枚 ポリシート（50ｍ） 2本 バケツ 1個

手指消毒剤 12L 非接触型体温計 3本 サージカルマスク 4,000枚

ペーパータオル 2000枚
次亜塩素酸ナトリウム（600

ｍｌ）
1本 フェイスガード 40枚

屋内テント（内不織布テン

ト3基）
23基 モバイルルーター 1台

防護服（シューズカバー含

む）
30枚
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２ 地域避難所防災倉庫備蓄品一覧 
（標準倉庫：面積 14.4 ㎡） 

 
※都立高校を除く  

備蓄物資名+F17B2:F17 数量 備蓄物資名 数量 備蓄物資名 数量

発電機（3500W）

（一部避難所のみ）
1台 Ｄ級ポンプ 1台 ビスケット 1,280食

発電機（1600W） 2台 移動式蛇口（給水架台含） 2式 ソフトビスケット 900食

発電機（900W） 6台
応急給水用資機材セット

（黄：応急給水専用）
1式

ライスクッキー（アレル

ギー対応）
48食

投光機（三脚含） 20式
応急給水用資器材セット

（青：消火栓用）
1式

粉ミルク（一般用16缶、ア

レルギー用1缶）
1箱

大型炊飯器（バーナー含） 1式
下水道直結型トイレ（和

式）（※）
1台 飲料水（粉ミルク用） 108ℓ

コードリール 11巻
下水道直結型トイレ（洋

式）（※）
3台 白粥（要配慮者用） 50食

電源延長コード 3本
下水道直結型トイレ（車椅

子用）（※）
1台 毛布 550枚

ガソリン缶詰（1ℓ） 30缶
トイレ工具セット（マン

ホール用フック等）（※）
1式 サバイバルブランケット 1,000枚

灯油缶詰（1ℓ） 30缶
災害用組立トイレ（貯留タ

イプ）
1台 パーテーション（テント） 2台

携行缶 2缶
災害用組立トイレ（男性小

用）
2台

避難所旗（地域避難所・救

護所）
6式

懐中電灯 14個
簡易便座（収納袋100袋含

む）
8式 三角巾 100枚

トランジスタメガホン 4台 幼児用便座 2個 消臭剤 5本

単二・単三電池 80本 救助用資機材 1式 アルミ食器 1,200個

特設公衆電話セット（※） 1式 担架 2台 ほ乳瓶 40本

応急危険度判定用資器材

（※）
1式

おんぶ帯・抱っこひも（大

人・子供用）
11個 ランタン(トイレ用) 5個

事務用品箱（避難者名簿

等）
1式 ブルーシート 20枚 防犯ブザー 10個

USB充電器（10口） 2個 ウェットティッシュ 200袋 ウェットタオル 10個

安否確認用資機材 1式 充電ケーブル 10本 救急箱 １箱

ペットケージ（大） 2個 ペットケージ（小） 1個 蓄電池 1台

衛生用手袋 500枚 ポリシート（50ｍ） 2本 バケツ 1個

手指消毒剤 12L 非接触型体温計 3本 サージカルマスク 4,000枚

ペーパータオル 2000枚
次亜塩素酸ナトリウム（600

ｍｌ）
1本 フェイスガード 40枚

屋内テント（内不織布テン

ト3基）
23基 モバイルルーター 1台

防護服（シューズカバー含

む）
30枚
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３ 災害用備蓄薬品 
 

 薬効 

１ 抗ヒスタミン 

２ 副腎皮質ステロイド 

３ 解熱鎮痛剤（２品目） 

４ 鎮痛・抗炎症・解熱剤 

５ 経口用セフェム系抗生物質 

６ マクロライド系抗生物質 

７ ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤 

８ 広範囲抗菌点眼剤 

９ アミノグリコシド系抗生物質製剤 

10 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 

11 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 
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第４ 防災行政無線 
 

１ 目黒区無線系統図 
 

 

 

・移動系の局数にはＦＡＸ装置の数も含んでいる。 

・小・中学校等には半固定型と携帯型の２台を配備している。 

・車載型は防災課車両２台に配備している。 

 

 

  

都都 庁庁

危 機 管 理 課

目目

黒黒

区区

災災

害害

対対

策策

本本

部部

大 学

宗 教 法 人
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第４ 防災行政無線 
 

１ 目黒区無線系統図 
 

 

 

・移動系の局数にはＦＡＸ装置の数も含んでいる。 

・小・中学校等には半固定型と携帯型の２台を配備している。 

・車載型は防災課車両２台に配備している。 

 

 

  

都都 庁庁

危 機 管 理 課

目目

黒黒

区区

災災

害害

対対

策策

本本

部部

大 学

宗 教 法 人
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２ 目黒区防災行政無線（固定系）配備先一覧 
〔周波数６０ＭＨｚ帯２波使用〕 

 

１ 親局の配備 

呼出名称 配備先 電力Ｗ 

ぼうさいめぐろ 目黒区防災センター 0.5Ｗ 

 

２ 子局の配備 

子局 
番号 配備先 子局 

番号 配備先 

１ 駒場小学校 34 原町小学校 

２ 第一中学校 35 第九中学校 

３ 菅刈小学校 36 曽根児童遊園 

４ 青葉台一丁目アパート 37 東根小学校 

５ 東山小学校 38 第十中学校 

６ アビターレ中目黒 39 柿の木坂西児童遊園 

７ 烏森小学校 40 三井住友銀行都立大学駅前ビル 

８ 目黒区総合庁舎 41 宮前小学校 

９ めぐろ学校サポートセンター 42 桜森児童遊園 

10 別所坂児童遊園 43 大岡山小学校 

11 茶屋坂児童遊園 44 中根小学校 

12 田道小学校 45 大岡山児童遊園 

13 下目黒小学校 46 第十一中学校 

14 大鳥中学校 47 緑が丘文化会館本館 

15 大塚山公園 48 自由が丘公園 

16 油面小学校 49 自由が丘東急ビル 

17 駒場保育園 50 すくすくのびのび園 

18 上目黒住区センター児童館 51 富士見台公園 

19 上目黒小学校 52 東京工業大学 

20 五本木小学校 53 東根公園 

21 大坂上児童遊園 54 緑が丘西児童遊園 

22 三谷交差点 55 柿の木坂児童遊園 

23 碑文谷公園 56 東山児童遊園 

24 鷹番小学校 57 桜修館中等教育学校前 

25 目黒本町福祉工房 58 三田丘の上公園 

26 不動小学校 59 中目黒公園 

27 田向公園 60 目黒中央中学校 

28 第七中学校 61 東山中児童遊園 

29 月光原小学校 62 田道保育園 

30 目黒本町五丁目交番前 63 下二南街かど公園 

31 第八中学校 64 下五児童遊園 

32 碑小学校 65 スマイルプラザ中央町 

33 向原小学校 
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３ 目黒区防災行政無線（移動系）配備先一覧 
 

局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
防災センター【41局】 

無線放送室 １００ 00,10  統制台 
情報管理室 １０３ 00,10,89 ○ 半固定型 
情報管理室 １０４ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０５ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０６ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０７ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０８ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０９ 00,10  可搬型 
無線機械室 １１０ 00,10  可搬型 
情報管理室 １２０ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２１ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２２ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２３ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２４ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２５ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２６ 00  遠隔制御装置 
事務室 １２７ 00  遠隔制御装置 
宿直室 １２８ 00  遠隔制御装置 
無線機械室 １５０ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５１ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５２ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５３ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５４ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５５ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５６ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５７ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５８ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５９ 00,10,11  携帯型 
事務室 １６０ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １６１ 00,10,11  携帯型 
事務室 １６５ 00,10,11,30,31,32,35,34,50  携帯型 
無線機械室 ５７６ 00,10,11  携帯型 
防災課ワゴン車 １８０ 00,10,11  車載型 
防災課軽ワゴン車 １８１ 00,10,11  車載型 
情報管理室 １９９   基地局 
情報管理室 ３０２ 00,10,89 ○ 半固定型 
情報管理室 ７０４ 00  半固定型 
情報管理室 ＊6901  ○ 統制局ＦＡＸ 
情報管理室 ＊6902  ○ 統制局ＦＡＸ 
情報管理室 ＊6903  ○ 統制局ＦＡＸ 
情報管理室 ＊6904  ○ 統制局ＦＡＸ 

危機管理課【14局】 
無線室 ２００ 00,20  副統制台 
無線室 ２０１ 00,20  可搬型 
無線室 ２０２ 00,20  可搬型 
無線室 ２０３ 00,20  可搬型 
事務室 ２５０ 00,20,21,26  携帯型 
無線室 ２５１ 00,20,56  携帯型 
無線室 ２５２ 00,20,57  携帯型 
無線室 ２５３ 00,20  携帯型 
無線室 ２５４ 00,20  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５５ 00,20,21  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５６ 00,20,21  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５７ 00,20,21  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５８ 00,20,21  携帯型 
危機管理課 ７０７ 00,10,89 〇 半固定型 

都市整備部【29局】 



資

料

編

第

一

章

資料編 

第１章 震災対策資料 ／ 第２節 施設・備蓄等 
60 

３ 目黒区防災行政無線（移動系）配備先一覧 
 

局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
防災センター【41局】 

無線放送室 １００ 00,10  統制台 
情報管理室 １０３ 00,10,89 ○ 半固定型 
情報管理室 １０４ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０５ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０６ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０７ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０８ 00,10  可搬型 
無線機械室 １０９ 00,10  可搬型 
無線機械室 １１０ 00,10  可搬型 
情報管理室 １２０ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２１ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２２ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２３ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２４ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２５ 00  遠隔制御装置 
情報管理室 １２６ 00  遠隔制御装置 
事務室 １２７ 00  遠隔制御装置 
宿直室 １２８ 00  遠隔制御装置 
無線機械室 １５０ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５１ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５２ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５３ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５４ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５５ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５６ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５７ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５８ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １５９ 00,10,11  携帯型 
事務室 １６０ 00,10,11  携帯型 
無線機械室 １６１ 00,10,11  携帯型 
事務室 １６５ 00,10,11,30,31,32,35,34,50  携帯型 
無線機械室 ５７６ 00,10,11  携帯型 
防災課ワゴン車 １８０ 00,10,11  車載型 
防災課軽ワゴン車 １８１ 00,10,11  車載型 
情報管理室 １９９   基地局 
情報管理室 ３０２ 00,10,89 ○ 半固定型 
情報管理室 ７０４ 00  半固定型 
情報管理室 ＊6901  ○ 統制局ＦＡＸ 
情報管理室 ＊6902  ○ 統制局ＦＡＸ 
情報管理室 ＊6903  ○ 統制局ＦＡＸ 
情報管理室 ＊6904  ○ 統制局ＦＡＸ 

危機管理課【14局】 
無線室 ２００ 00,20  副統制台 
無線室 ２０１ 00,20  可搬型 
無線室 ２０２ 00,20  可搬型 
無線室 ２０３ 00,20  可搬型 
事務室 ２５０ 00,20,21,26  携帯型 
無線室 ２５１ 00,20,56  携帯型 
無線室 ２５２ 00,20,57  携帯型 
無線室 ２５３ 00,20  携帯型 
無線室 ２５４ 00,20  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５５ 00,20,21  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５６ 00,20,21  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５７ 00,20,21  携帯型 
無線室/安全パトロール車 ２５８ 00,20,21  携帯型 
危機管理課 ７０７ 00,10,89 〇 半固定型 

都市整備部【29局】 
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局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
道路公園課無線室 ３００ 00,30,31  副統制台 
道路公園課無線室 ３５０ 00,25,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５１ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５２ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５３ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５４ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５５ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５６ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５７ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５８ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３５９ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３８０ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３８１ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３８２ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３８３ 00,30,31,32  携帯型 
道路公園課無線室 ３８４ 00,30,31,32  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３０１ 00,25,30,33,89 ○ 半固定型 
目黒土木公園事務所 ３７０ 00,30,32,33  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３７１ 00,30,32,33  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３７２ 00,30,32,33  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３７３ 00,30,32,33  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３７４ 00,30,32,33  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３７５ 00,30,32,33  携帯型 
目黒土木公園事務所 ３７６ 00,30,32,33  携帯型 
碑文谷土木公園事務所 ３０３ 00, 25,30,34,89 ○ 半固定型 
碑文谷土木公園事務所 ３９０ 00,30,32,34  携帯型 
碑文谷土木公園事務所 ３９１ 00,30,32,34  携帯型 
碑文谷土木公園事務所 ３９２ 00,30,32,34  携帯型 
都市計画課 ４０６ 00,30,31,25,89 ○ 半固定型 

総合庁舎・地区サービス事務所等【17局】 
清掃事務所 ３８５ 00,30,32  携帯型 
清掃事業所 ３８６ 00,30,32  携帯型 
地域振興課・東部地区サービス事
務所 

４０１ 00,26,64,89 ○ 半固定型 

健康福祉計画課 ４０２ 00,25,89 ○ 半固定型 
目黒区保健所（健康推進課） ４０３ 00,25,89 ○ 半固定型 
文化・交流課 ４０４ 00,80,83,85 ○ 半固定型 
教育委員会教育政策課 ４０５ 00,26,50,51,52,53,54,89 ○ 半固定型 
施設課 ４０７ 00,25,50,51,52,53,54,60,61,89  可搬型 
碑文谷保健センター ４１１ 00,26,89 ○ 半固定型 
清掃事務所 ４１２ 00,25,89 ○ 半固定型 
北部地区サービス事務所 ４２１ 00,40,26,63,89 ○ 半固定型 
中央地区サービス事務所 ４２２ 00,40,26,65,89 ○ 半固定型 
西部地区サービス事務所 ４２３ 00,40,26,67,89 ○ 半固定型 
南部地区サービス事務所 ４２４ 00,40,26,66,89 ○ 半固定型 
目黒区社会福祉協議会 ６０１ 00,60,88,89 ○ 半固定型 
産業経済・消費生活課 ７０８ 00,25 ○ 半固定型 
保育課 ８２３ 00,26,70,75,76,77  半固定型 

地域避難所【76局】 
八雲小学校 ５０１ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
菅刈小学校 ５０２ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
下目黒小学校 ５０３ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
碑小学校 ５０４ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
中目黒小学校 ５０５ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
油面小学校 ５０６ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
大岡山小学校 ５０７ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
烏森小学校 ５０８ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
向原小学校 ５０９ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
五本木小学校 ５１０ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
鷹番小学校 ５１１ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
田道小学校 ５１２ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
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局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
月光原小学校 ５１３ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
駒場小学校 ５１４ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
緑ヶ丘小学校 ５１５ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
原町小学校 ５１６ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
不動小学校 ５１７ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
上目黒小学校 ５１８ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
東根小学校 ５１９ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
中根小学校 ５２０ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
宮前小学校 ５２１ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
東山小学校 ５２２ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
第一中学校 ５２３ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
めぐろ学校サポートセンター ５２４ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
大鳥中学校 ５２５ 00,50, 52,54,57,89 ○ 半固定型 
自由ヶ丘学園高等学校 ５２６ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
目黒中央中学校 ５２７ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第七中学校 ５２８ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第八中学校 ５２９ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第九中学校 ５３０ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第十中学校 ５３１ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第十一中学校 ５３２ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
東山中学校 ５３３ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
都立駒場高等学校 ５３５ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
都立目黒高等学校 ５３６ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
都立国際高等学校 ５３７ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
碑文谷体育館 ５３８ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
めぐろ区民キャンパス(防災センター) ５３９ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
八雲小学校 ５５１ 00,50,51,54  携帯型 
菅刈小学校 ５５２ 00,50,51,54  携帯型 
下目黒小学校 ５５３ 00,50,51,54  携帯型 
碑小学校 ５５４ 00,50,51,54  携帯型 
中目黒小学校 ５５５ 00,50,51,54  携帯型 
油面小学校 ５５６ 00,50,51,54  携帯型 
大岡山小学校 ５５７ 00,50,51,54  携帯型 
烏森小学校 ５５８ 00,50,51,54  携帯型 
向原小学校 ５５９ 00,50,51,54  携帯型 
五本木小学校 ５６０ 00,50,51,54  携帯型 
鷹番小学校 ５６１ 00,50,51,54  携帯型 
田道小学校 ５６２ 00,50,51,54  携帯型 
月光原小学校 ５６３ 00,50,51,54  携帯型 
駒場小学校 ５６４ 00,50,51,54  携帯型 
緑ヶ丘小学校 ５６５ 00,50,51,54  携帯型 
原町小学校 ５６６ 00,50,51,54  携帯型 
不動小学校 ５６７ 00,50,51,54  携帯型 
上目黒小学校 ５６８ 00,50,51,54  携帯型 
東根小学校 ５６９ 00,50,51,54  携帯型 
中根小学校 ５７０ 00,50,51,54  携帯型 
宮前小学校 ５７１ 00,50,51,54  携帯型 
東山小学校 ５７２ 00,50,51,54  携帯型 
第一中学校 ５７３ 00,50,52,54  携帯型 
めぐろ学校サポートセンター ５７４ 00,50  携帯型 
大鳥中学校 ５７５ 00,50,52,54  携帯型 
目黒中央中学校 ５７７ 00,50,52,54  携帯型 
第七中学校 ５７８ 00,50,52,54  携帯型 
第八中学校 ５７９ 00,50,52,54  携帯型 
第九中学校 ５８０ 00,50,52,54  携帯型 
第十中学校 ５８１ 00,50,52,54  携帯型 
第十一中学校 ５８２ 00,50,52,54  携帯型 
東山中学校 ５８３ 00,50,52,54  携帯型 
都立駒場高等学校 ５８５ 00,50,53  携帯型 
都立目黒高等学校 ５８６ 00,50,53  携帯型 
都立国際高等学校 ５８７ 00,50,53  携帯型 
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局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
月光原小学校 ５１３ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
駒場小学校 ５１４ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
緑ヶ丘小学校 ５１５ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
原町小学校 ５１６ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
不動小学校 ５１７ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
上目黒小学校 ５１８ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
東根小学校 ５１９ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
中根小学校 ５２０ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
宮前小学校 ５２１ 00,50,51,54,56,89 ○ 半固定型 
東山小学校 ５２２ 00,50,51,54,55,89 ○ 半固定型 
第一中学校 ５２３ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
めぐろ学校サポートセンター ５２４ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
大鳥中学校 ５２５ 00,50, 52,54,57,89 ○ 半固定型 
自由ヶ丘学園高等学校 ５２６ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
目黒中央中学校 ５２７ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第七中学校 ５２８ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第八中学校 ５２９ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第九中学校 ５３０ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第十中学校 ５３１ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
第十一中学校 ５３２ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
東山中学校 ５３３ 00,50,52,54,57,89 ○ 半固定型 
都立駒場高等学校 ５３５ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
都立目黒高等学校 ５３６ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
都立国際高等学校 ５３７ 00,50,53,58,89 ○ 半固定型 
碑文谷体育館 ５３８ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
めぐろ区民キャンパス(防災センター) ５３９ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
八雲小学校 ５５１ 00,50,51,54  携帯型 
菅刈小学校 ５５２ 00,50,51,54  携帯型 
下目黒小学校 ５５３ 00,50,51,54  携帯型 
碑小学校 ５５４ 00,50,51,54  携帯型 
中目黒小学校 ５５５ 00,50,51,54  携帯型 
油面小学校 ５５６ 00,50,51,54  携帯型 
大岡山小学校 ５５７ 00,50,51,54  携帯型 
烏森小学校 ５５８ 00,50,51,54  携帯型 
向原小学校 ５５９ 00,50,51,54  携帯型 
五本木小学校 ５６０ 00,50,51,54  携帯型 
鷹番小学校 ５６１ 00,50,51,54  携帯型 
田道小学校 ５６２ 00,50,51,54  携帯型 
月光原小学校 ５６３ 00,50,51,54  携帯型 
駒場小学校 ５６４ 00,50,51,54  携帯型 
緑ヶ丘小学校 ５６５ 00,50,51,54  携帯型 
原町小学校 ５６６ 00,50,51,54  携帯型 
不動小学校 ５６７ 00,50,51,54  携帯型 
上目黒小学校 ５６８ 00,50,51,54  携帯型 
東根小学校 ５６９ 00,50,51,54  携帯型 
中根小学校 ５７０ 00,50,51,54  携帯型 
宮前小学校 ５７１ 00,50,51,54  携帯型 
東山小学校 ５７２ 00,50,51,54  携帯型 
第一中学校 ５７３ 00,50,52,54  携帯型 
めぐろ学校サポートセンター ５７４ 00,50  携帯型 
大鳥中学校 ５７５ 00,50,52,54  携帯型 
目黒中央中学校 ５７７ 00,50,52,54  携帯型 
第七中学校 ５７８ 00,50,52,54  携帯型 
第八中学校 ５７９ 00,50,52,54  携帯型 
第九中学校 ５８０ 00,50,52,54  携帯型 
第十中学校 ５８１ 00,50,52,54  携帯型 
第十一中学校 ５８２ 00,50,52,54  携帯型 
東山中学校 ５８３ 00,50,52,54  携帯型 
都立駒場高等学校 ５８５ 00,50,53  携帯型 
都立目黒高等学校 ５８６ 00,50,53  携帯型 
都立国際高等学校 ５８７ 00,50,53  携帯型 
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局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
碑文谷体育館 ５８８ 00,50  携帯型 
めぐろ区民キャンパス(防災センター) ５８９ 00,50  携帯型 
自由ヶ丘学園高等学校 ５９１ 00,50,53,58  携帯型 

補完避難所（併設施設の場合も含む）【34局】 
東山地区センター（児童館） ６０２ 00,60,63  半固定型 
緑が丘文化会館（１Ｆ） ６０３ 00,60,67  半固定型 
目黒区民センター（中央監視室） ６０４ 00,60,64,89 ○ 半固定型 
田道ふれあい館（高齢者センター） ６０５ 00,60,61,64  半固定型 
南部地区センター（３Ｆ事務室） ６０６ 00,60,66  半固定型 
駒場住区センター ６０７ 00,60,63  半固定型 
菅刈住区センター（学童保育クラブ） ６０８ 00,60,63  半固定型 
東山住区センター ６０９ 00,60,63  半固定型 
烏森住区センター（児童館） ６１０ 00,60,63  半固定型 
東京音楽大学中目黒・代官山キャ
ンパス ７０３ 00,60,68  半固定系 

中目黒スクエア（男女平等センター） ６１１ 00,60,64  半固定型 
田道住区センター 三田分室 ６１２ 00,60,64  半固定型 
下目黒住区センター ６１３ 00,60,64  半固定型 
不動住区センター ６１４ 00,60,64  半固定型 
上目黒住区センター（児童館） ６１５ 00,60,65  半固定型 
油面住区センター（児童館） ６１６ 00,60,65  半固定型 
五本木住区センター（児童館） ６１７ 00,60,65  半固定型 
鷹番住区センター ６１８ 00,60,65  半固定型 
立正佼成会目黒協会 ７０６ 00,60,68  半固定系 
月光原住区センター ６１９ 00,60,66  半固定型 
向原住区センター（児童館） ６２０ 00,60,66  半固定型 
碑住区センター ６２１ 00,60,66  半固定型 
原町住区センター（児童館） ６２２ 00,60,66  半固定型 
大岡山東住区センター ６２３ 00,60,66  半固定型 
大岡山西住区センター ６２４ 00,60,67  半固定型 
中根住区センター ６２５ 00,60,67  半固定型 
自由が丘住区センター ６２６ 00,60,67  半固定型 
自由が丘住区センター 宮前分室 ６２７ 00,60,67  半固定型 
八雲住区センター（学童保育クラブ） ６２８ 00,60,67  半固定型 
東根住区センター ６２９ 00,60,67  半固定型 
日本工業大学駒場高等学校 ５９２ 00,53,58,60  携帯型 
目黒学院高等学校 ５９３ 00,53,58,60  携帯型 
多摩大学目黒中学校・高等学校 ５９４ 00,53,58,60  携帯型 
八雲学園中学校・高等学校 ５９５ 00,53,58,60  携帯型 

福祉避難所【17局】 
こぶしえん １６２ 00,61,68  携帯型 
スマイルプラザ ５３４ 00,50,68,89 ○ 半固定型 
スマイルプラザ ５８４ 00,50  携帯型 
目黒本町福祉工房 ６４１ 00,61,68  携帯型 
下目黒福祉工房 ６４２ 00,61,68  携帯型 
すくすくのびのび園 ６４３ 00,61,68  携帯型 
かみよん工房 ６４４ 00,61,68  携帯型 
大橋えのき園 ６４５ 00,61,68  携帯型 
東が丘福祉工房 ６４６ 00,61,68  携帯型 
さんホーム目黒 ６４７ 00,61,88  携帯型 
東が丘ホーム ６４８ 00,61,88  携帯型 
東山ホーム ６４９ 00,61,88  携帯型 
清徳苑 ６６１ 00,61,88  携帯型 
駒場苑 ６６２ 00,61,88  携帯型 
青葉台さくら苑 ６６３ 00,61,88  携帯型 
中央の家 ６６４ 00,61,88  携帯型 
中目黒ホーム ６６５ 00,61,88  携帯型 

保育園【16局】 
駒場保育園 ７０１ 00,70,75  半固定型 
菅刈保育園 ７０２ 00,70,75  半固定型 
第二上目黒保育園 ７０５ 00,70,75  半固定型 
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局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
田道保育園 ７０９ 00,70,76  半固定型 
不動保育園 ７１０ 00,70,76  半固定型 
中町保育園 ７１１ 00,70,76  半固定型 
祐天寺保育園 ７１２ 00,70,76  半固定型 
中央町保育園 ７１３ 00,70,76  半固定型 
目黒本町保育園 ７１４ 00,70,76  半固定型 
原町保育園 ７１５ 00,70,76  半固定型 
南保育園 ７１６ 00,70,77  半固定型 
ひもんや保育園 ７１８ 00,70,77  半固定型 
第三ひもんや保育園 ７１９ 00,70,77  半固定型 
鷹番保育園 ７２０ 00,70,77  半固定型 
大岡山保育園 ７２１ 00,70,77  半固定型 
八雲保育園 ７２２ 00,70,77  半固定型 

関係機関・その他【23局】 
中目黒駅 １６３ 00,68  携帯型 
目黒区歯科医師会 １６４ 00,80,82,86  携帯型 
東京ガスネットワーク ３９０ 00,80,83,85  携帯型 
東京医療センター ５９０ 00,80,82,87  携帯型 
中央体育館 ６８１ 00,68,89 ○ 半固定型 
駒場体育館 ６８２ 00,68,89 ○ 半固定型 
目黒警察署 ８０１ 00,80,81,85,89 ○ 半固定型 
碑文谷警察署 ８０２ 00,80,81,85,89 ○ 半固定型 
目黒消防署 ８０３ 00,80,81,85,89 ○ 半固定型 
ＮＴＴ東日本‐東京 ８１０ 00,80,83,85,89 ○ 半固定型 
東京電力パワーグリッド品川支社 ８１１ 00,80,83,85,89 ○ 半固定型 
目黒区医師会 ８１３ 00,80,82,86,89 ○ 半固定型 
東京都トラック協会目黒支部 ８１４ 00,80,87  半固定型 
目黒建設業防災連絡協議会 ８１５ 00,80,87  半固定型 
本田病院 ８２０ 00,80,82,86  半固定型 
日扇会第一病院 ８２１ 00,80,82,86  半固定型 
碑文谷病院 ８２２ 00,80,82,86  半固定型 
目黒病院 ８２４ 00,80,82,86  半固定型 
厚生中央病院 ８２６ 00,80,82,87  半固定型 
東京共済病院 ８２７ 00,80,82,87  半固定型 
東邦大学医学部附属大橋病院 ８２８ 00,80,82,87  半固定型 
三宿病院 ８２９ 00,80,82,87  半固定型 
目黒区薬剤師会 ８３０ 00,80,86  半固定型 

合計 267 局：統制台 1局、副統制台 2局、遠隔制御装置 9局、ＦＡＸ装置 4局、車載型 2局、可搬型 10局、

半固定型 126 局、携帯型 112局、基地局無線装置 1局 

 

 

４ 東京都防災行政無線 
 

場所 無線番号 無線ＦＡＸ 

都災害対策本部 70305～70309 70014･70023 

東京都第二建設事務所 75511・75512 75501 

下水道局南部下水道事務所 86361 86360 

水道局南部支所 85871 85870 

東京医療センター 87321 87320 

番号の詳細は「東京都防災行政無線電話番号簿」に記載 
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局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 ＦＡＸ 局の区別 
田道保育園 ７０９ 00,70,76  半固定型 
不動保育園 ７１０ 00,70,76  半固定型 
中町保育園 ７１１ 00,70,76  半固定型 
祐天寺保育園 ７１２ 00,70,76  半固定型 
中央町保育園 ７１３ 00,70,76  半固定型 
目黒本町保育園 ７１４ 00,70,76  半固定型 
原町保育園 ７１５ 00,70,76  半固定型 
南保育園 ７１６ 00,70,77  半固定型 
ひもんや保育園 ７１８ 00,70,77  半固定型 
第三ひもんや保育園 ７１９ 00,70,77  半固定型 
鷹番保育園 ７２０ 00,70,77  半固定型 
大岡山保育園 ７２１ 00,70,77  半固定型 
八雲保育園 ７２２ 00,70,77  半固定型 

関係機関・その他【23局】 
中目黒駅 １６３ 00,68  携帯型 
目黒区歯科医師会 １６４ 00,80,82,86  携帯型 
東京ガスネットワーク ３９０ 00,80,83,85  携帯型 
東京医療センター ５９０ 00,80,82,87  携帯型 
中央体育館 ６８１ 00,68,89 ○ 半固定型 
駒場体育館 ６８２ 00,68,89 ○ 半固定型 
目黒警察署 ８０１ 00,80,81,85,89 ○ 半固定型 
碑文谷警察署 ８０２ 00,80,81,85,89 ○ 半固定型 
目黒消防署 ８０３ 00,80,81,85,89 ○ 半固定型 
ＮＴＴ東日本‐東京 ８１０ 00,80,83,85,89 ○ 半固定型 
東京電力パワーグリッド品川支社 ８１１ 00,80,83,85,89 ○ 半固定型 
目黒区医師会 ８１３ 00,80,82,86,89 ○ 半固定型 
東京都トラック協会目黒支部 ８１４ 00,80,87  半固定型 
目黒建設業防災連絡協議会 ８１５ 00,80,87  半固定型 
本田病院 ８２０ 00,80,82,86  半固定型 
日扇会第一病院 ８２１ 00,80,82,86  半固定型 
碑文谷病院 ８２２ 00,80,82,86  半固定型 
目黒病院 ８２４ 00,80,82,86  半固定型 
厚生中央病院 ８２６ 00,80,82,87  半固定型 
東京共済病院 ８２７ 00,80,82,87  半固定型 
東邦大学医学部附属大橋病院 ８２８ 00,80,82,87  半固定型 
三宿病院 ８２９ 00,80,82,87  半固定型 
目黒区薬剤師会 ８３０ 00,80,86  半固定型 

合計 267局：統制台 1 局、副統制台 2 局、遠隔制御装置 9 局、ＦＡＸ装置 4 局、車載型 2 局、可搬型 10 局、

半固定型 126 局、携帯型 112 局、基地局無線装置 1局 

 

 

４ 東京都防災行政無線 
 

場所 無線番号 無線ＦＡＸ 

都災害対策本部 70305～70309 70014･70023 

東京都第二建設事務所 75511・75512 75501 

下水道局南部下水道事務所 86361 86360 

水道局南部支所 85871 85870 

東京医療センター 87321 87320 

番号の詳細は「東京都防災行政無線電話番号簿」に記載 
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第５ 防災貯水槽 
 

１ ４０トン以上防災貯水槽設置状況一覧 
 

住区名 番号 所在地 目標施設 容量(ｔ) 

駒 場 
1 駒場１－22－１ 駒場保育園 40 
2 駒場４－３－55 駒場公園 40 
3 大橋２－13 都営大橋二丁目アパート 40 

菅 刈 
1 青葉台１－６－48 区営住宅青葉台一丁目アパート 40 
2 青葉台２－10－27 菅刈保育園 100 
3 青葉台４－９ 区道路敷 40 

東 山 1 東山３－13－16 東山児童遊園 40 

烏 森 
1 上目黒２－32－19 伊勢脇公園 40 
2 上目黒２－48－２ 目黒区土木事務所 100 
3 上目黒３－21－28 烏森児童遊園 40 

 
 

中目黒 
 
 

1 上目黒１－26 中目黒交差点 40 
2 上目黒２－14－９ 目黒銀座児童遊園 40 
3 上目黒２－19－18 中目黒しぜんとなかよし公園 40 
4 中目黒１－10－23 浅源第２ビル 40 
5 中目黒２－10－13 中目黒スクエア 40 
6 中目黒４－15－21 八幡公園 40 

田 道 
1 三田２－６－３ 三田二丁目防災器具置場 40 
2 三田２－10－33 田道住区センター三田分室 100 
3 目黒１－25－26 田道ふれあい館 50 

下目黒 
1 下目黒２－６－１ 下二児童遊園 40 
2 下目黒３－21－９ 不動公園 40 

不 動 
1 下目黒６－８－23 不動住区センター 40 
2 下目黒６－11－20 不動保育園 40 
3 目黒本町１－11－11 清水東児童遊園 40 

上目黒 

1 祐天寺１－10－９ 祐天寺保育園 40 
2 祐天寺１－21－７ 祐天寺一丁目ふれあい公園 40 
3 祐天寺２－６－18 上目黒住区センター児童遊園 40 
4 五本木１－９－１ 五本木児童遊園 40 
5 五本木１－17－18 田切公園 40 

油 面 

1 中町１－16－22 油面公園(S49) 40 
2 中町１－16－22 油面公園(S52) 40 
3 中町２－４－１ 高齢者福祉住宅コーポ中町 40 
4 目黒４－５－28 大塚山公園 40 
5 目黒４－20－22 レジオン祐天寺 40 

五本木 1 中央町２－24－１ 唐ヶ崎児童遊園 40 

鷹 番 

1 中央町１－14－６ 中央町一丁目児童遊園 40 
2 鷹番２－９－６ 鷹番児童遊園 40 
3 鷹番３－13－５ シャンボール学芸大 40 
4 鷹番３－19－３ 三谷児童遊園 40 
5 碑文谷５－23－13 碑文谷五丁目児童遊園 40 

月光原 

1 目黒本町２－１－20 目黒本町社会教育館 40 
2 目黒本町２－３－16 清水町児童遊園 40 
3 目黒本町２－12－10 清水池公園 40 
4 目黒本町２－21－３ 区営住宅清水町アパート 40 
5 目黒本町４－３－５ 月光町児童遊園 40 
6 目黒本町４－16－18 月光原住区センター 40 

向 原 
1 目黒本町５－７－18 東町南児童遊園 40 
2 目黒本町５－31－９ 本町北公園 40 

碑 
1 碑文谷２－７－８ 区営住宅碑文谷アパート 40 
2 碑文谷２－16－６ 公園事務所 150 
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住区名 番号 所在地 目標施設 容量(ｔ) 
3 碑文谷２－21－６ キャッスル共進マンション 40 
4 碑文谷６－９－11 碑文谷公園 40 

原 町 

1 原町１－３－16 西小山公園 100 
2 原町１－24－10 原町タンポポ公園 40 
3 原町２－２－15 原町児童遊園 40 
4 洗足２－28－16 洗足二丁目児童遊園 40 
5 南１－11－１ 区営住宅南一丁目アパート 120 

大岡山東 1 碑文谷３－15－５ 大岡山東住区センター 40 

大岡山西 
1 平町１－16－15 桜森児童遊園 40 
2 平町２－18－５ 平町児童遊園 40 

中 根 
1 中根２－６－33 中根公園 40 
2 大岡山１－36－10 大岡山保育園 40 
3 緑が丘１－13－８ 緑が丘児童遊園 40 

自由が丘 

1 緑が丘２－７－20 緑が丘文化会館 40 
2 緑が丘２－22－24 緑が丘西児童遊園 40 
3 自由が丘１－24－12 自由が丘住区センター 40 
4 自由が丘２－８－８ 自由が丘公園 40 
5 八雲３－14－17 宮前児童遊園 40 
6 八雲３－19－12 宮前公園 40 

八 雲 
1 中根１－10－22 八雲住区センター中根一丁目会議室 40 
2 柿の木坂１－22－13 柿の木坂西児童遊園 40 

東 根 

1 柿の木坂２－13－18 柿の木坂ヴォーンⅢ 40 
2 柿の木坂２－29－１ 柿の木坂児童遊園 40 
3 柿の木坂３－６－９ 曽根児童遊園 40 
4 柿の木坂３－９－24 第二曽根児童遊園 40 
5 八雲５－７－２ 衾町公園 40 
6 東が丘１－７－14 東根住区センター 40 
7 東が丘１－23－10 東根公園 40 

※消防庁設置分を除く     【合計：78基／3,560トン】 

 

 

２ ５トン以上防災貯水槽設置状況一覧 
 

住区名 番号 住  所 設 置 場 所 容量(ｔ) 

駒 場 
1 駒場１－26－５ 駒場児童遊園 5 
2 駒場２－17－20 駒場野公園拡張用地 5 
3 駒場４－１－９ 駒場レジデンス 5 

菅 刈 

1 青葉台 4－1－1 LUXENA AOBADAI 5 
2 青葉台４－７－29 大坂上児童遊園 5 
3 上目黒１－12－７ インマヌエル中目黒キリスト教会 5 
4 上目黒１－17－４ 上一防災ひろば 5 

 東 山 

1 東山２－10－14 東山中児童遊園 5 
2 東山３－24－23 東山公園 5 
3 東山３－21－9 東山公園拡張用地 5 
4 東山３－10－１ 東山ハイツＢ棟 5 
5 上目黒５－13－８ フジトピア目黒祐天寺 5 
6 上目黒５－20－４ 東京アパート 5 

烏 森 
1 東山１－21－３ 小川児童遊園 5 
2 上目黒３－36－７ パークハウス諏訪山 PRESENCE 5 
3 上目黒３－44－２ 烏森住区センター 5 

 
中目黒 

 
 
 

1 上目黒２－43－６ キャトルセゾン 5 
2 中目黒 2-1-1 東京都職員中目黒住宅 5 
3 中目黒２－１－23 テラス恵比寿の丘 5 
4 中目黒２－１－27 グリーンヒル恵比寿 5 
5 中目黒３－３－３ アルス中目黒ヴイルトレーテ 5 
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住区名 番号 所在地 目標施設 容量(ｔ) 
3 碑文谷２－21－６ キャッスル共進マンション 40 
4 碑文谷６－９－11 碑文谷公園 40 

原 町 

1 原町１－３－16 西小山公園 100 
2 原町１－24－10 原町タンポポ公園 40 
3 原町２－２－15 原町児童遊園 40 
4 洗足２－28－16 洗足二丁目児童遊園 40 
5 南１－11－１ 区営住宅南一丁目アパート 120 

大岡山東 1 碑文谷３－15－５ 大岡山東住区センター 40 

大岡山西 
1 平町１－16－15 桜森児童遊園 40 
2 平町２－18－５ 平町児童遊園 40 

中 根 
1 中根２－６－33 中根公園 40 
2 大岡山１－36－10 大岡山保育園 40 
3 緑が丘１－13－８ 緑が丘児童遊園 40 

自由が丘 

1 緑が丘２－７－20 緑が丘文化会館 40 
2 緑が丘２－22－24 緑が丘西児童遊園 40 
3 自由が丘１－24－12 自由が丘住区センター 40 
4 自由が丘２－８－８ 自由が丘公園 40 
5 八雲３－14－17 宮前児童遊園 40 
6 八雲３－19－12 宮前公園 40 

八 雲 
1 中根１－10－22 八雲住区センター中根一丁目会議室 40 
2 柿の木坂１－22－13 柿の木坂西児童遊園 40 

東 根 

1 柿の木坂２－13－18 柿の木坂ヴォーンⅢ 40 
2 柿の木坂２－29－１ 柿の木坂児童遊園 40 
3 柿の木坂３－６－９ 曽根児童遊園 40 
4 柿の木坂３－９－24 第二曽根児童遊園 40 
5 八雲５－７－２ 衾町公園 40 
6 東が丘１－７－14 東根住区センター 40 
7 東が丘１－23－10 東根公園 40 

※消防庁設置分を除く     【合計：78 基／3,560 トン】 

 

 

２ ５トン以上防災貯水槽設置状況一覧 
 

住区名 番号 住  所 設 置 場 所 容量(ｔ) 

駒 場 
1 駒場１－26－５ 駒場児童遊園 5 
2 駒場２－17－20 駒場野公園拡張用地 5 
3 駒場４－１－９ 駒場レジデンス 5 

菅 刈 

1 青葉台 4－1－1 LUXENA AOBADAI 5 
2 青葉台４－７－29 大坂上児童遊園 5 
3 上目黒１－12－７ インマヌエル中目黒キリスト教会 5 
4 上目黒１－17－４ 上一防災ひろば 5 

 東 山 

1 東山２－10－14 東山中児童遊園 5 
2 東山３－24－23 東山公園 5 
3 東山３－21－9 東山公園拡張用地 5 
4 東山３－10－１ 東山ハイツＢ棟 5 
5 上目黒５－13－８ フジトピア目黒祐天寺 5 
6 上目黒５－20－４ 東京アパート 5 

烏 森 
1 東山１－21－３ 小川児童遊園 5 
2 上目黒３－36－７ パークハウス諏訪山 PRESENCE 5 
3 上目黒３－44－２ 烏森住区センター 5 

 
中目黒 

 
 
 

1 上目黒２－43－６ キャトルセゾン 5 
2 中目黒 2-1-1 東京都職員中目黒住宅 5 
3 中目黒２－１－23 テラス恵比寿の丘 5 
4 中目黒２－１－27 グリーンヒル恵比寿 5 
5 中目黒３－３－３ アルス中目黒ヴイルトレーテ 5 
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住区名 番号 住  所 設 置 場 所 容量(ｔ) 
中目黒 6 中目黒４－11－21 コスモ中目黒 5 

7 中目黒５－３－10 ハイツ中目黒 5 
8 中目黒５－７－35 特別養護老人ホーム中目黒 5 

田 道 

1 三田２－４－１ 三田西児童遊園 5 
2 三田２－10－31 三田公園 5 
3 三田２－15－15 茶屋坂街かど公園 5 
4 目黒１－７－６ 目黒保育園 5 
5 目黒１－24－12 オリックス目黒ビル 5 
6 目黒２－13－22 朝日シティパリオ 5 

下目黒 

1 下目黒１－７－１ サトウホールディング 5 
2 下目黒２－５－４ グランドメゾン目黒南 5 
3 下目黒２－14－11 下目黒自転車集積所 5 
4 下目黒２－19－３ ＩＭＡＳ目黒 B.I ビルディング 5 
5 下目黒２－20－19 大鳥公園 5 
6 下目黒２－22－11 トレステージ目黒 5 
7 下目黒２－23－23 パークホームズ目黒アーバンレジデンス 5 
8 下目黒３－７－９ 不動前児童遊園 5 
9 下目黒３－10－２ 下目黒福祉工房 5 
10 下目黒３－10－22 目黒不動防災ひろば 5 

不 動 

1 下目黒５－18－４ 不動児童館 5 
2 下目黒５－33－６ 下五児童遊園 5 
3 下目黒５－34－23 ＮＨＫ目黒寮 5 
4 下目黒６－８－23 羅漢寺川ふれあい広場 5 
5 下目黒６－16－３ 下六児童遊園 5 
6 目黒本町１－６－25 ポケットオアシス清水 5 

上目黒 

1 上目黒４－１－26 目黒区立かみよん工房 5 
2 上目黒４－１－37 上四児童遊園 5 
3 上目黒４－18－15 上目黒老人いこいの家 5 
4 祐天寺２－12－17 城南信用金庫目黒支店 5 
5 祐天寺２－13 祐天寺駅前ロータリー緑地 5 

油 面 

1 目黒４－５－28 大塚山公園 5 
2 目黒４－23－21 グランフォード目黒マンション 5 
3 中町１－６－12 ガーデン中町 5 
4 中町２－34－14 三角山公園 5 

五本木 

1 中央町２－５－12 リハビリパーク目黒 5 
2 中央町２－17－２ 五本木住区センター 5 
3 中央町２－30－７ 中央町保育園 5 
4 中央町２－30－９ 五本木東児童遊園 5 

鷹 番 

1 中央町１－８－５ 若水幼稚園 5 
2 中央町１－19－14 コーポ中央町１丁目シルバーピア 5 
3 碑文谷５－14－８ スウィング碑文谷東急ゴルフ練習場 5 
4 鷹番１－９－７ グラーサ学芸大学 5 
5 鷹番２－16－18 Ｋ・ビルディング 5 

月光原 

1 目黒本町２－13－３ ロワヴェール学芸大学 5 
2 目黒本町２－14－５ ステラメゾン学芸大学 5 
3 目黒本町２－25－14 第二ひもんや保育園 5 
4 目黒本町３－13－18 月光原公園 5 
5 目黒本町４－15－19 区営住宅目黒本町四丁目アパート 5 
6 目黒本町５－17－15 ホーム月光原 10 
7 目黒本町５－33－１ コーポ目黒本町 5 

向 原 

1 目黒本町５－３－２ クレセント武蔵小山Ⅲ 5 
2 目黒本町５－22－20 東原児童遊園 5 
3 目黒本町６－３－22 向原町児童遊園 5 
4 目黒本町６－13－14 向原西街かど公園 5 

碑 1 碑文谷１－３－36 ルジェンテ碑文谷 13 
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住区名 番号 住  所 設 置 場 所 容量(ｔ) 
2 碑文谷２－６－22 イストワール碑文谷 5 
3 碑文谷２－８－９ ひもんや保育園 5 
4 碑文谷２－10－16 レジディア碑文谷 5 
5 碑文谷２－12－19 田向公園 5 
6 碑文谷２－14－３ ｎｅｌ目黒 5 

原 町 

1 原町１－17－６ 西小山ニコニコ広場 5 
2 洗足２－18－９ 洗足ひだまり公園 5 
3 南１－８－９ 原町住区センター 5 
4 南１－８－15 子の神ふれあい広場 5 
5 南１－16－11 コープ東京目黒南センター 5 
6 南１－23－４ 富士見台公園 5 

大岡山東 1 南２－４－９ ディアナコート目黒洗足 5 

大岡山西 

1 平町１－４－16 浄土宗 酉蓮社 5 
2 平町１－23－８ カスタリア目黒平町 5 
3 大岡山１－17－８ 大岡山児童遊園 5 
4 大岡山１－29－22 クリオ自由が丘壱番館 5 

自由が丘 

1 緑が丘２－25 区道路敷 5 
2 自由が丘３－９－18 イトーピア自由が丘 5 
3 八雲３－22－15 自由が丘住区センター宮前分室 5 
4 八雲３－26－６ 八雲リバティヒル 5 
5 八雲３－29－20 アルス八雲 5 

八 雲 
1 柿の木坂１－28－４ ザ・サンメゾン目黒柿の木坂エルド 5 
2 八雲１－２－11 八雲児童遊園 5 
3 八雲１－10－５ 八雲住区センター 5 

東 根 

1 八雲５－13－14 ドーマ八雲 5 
2 東が丘１－16－17 泰山館 5 
3 東が丘１－21－15 東が丘荘 5 
4 東が丘２－12－10 セブンイレブン東が丘２丁目店 5 
5 東が丘２－15－５ 東京医療センターRA 宿舎 5 

【合計：105基／538トン】 
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住区名 番号 住  所 設 置 場 所 容量(ｔ) 
2 碑文谷２－６－22 イストワール碑文谷 5 
3 碑文谷２－８－９ ひもんや保育園 5 
4 碑文谷２－10－16 レジディア碑文谷 5 
5 碑文谷２－12－19 田向公園 5 
6 碑文谷２－14－３ ｎｅｌ目黒 5 

原 町 

1 原町１－17－６ 西小山ニコニコ広場 5 
2 洗足２－18－９ 洗足ひだまり公園 5 
3 南１－８－９ 原町住区センター 5 
4 南１－８－15 子の神ふれあい広場 5 
5 南１－16－11 コープ東京目黒南センター 5 
6 南１－23－４ 富士見台公園 5 

大岡山東 1 南２－４－９ ディアナコート目黒洗足 5 

大岡山西 

1 平町１－４－16 浄土宗 酉蓮社 5 
2 平町１－23－８ カスタリア目黒平町 5 
3 大岡山１－17－８ 大岡山児童遊園 5 
4 大岡山１－29－22 クリオ自由が丘壱番館 5 

自由が丘 

1 緑が丘２－25 区道路敷 5 
2 自由が丘３－９－18 イトーピア自由が丘 5 
3 八雲３－22－15 自由が丘住区センター宮前分室 5 
4 八雲３－26－６ 八雲リバティヒル 5 
5 八雲３－29－20 アルス八雲 5 

八 雲 
1 柿の木坂１－28－４ ザ・サンメゾン目黒柿の木坂エルド 5 
2 八雲１－２－11 八雲児童遊園 5 
3 八雲１－10－５ 八雲住区センター 5 

東 根 

1 八雲５－13－14 ドーマ八雲 5 
2 東が丘１－16－17 泰山館 5 
3 東が丘１－21－15 東が丘荘 5 
4 東が丘２－12－10 セブンイレブン東が丘２丁目店 5 
5 東が丘２－15－５ 東京医療センターRA 宿舎 5 

【合計：105 基／538 トン】 
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第６ 緊急通行車両 
 

１ 緊急通行車両確認届出書 
 

 

別記様式第３（第６条関係）

年 月 日

東京都公安委員会　殿

・ 災害対策基本法

・ 原子力災害法

・ 国民保護措置法

( ) 局 番

( ) 局 番

国民保護措置法用

令和

備考

□ 災害対策基本法用 □ 原子力災害対策法用 □

緊急
連絡先

住所

氏名

活動地域

車両の
使用者

住所

氏名又
は名称

氏名

番号標に表示さ
れている番号

　車両の用途（緊
　急輸送を行う車
　両にあっては、
　輸送人員又は品
　名）

緊急通行車両確認申出書

申出者 住所

取扱所属（

署

課

隊

）
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２ 緊急通行車両事前届一覧 
 

No 車両番号 車種 車両用途 所属 

1 品川 300 た 6703 普通自動車 救命救助活動 総務部施設課 

2 品川 400 ひ 6471 小型貨物車 食糧物資輸送 総務部防災課 

3 品川 480 こ 4092 軽自動車 被害概況調査 総務部防災課 

4 品川 480 あ 2828 軽自動車 被害概況調査 総務部防災課 

5 品川 501 て 3983 小型貨物車 被害概況調査 総務部防災課 

6 品川 580 す 7786 軽自動車 福祉有償運送 目黒区社会福祉協議会 

7 品川 800 あ 5525 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

8 品川 800 あ 5526 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

9 品川 800 あ 5527 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

10 品川 800 あ 5528 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

11 品川 800 か 1020 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

12 品川 830 う 802 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

13 品川 800 あ 5470 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

14 品川 800 あ 4835 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

15 練馬 800 あ 3387 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

16 練馬 800 あ 764 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

17 練馬 800 あ 765 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

18 練馬 800 あ 4460 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

19 練馬 800 あ 4671 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

20 練馬 800 あ 1722 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

21 練馬 800 あ 1238 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

22 練馬 800 あ 763 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

23 練馬 800 か 458 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

24 杉並 800 あ 711 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

25 品川 800 か 1024 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

26 品川 800 あ 4820 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

27 目黒区 1891 原付自転車 救命救助活動 健康推進部生活衛生課 

28 品川 480 く 9392 軽自動車 救命救助活動 健康推進部生活衛生課 

29 品川 480 か 9394 軽自動車 救命救助活動 健康推進部生活衛生課 

30 品川 480 こ 1297 軽自動車 食糧物資輸送 子育て支援部子育て支援課 

31 品川 400 ひ 7385 普通自動車 食糧物資輸送 子育て支援部緑が丘児童館 

32 品川 480 あ 5157 軽自動車 被害概況調査 都市整備部都市整備課 

33 目黒区 そ 1366 原付自転車 緊急道路障害物除去 都市整備部都市整備課 

34 品川 580 こ 5899 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 

35 品川 580 こ 5900 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 

36 品川 800 せ 6374 普通自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 
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２ 緊急通行車両事前届一覧 
 

No 車両番号 車種 車両用途 所属 

1 品川 300 た 6703 普通自動車 救命救助活動 総務部施設課 

2 品川 400 ひ 6471 小型貨物車 食糧物資輸送 総務部防災課 

3 品川 480 こ 4092 軽自動車 被害概況調査 総務部防災課 

4 品川 480 あ 2828 軽自動車 被害概況調査 総務部防災課 

5 品川 501 て 3983 小型貨物車 被害概況調査 総務部防災課 

6 品川 580 す 7786 軽自動車 福祉有償運送 目黒区社会福祉協議会 

7 品川 800 あ 5525 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

8 品川 800 あ 5526 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

9 品川 800 あ 5527 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

10 品川 800 あ 5528 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

11 品川 800 か 1020 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

12 品川 830 う 802 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

13 品川 800 あ 5470 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

14 品川 800 あ 4835 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

15 練馬 800 あ 3387 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

16 練馬 800 あ 764 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

17 練馬 800 あ 765 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

18 練馬 800 あ 4460 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

19 練馬 800 あ 4671 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

20 練馬 800 あ 1722 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

21 練馬 800 あ 1238 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

22 練馬 800 あ 763 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

23 練馬 800 か 458 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

24 杉並 800 あ 711 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

25 品川 800 か 1024 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

26 品川 800 あ 4820 普通特殊 弱者救命救助活動 東交観光バス(株) 

27 目黒区 1891 原付自転車 救命救助活動 健康推進部生活衛生課 

28 品川 480 く 9392 軽自動車 救命救助活動 健康推進部生活衛生課 

29 品川 480 か 9394 軽自動車 救命救助活動 健康推進部生活衛生課 

30 品川 480 こ 1297 軽自動車 食糧物資輸送 子育て支援部子育て支援課 

31 品川 400 ひ 7385 普通自動車 食糧物資輸送 子育て支援部緑が丘児童館 

32 品川 480 あ 5157 軽自動車 被害概況調査 都市整備部都市整備課 

33 目黒区 そ 1366 原付自転車 緊急道路障害物除去 都市整備部都市整備課 

34 品川 580 こ 5899 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 

35 品川 580 こ 5900 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 

36 品川 800 せ 6374 普通自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 
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37 品川 480 け 6860 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 

38 品川 580 こ 5898 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部土木管理課 

39 目黒区 そ 65 原付自転車 被害概況調査 都市整備部みどり土木政策課 

40 目黒区 せ 7403 原付自転車 被害概況調査 都市整備部みどり土木政策課 

41 品川 480 こ 3443 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部みどり土木政策課 

42 品川 480 け 7256 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部みどり土木政策課 

43 品川 800 す 9575 小型特殊 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園課 

44 目黒区 9888 原付自転車 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園課 

45 目黒区 そ 514 原付自転車 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園課 

46 目黒区 そ 655 原付自転車 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園課 

47 目黒区 そ 656 原付自転車 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園課 

48 目黒区 そ 2061 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

49 目黒区 せ 8243 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

50 目黒区 そ 66 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

51 目黒区 せ 9109 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

52 目黒区 そ 232 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

53 品川 400 ひ 1556 小型 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

54 品川 41 き 1904 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

55 品川 400 あ 4468 貨物 緊急道路障害物除去 黒沼運送(有) 

56 品川 400 あ 2912 貨物 緊急道路障害物除去 (有)ヤグモ運輸 

57 品川 400 あ 1440 貨物 緊急道路障害物除去 (有)万八運送店 

58 目黒区 そ 657 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

59 目黒区 そ 1367 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

60 目黒区 そ 1159 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

61 目黒区 せ 9887 原付自転車 被害概況調査 都市整備部道路公園サービス課 

62 品川 800 す 3772 普通 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

63 品川 00 も 293 大型特殊 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

64 品川 800 す 7658 普通 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

65 品川 480 あ 9895 軽自動車 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

66 品川 800 す 8392 普通 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

67 目黒区 1940 特殊 緊急道路障害物除去 都市整備部道路公園サービス課 

68 品川 400 あ 3714 貨物 緊急道路障害物除去 黒沼運送(有) 

69 品川 100 あ 5963 貨物 緊急道路障害物除去 有澤運送(株) 

70 品川 100 あ 4943 貨物 緊急道路障害物除去 (有)万八運送店 

71 品川 44 か 211 小型貨物車 緊急道路障害物除去 (株)東横運送 

72 品川 44 を 7099 小型貨物車 緊急道路障害物除去 (株)東横運送 

73 品川 44 か 1383 小型貨物車 緊急道路障害物除去 黒沼運送(有) 

74 品川 44 か 2180 小型貨物車 緊急道路障害物除去 黒沼運送(有) 
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75 品川 44 か 1093 小型貨物車 緊急道路障害物除去 上目黒運送(株) 

76 品川 44 を 5580 小型貨物車 緊急道路障害物除去 上目黒運送(株) 

77 品川 44 を 7154 小型貨物車 緊急道路障害物除去 上目黒運送(株) 

78 品川 44 を 7164 小型貨物車 緊急道路障害物除去 上目黒運送(株) 

79 品川 44 か 1031 小型貨物車 緊急道路障害物除去 東交運送(株) 

80 品川 44 か 172 小型貨物車 緊急道路障害物除去 有澤運送(株) 

81 品川 44 を 7050 小型貨物車 緊急道路障害物除去 有澤運送(株) 

82 品川 44 え 8985 小型貨物車 緊急道路障害物除去 (有)ヤグモ運輸 

83 品川 480 い 1831 軽自動車 被害概況調査 都市整備部建築課 

84 品川 800 そ 543 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

85 品川 800 そ 544 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

86 品川 800 せ 6574 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

87 品川 800 せ 6575 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

88 品川 800 せ 7346 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

89 品川 800 せ 7866 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

90 品川 800 せ 7867 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

91 品川 800 せ 8103 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

92 品川 800 せ 8528 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

93 品川 800 せ 9413 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

94 品川 800 そ 297 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事業所 

95 品川 480 け 2545 軽四輪貨物車 緊急道路障害物除去活動 環境清掃部清掃事業所 

96 品川 480 う 1539 軽四輪貨物車 緊急道路障害物除去活動 環境清掃部清掃事務所 

97 品川 480 か 2470 軽四輪貨物車 緊急道路障害物除去活動 環境清掃部清掃事務所 

98 品川 480 か 6119 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

99 品川 480 か 8091 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

100 品川 480 き 896 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

101 品川 480 く 2495 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

102 品川 480 こ 736 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

103 品川 480 こ 4657 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

104 品川 480 こ 4823 軽四輪貨物車 緊急道路障害物除去活動 環境清掃部清掃事務所 

105 品川 480 こ 6920 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

106 品川 480 さ 260 軽四輪貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

107 品川 400 ふ 8938 普通貨物車 廃棄物収集運搬活動 環境清掃部清掃事務所 

 




